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ご あ い さ つ

　2005（平成17）年７月７日に誕生した清須市では、2007（平成19）年

３月にまちづくりの指針として策定した「清須市第１次総合計画」に基

づき、新市の礎を着実に築き上げてまいりました。

　2016（平成28）年12月には、これまで築き上げてきたまちづくりの成果

を基盤として、未来に向かってさらなる前進を図っていくため、目指すま

ちの将来像に「水と歴史に織りなされた　安心・快適で元気な都市」を

掲げる「清須市第２次総合計画」を策定し、市民の皆様の暮らしの基

盤となる「安心」・「快適」の確保や、市の個性である水と歴史を生かし

た「魅力」の向上とともに、市民の皆様や、企業・団体の皆様との「連携」を推進し、市の総合力

を高めてまいりました。

　市民の皆様にご理解とご協力をいただき、こうした取組を着実に進めてこられたことは、全国

的に少子高齢化が進展し、人口減少社会に移行する中にあっても、人口が伸び続けている元

気なまちの姿につながっているものと考えております。

　しかしながら、本市においても、高齢化率は徐々に上昇しており、2025（令和７）年をピークとし

て人口も減少局面に入ることが見込まれております。加えて、急激に変動する社会経済情勢へ

の対応など、今後本市を取り巻く状況は一層厳しくなることが予想されます。

　こうした状況に的確に対応し、目指すまちの将来像の実現に向けた取組をさらに加速するた

め、このたび2020（令和２）年度から始まる「清須市第２次総合計画」の「後期基本計画」を策

定いたしました。

　「後期基本計画」の策定にあたっては、市民の皆様の安全・安心な暮らしを守るための防災・

減災対策の充実を第一に考えてまいりました。さらには、将来にわたって活力が溢れ、持続的に発

展するまちを目指して、次の三つの視点から今後の施策の方向性を検討してまいりました。一つ目

に、若い世代が子育てしやすく、清須市に住みたい、住み続けたいと感じる環境をつくること、二

つ目に、本市の強みである交通利便性や豊富な歴史資源・観光資源などを生かして経済効果

を生み出すこと、三つ目に、様々な分野で地域を担う人材を育て、その人材がお互いにつながり

あうことで地域の活動を活性化すること、この三つの視点により施策を分野横断的に整理し、重

点化を図ってまいりました。これまでのまちづくりの土台の上に、こうした取組を積み重ね、力強い

清須の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、引き続き市民の皆様のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

　最後に、計画策定にあたり多大な尽力を賜りました総合計画審議会委員の皆様を始め、市

民満足度調査、市民参画会議などにおいて、多くの貴重なご意見をいただいた市民の皆様、関

係各位に心から感謝を申し上げます。

　令和元年１２月　
清須市長　永　田　純　夫　
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3清須市第２次総合計画

2007（平成19）年３月に策定した「清須市第１次総合計画」は、2007（平成19）年度から10年間
の清須市の行政運営の基本的な指針として、地方行政を取り巻く環境の変化の中、2005（平成
17）年７月に西枇杷島町、清洲町及び新川町の合併により誕生し、2009（平成21）年10月の春日
町との合併を経て、現在に至る清須市の発展の礎を築く上で、重要な役割を果たしてきましたが、
2016（平成28）年度をもって、その計画期間の満了を迎えることとなります。

こうした中、2011（平成23）年５月に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」により、総
合計画（市町村基本構想）の法的な策定の義務付けは廃止されましたが、清須市においては、引き
続き、行政運営の基本的な指針として、以下の観点から総合計画を策定します。

Ⅰ  総合計画策定の趣旨

序  論

第１次総合計画で定める基本理念や将来像は、市町村合併時に策定した「新市建設計画」
及び「新市基本計画」における新市のまちづくりの方針を尊重・継承して定めたものであり、
これらは５年、10年といった短期・中期的な視点ではなく、長期的な視点に立って、その実現
を目指していくべきものであると考えます。
第２次総合計画は、第１次総合計画の基本理念や将来像を継承することを基本としつつ、
引き続き長期的な視点に立って、市の将来に向けての発展すべき方向と目標を定める計画と
位置付けます。

観点 ① 長期的な視点に立ち、市の将来に向けての発展すべき方向と目標を定める

これまでも、第１次総合計画に基づき、地方行政を取り巻く環境の変化に的確に対応し、計
画的な行財政運営を推進してきたところですが、今後を見据えると、市町村合併に対する財
政措置の終焉など、より一層の環境の変化が予想されます。
いかなる状況下に置かれても、長期的な視点に立って目標を実現するためには、市役所が
一丸となって、あらゆる分野における政策・施策・事業を、最も効果的な形で展開していかな
ければなりません。そのためには、行政が有する経営資源をより効率的に配分する仕組みと
して、計画（Plan）－ 実施（Do）－ 評価（Check）－ 改善（Action）のＰＤＣＡサイクルを確立す
ることが不可欠であり、第２次総合計画はこうした「行政運営マネジメント」の基軸として位置
付けます。

観点 ② 目標の実現に向けた政策・施策・事業を最適に展開するための、行政運営
マネジメントの基軸とする
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（１）計画の構成
本計画は、行政運営マネジメントの基軸として、より実効性のある計画とするため、「基本構想」－

「基本計画」－「実施計画」の三層構造の計画とします。なお、「実施計画」については、予算編成にあ
わせて毎年度作成（ローリング）します。

Ⅱ  総合計画の構成・計画期間

序  論

（２）計画の期間
「基本構想」において、長期的な視点に立った将来に実現するまちの姿を描いた上で、施策ごとの
目標と方向性を定める「基本計画」については、計画の進捗状況や社会情勢の変化等、さらには関連
する個別計画の見直し等に的確に対応するため、前期・後期に分けることとします。

その上で、清須市のまち・ひと・しごと創生に向けた具体的な対策をまとめた「清須市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」との一体的な推進を図るため、次のように計画期間を設定します。

基本構想

基本構想は、今後の清須市のまちづくりの方向性を示すもので、市
の「基本理念」と「将来像」を定めるとともに、その実現に向けた基礎と
なる「行政運営の方針」を定めるものです。
さらには、「将来像」の実現に向けて、各分野で取り組むまちづくりの
目標となる、「７つの政策（施策の指針）」を定めるものです。

基本計画

基本計画は、基本構想で掲げる政策に基づいて、施策・事業を展開し
ていくにあたり、清須市の役割や組織に応じて施策を体系的に整理し
た上で、施策ごとに、明確な目標と、その目標の実現に向けた施策の方
向性を定めるもので、清須市の行政運営マネジメントの核となる計画
です。

実施計画
実施計画は、基本計画で定める施策の方向性に即して、具体的な事
務事業を着実に実施していくため、毎年度の予算編成と連動させなが
ら、その進捗を適切に管理する計画です。 防　
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人口に関する目指すべき将来の方向の実現に向けた施策（※）

※両計画で重複する施策等については、内容等の整合性を確保

■総合計画と総合戦略の関係（イメージ）

■総合計画と総合戦略の計画期間

総合計画

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

基 本 構 想

基 本 計 画

（総合戦略）

８年度間

後期（５年度間）

戦略2020（５年度間）

前期（３年度間）

現戦略（2016～2019）

基 本 構 想

基 本 計 画

2017（平成29）年度から2024（令和６）年度まで［８年度間］

［前期］2017（平成29）年度から2019（令和元）年度まで［３年度間］
［後期］2020（令和２）年度から2024（令和６）年度まで［５年度間］
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Ⅲ  清須市の位置・地勢・面積、歴史・沿革
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（１）位置・地勢・面積
清須市の区域は、愛知県西部、尾張平野のほぼ中央に位置し、南部は名古屋市に、北部は一宮
市、稲沢市及び北名古屋市に、東部は名古屋市に、西部はあま市に隣接しています。
地形は比較的平坦で、庄内川の下流域にあり、ほとんどの地域が海抜10m未満となっています。

また、庄内川のほかには新川、五条川などの河川が流れ、豊かな水辺環境に恵まれ、四季折々の風
景を楽しむことができます。
交通は広域の利便性に恵まれ、JR東海道本線、名鉄名古屋本線・犬山線・津島線及び東海交通事
業城北線の鉄道網のほか、名古屋第二環状自動車道、名古屋高速６号清須線・16号一宮線、国道
22号・302号などの道路網により周辺都市との連携が図られています。
清須市の総面積は1,735haで、東西約5.5km、南北約8.0kmの広がりをもち、愛知県の面積の
0.34％に当たります。地目別では、宅地（47.2％）が最も多く、次に道路（19.4％）、農地（15.2％）、
水面・河川・水路（6.2％）、その他（12.0％）となっています。

Ⅲ  清須市の位置・地勢・面積、歴史・沿革

序  論

総面積
住宅地 その他① 田 畑

森林、
原野等 道路

水面・
河川・
水路

その他②
宅地 農地

※「その他①」は「宅地」から「住宅地」を除いた工業用地など。「その他②」は総面積から「宅地」、「農地」、「道路」及び「水面・河川・水路」の各面積
を差し引いたもの。
資料：愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課「土地に関する統計年報（平成30年版）」
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（２）歴史・沿革

清須市の区域の歴史ははるか遠く、尾張平野最大の遺跡である朝日遺跡に集落が開かれた弥生
時代までさかのぼります。
市内には、室町時代のはじめ守護所下津城の別郭として築かれ、1555（弘治元）年に戦国武将織
田信長公が那古野城から入城した清洲城など、数多くの歴史資源が残っており、慶長年間には城下
町一帯が「関東の巨鎮」と称され、文化の中心地として、また尾張の要所として栄えた歴史をもって
います。
また、名古屋と中山道を結ぶ最も重要な道路であった美濃路は、関ヶ原の合戦で勝利を収めた徳
川家康公が通った吉例街道とされ、江戸時代には、数多くの大名たちが縁起を担いで通り、家康公
の命により開設された青物市場とあわせ、宿場町として大いに栄えました。
江戸時代初期より宮重大根の栽培が始まり、尾張徳川家にも献上されており、江戸時代中期には
全国に知れ渡るところとなりました。また、このころは、庄内川の氾濫により幾度となく水害にあって
いた当地に、多くの農民や地元の役人たちの尊い汗と犠牲により、1787（天明7）年に新川が竣工さ
れました。その他、江戸時代に製作され、200年以上の歴史を誇る山車が練り歩く尾張西枇杷島ま
つりは、郷土の伝統文化として現代に継承されています。

近代に入ると、1880（明治13）年に春日井郡が東西の二郡に分かれて西春日井郡が誕生した後、
西春日井郡の町村で合併が繰り返されてきました。
西枇杷島町は、1889（明治22）年、下小田井村、小場塚新田村の合併により誕生しています。清
洲町は、1906（明治39）年、朝田村、一場村及び清洲町が合併して清洲町となった後、1943（昭和
18）年までに大里村や甚目寺町の一部と合併しています。また、新川町は、1889（明治22）年、土器
野新田村、上河原村、中河原村及び下河原村が合併して新川村となった後、1890（明治23）年に町
制が施行され、さらに1906（明治39）年、桃栄町、寺野村及び阿原村と合併しています。春日町は、
1889（明治22）年、下之郷村、落合村が合併し、春日村が誕生し、1990（平成２）年に町制が施行さ
れました。
そして、2005（平成17）年７月７日に西枇杷島町、清洲町及び新川町が合併して清須市が誕生し
た後、2009（平成21）年10月１日、清須市と春日町が合併し、現在に至っています。

① 近代以前

② 近代以後
 Ⅰ 清須市の基本理念 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶11

 Ⅱ 清須市の将来像   ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶13

 Ⅲ 行政運営の方針 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶15

 Ⅳ ７つの政策（施策の指針） ̶ ̶̶̶̶̶̶  ̶17
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Ⅰ  清須市の基本理念

2005（平成17）年７月の西枇杷島町、清洲町及び新川町の合併に際して策定した「新市建設計
画」（計画期間：2005（平成17）～2025（令和7）年度）及び2009（平成21）年10月の清須市と春日
町の合併に際して策定した「新市基本計画」（計画期間：2009（平成21）～2024（令和6）年度）の中
では、「安心」・「快適」・「創造」・「責任」の４つの基本理念を掲げており、第１次総合計画はこの基本理
念を継承して策定しています。

第２次総合計画においては、これまでの経緯を踏まえるとともに、長期的な視点に立ってまちづく
りを進めていくため、第１次総合計画の基本理念を継承することを基本とします。その上で、市民
ニーズの多様化・高度化、市町村合併に対する財政措置の終焉、まち・ひと・しごと創生の推進、リニ
ア中央新幹線の開業など、今後の清須市を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、より清須市
らしさを発揮するため、まちづくりの基本理念として、「安心」・「快適」・「魅力」・「連携」の４つの基本
理念を定めます。

Ⅰ  清須市の基本理念

基本構想

■災害や犯罪、交通事故等から市民の生命・財産を守り、市民生活の「安心」を支えるまちづ
くりを進めます。

■福祉サービスや保健医療体制の充実を図り、全ての市民が生涯に渡り「安心」して暮らす
ことができるまちづくりを進めます。

■家庭や子どもを持ちたいと願う若い世代の希望を地域で支え、若い世代が暮らしやすく
「安心」できるまちづくりを進めます。

安　心 災害や犯罪から生命・財産を守り、暮らしの「安心」を確保します

■庄内川・新川・五条川に代表される水のある空間を大切にし、自然と共生し、住みやすく、文
化的環境が整った「快適」で調和のとれたまちづくりを進めます。

■リニア中央新幹線の開業も見据えて、名古屋市との近接性や広域的な交通利便性を更に
生かした、便利で「快適」なまちづくりを進めます。

快　適 自然と共生しながら都市機能を更に高め、暮らしの「快適」を確保します

基
本
構
想

Ⅰ  

清
須
市
の
基
本
理
念
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基本構想

Ⅱ  清須市の将来像

基本構想 Ⅱ  清須市の将来像

（１）目指す将来像
これからのまちづくりを進めるための大きな目標として、清須市が将来に実現するまちの姿を明

らかにして、市民と目標を共有します。

新市建設計画及び新市基本計画並びに第１次総合計画で掲げる将来像「水と歴史に織りなされ
た　安心・快適な環境都市」を継承することを基本としつつ、新たな基本理念である「安心」・「快
適」・「魅力」・「連携」をもとに、これまで築き上げてきたまちづくりの成果を基盤として、更なる発展
を遂げるため、将来に実現するまちの姿を、次のとおり定めます。

「水」、「歴史」といった清須市ならではの個性を今後も大切にするとともに、更に生かしていきな
がら、市民の「安心・快適」な暮らしが営まれることはもとより、地域全体に活気が満ち溢れ、市民
も訪れる人も「元気」な都市の実現を目指します。

（2）将来像が示すもの

■連綿と続く地域の歴史や文化を大切にし、その価値を見出し共有することで誇りと愛着を
はぐくみながら、地域の「魅力」を高めるまちづくりを進めます。

■企業や事業者が地域の特性を生かしながら、「魅力」に満ちた活動ができるまちづくりを進
めます。

■次世代を担う子どもたちをはじめとして、「魅力」ある人材を育てるまちづくりを進めます。

■文化・スポーツ活動の充実を図り、「魅力」に溢れる市民生活が創造されるまちづくりを進
めます。

魅　力 市民の誇りと愛着をはぐくみながら、市の「魅力」を一層高めます

■世代や地域、官民の枠を超えて、幅広い層の市民・企業の交流や「連携」、協働を促進し、市
の総合力を高めるまちづくりを進めます。

■近隣市町との「連携」によって、市の個性を発揮しつつも、広域的な課題へ効果的・効率的
に対応できるまちづくりを進めます。

■将来世代に過度の負担を残さず、若い世代が希望をもって暮らすことができる未来へと
「つながる」まちづくりを進めます。

連　携 世代や地域、官民の枠を超えて、「つながり」を大切にします

基
本
構
想

～清須市の将来像～

水と歴史に織りなされた　安心・快適で元気な都市

「水」とは

■庄内川・新川・五条川と豊かな水辺空間に象徴される清須市の特徴です。

■水は、大きな恵みと豊かな個性をもたらす貴重な資源であるとともに、東海豪雨災害を経
験した清須市にとっては、時に人知を超えた災害をもたらす原因ともなります。

■過去の経験と教訓を忘れずしっかりと対応しながら、これからも水と共存していく必要が
あります。

安　心
災害や犯罪から
生命・財産を守り、
暮らしの「安心」を
確保します

快　適
自然と共生しながら
都市機能を更に高め、
暮らしの「快適」を
確保します

魅　力
市民の誇りと

愛着をはぐくみながら、
市の「魅力」を
一層高めます

連　携
世代や地域、

官民の枠を超えて、
「つながり」を
大切にします

清須市の
基本理念
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Ⅲ  行政運営の方針

基本構想 Ⅱ  清須市の将来像 基本構想 Ⅲ  行政運営の方針
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「歴史」とは

■美濃路や清洲城、朝日遺跡などの豊かな歴史的資源は、清須市のアイデンティティーの源
であり、市民共通の貴重な財産です。

■地域の歴史や伝統文化を守り育て、その魅力を生かすことを通じて、市の内外から多数の
人が集まり、清須市の活性化につながるのみならず、市民の市への誇りと愛着がはぐくま
れることが期待されます。

「安心・快適で元気な都市」とは

■リニア中央新幹線の開業を契機として、更なる活性化が期待される名古屋大都市圏の中
で、「水」と共存しながら、恵まれた立地条件を生かしていくことにより、「安心・快適」な暮ら
しが営まれます。

■「安心・快適」な暮らしを基盤として、清須市の個性である「水」と「歴史」の二つの資源が織
り重なることで、更に大きな恵みや「魅力」が創出され、市民の「つながり」が深まります。

■そこから生み出される地域全体の活力が、子どもからお年寄りまで、また、市民のみならず
訪れる全ての人が、自分らしくいきいきと暮らし、活躍できる、「元気」な都市の実現につな
がります。

市町村合併により誕生した清須市では、市町村合併に対する財政措置などを活用して、旧町それ
ぞれが単独の財政力・組織力では解決することの難しかった課題に対しての取組を着実に行ってき
たところです。とりわけ、市町村合併の目的の一つであった厳しい財政状況への対応として、第１次
総合計画においては、①計画に基づく進捗管理と改革の推進、②組織のスリム化、③公共的施設の
利便性・効率性向上、④施策の見直し及び重点化、という４つの「行政運営の方針」を定めて、より合
併の効果を引き出しながら、計画的な行財政運営を進めることにより、経営管理機能の強化や健全
財政の維持に努めてきました。

しかしながら、普通交付税の合併算定替が2020（令和２）年度をもって完全に終了するなど、今
後迎える市町村合併に対する財政措置の終焉は、清須市の行財政運営上の大きな課題となります。
加えて、清須市においても避けられない課題である、高齢化に伴う社会保障関係費の増加や、イン
フラを含む公共施設等の老朽化対策に係る経費の増加など、清須市の行財政運営を取り巻く状況
は、今後一層厳しさを増すことが予想されます。

こうした状況の中で、これまでと同様の各種市民サービスの提供に加えて、目指す将来像を実現
するための新たな取組を進めることは、難しい状況であると言わざるを得ません。

この認識に立って、第２次総合計画では、引き続き、計画的な行財政運営を進めることにより、経
営管理機能の強化や健全財政の維持に努めていく必要があることは言うまでもありません。加え
て、行政と市民の間で、清須市の現状に関する認識の共有を今以上に図りながら、目指す将来像の
実現に向けた想いを分かち合い、相互の連携を深めることにより、より一層市民のニーズに応えて
いくため、行政運営の方針を以下のように定めます。

（１）総合計画に基づく行政運営の推進
行政運営マネジメントの基軸と位置付ける総合計画に基づいて、行政運営を進めることを原則と

します。
清須市の役割や組織に応じて政策と施策を体系的に整理し、施策ごとに明確な目標を定める基
本計画を核として、毎年度の予算編成やその執行、行政分野ごとの個別の計画等に基づく取組など
を着実に進めるとともに、その検証・改善の仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を構築することにより、目指す
将来像の実現に取り組みます。
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（２）持続可能な財政運営の推進
市町村合併に対する財政措置（普通交付税の合併算定替、合併特例債の発行など）の終焉等を見
据えて、政策と施策の体系的な整理に基づき、事務事業の効果を検証しながら継続的に見直しを行
い、真に必要な分野に経営資源を重点的に配分するとともに、新たな財源確保や、長期的な視点に
立った公共施設等の維持管理・更新に係る財政負担の軽減・平準化に取り組むなど、持続可能な財
政運営を進めます。

（３）市民協働の推進
清須市では、多様化・高度化する市民ニーズへの対応と、新市の一体感の醸成を図るため、これま

でも様々な行政分野において、様々な形で市民との協働によるまちづくりを進めてきました。これま
での取組の継続に加えて、情報発信力の強化や交流の拠点づくりなどに新たに取り組み、市民協働
の更なる推進を図ります。

Ⅲ  行政運営の方針

Ⅳ  ７つの政策（施策の指針）

基本構想

基
本
構
想

目指す将来像の実現に向けて、各分野で取り組むまちづくりの目標となる、７つの政策（施策の指
針）を掲げます。
７つの政策は、行政と市民の間で、目指す将来像の実現に向けた想いを分かち合うため、分野ご
とに、今後、どんなまちをつくっていくかを、市民がより実感し、共有できる形で示します。

基本構想 Ⅳ  ７つの政策（施策の指針）

Ⅲ  

行
政
運
営
の
方
針  

／  

Ⅳ  

７
つ
の
政
策（
施
策
の
指
針
）

政策１ 安全で安心に暮らせるまちをつくる

2000（平成12）年９月の東海豪雨災害を経験するとともに、南海トラフ地震の発生によ
り大きな被害が予想される清須市においては、防災面を中心として、暮らしの安心の確保
に取り組むことが、最優先の政策課題といっても過言ではありません。
東海豪雨災害の記憶を風化させず、教訓として将来に渡って生かしていきながら、防
災・減災対策を中心とした安全対策を充実させ、安心して暮らせるまちをつくります。

政策2 子育てのしやすいまちをつくる

人口減少の克服や東京一極集中を是正するため、2014（平成26）年11月に施行され
た「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、全国的に地方創生に向けた取組が進められていま
す。清須市の人口の将来展望を示した「清須市人口ビジョン」（2016（平成28）年２月策
定）においても、これまで増加基調で推移してきた人口が、2020（令和２）年をピークとし
て、減少局面を迎えることが予想されています。
人口減少を克服するためには、若い世代の子育ての希望を実現することが何より重要

です。安心して妊娠・出産・育児ができる環境づくりとともに、充実した保育・教育の提供を
通じて、成人に至るまで、一貫して子どもの成長がはぐくまれる、子育てのしやすいまちを
つくります。

政策3 誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

清須市においても高齢化は着実に進展し、2015（平成27）年には高齢化率が23.0％
となるなど、超高齢社会を迎えています。およそ10年後には団塊世代が後期高齢者とな
り、高齢化がより一層進展する中で、高齢者が高齢者を支える時代が到来します。また、
2016（平成28）年４月に施行された「障害者差別解消法」により、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求め
られています。
全ての市民の暮らしを地域全体で支え、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが健や

かに、そして、自分らしくいきいきと暮らせるまちをつくります。
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政策4 便利で快適に暮らせるまちをつくる

清須市は2027（令和９）年に予定されているリニア中央新幹線の開業によって、東京の
１時間圏となり、名古屋大都市圏の中でも名古屋市に次ぐ高い時間短縮率が見込まれて
いるところです。また、清須市が有する庄内川・新川・五条川がもたらす豊かな水辺空間
は、市民の心に安らぎやうるおいをもたらします。
名古屋大都市圏に位置する清須市の強みと、豊かな水辺空間を生かして、利便性に優

れ、自然と調和して快適に暮らせるまちをつくります。

政策5 魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

清須市が守り育ててきた美濃路や清洲城、朝日遺跡などの豊かな歴史的資源は、市民
共通の貴重な財産であり、その魅力を生かすことは、清須市の活性化につながるのみなら
ず、市への誇りと愛着をはぐくむ源泉となります。また、食品や電機器具などの製造業の
拠点として発展してきた清須市においては、引き続き製造業を中心とする市内の商工業
に、市の経済を牽引する役割が期待されます。さらには、リニア・インパクトの活用も見据
えた、企業の誘致等にも積極的に取り組んでいく必要があります。
豊かな歴史的資源を生かして、観光誘客を促進するとともに、市内産業の振興を図り、
魅力に満ちた活力のあるまちをつくります。

政策6 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

名古屋大都市圏に位置する清須市においては、その広域的な交通利便性から、就業や通
学をする場を市外に持つ市民が多くいます。こうした市民が、休暇や余暇を利用して、魅力
に溢れる活動を行う手助けをすることも、市としての重要な責務となります。
いつでも学びや、文化・芸術活動、スポーツに関わることができる環境づくりにより、全て
の市民が生涯にわたり、豊かなこころとからだをはぐくむことができるまちをつくります。

政策7 つながりを大切にするまちをつくる

市町村合併に対する財政措置の終焉や高齢化に伴う社会保障関係費の増加、さらには
まち・ひと・しごと創生への対応など、今後の清須市を取り巻く環境の変化に的確に対応す
るためには、市民をはじめとする多様な主体との連携を図りながら、市の総合力を高めて
いかなければなりません。
行政と市民間の情報共有や、市民参加・市民協働を推進し、つながりを大切にするまち

をつくります。

Ⅳ  ７つの政策（施策の指針）

エスディージーズ
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（１）人　口

※人口等の現状分析における数値については、原則として数値の基準日が、2005（平成17）年７月６日以前の場合は、旧西枇杷島町・旧清洲
町・旧新川町・旧春日町の数値を合計し、2005（平成17）年７月７日から2009（平成21）年９月30日までの場合は、旧清須市・旧春日町の数
値を合計している。

清須市の人口は、1970（昭和45）年から2015（平成27）年の45年間に7,575人増加し、2015
（平成27）年10月時点で67,327人となっています。これまではおおむね増加傾向となっており、
特に2005（平成17）年から2015（平成27）年にかけて3,969人（6.3％）増加しています。

2015（平成27）年の年齢別人口（５歳階級別）をみると、40歳代と60歳代の２つのピークが見ら
れます。男女の人数差を年齢別にみると、15～54歳にかけては、男性の人数が女性の人数を大き
く上回っています。一方、55歳以上については、女性の人数が男性の人数を上回っています。

▼ 現　状

［総人口（清須市・全国）］［総人口（清須市・全国）］

［性別・年齢５歳階級別人口と男女の人数差【2015年】（清須市・全国）］［性別・年齢５歳階級別人口と男女の人数差【2015年】（清須市・全国）］

出典：総務省「国勢調査」

出典：総務省「国勢調査」

19701970 19751975 19801980 19851985 19901990 19951995 20002000 20052005 20102010 20152015
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1970（昭和45）年以降の年齢３区分別人口の推移をみると、15歳未満の年少人口は、1975
（昭和50）年から減少に転じ、近年はおおむね横ばいで推移しています。15～64歳の生産年齢人
口は、1995（平成７）年をピークに減少に転じています。一方、65歳以上の老年人口は、増加傾向
となっています。

清須市の人口増減数の推移について、自然増減数は一貫して増加を維持しています。
社会増減数は、近年はおおむね増加傾向にあり、2012（平成24）年は改正住民基本台帳法の
施行により、2017（平成29）年は大規模な社宅の建設により大きく増加しています。

［年齢３区分別の人口・構成比（清須市・全国）］［年齢３区分別の人口・構成比（清須市・全国）］

［人口増減数（清須市）］［人口増減数（清須市）］

出典：総務省「国勢調査」

［自然増減数・社会増減数］［自然増減数・社会増減数］

※2012年までは年度間、2013年からは年間の数値。2012年以降は外国人住民を含む数値。
出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

※2012年までは年度間、2013年からは年間の数値。2012年以降は外国人住民を含む数値。
出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

自然増減数（清須市）

※2012年までは年度間、2013年からは年間の数値。2012年以降は外国人住民を含む数値。　　
　なお、「その他」は、実態調査等に基づいた職権による住民基本台帳の記載・消除等に伴う増減数。

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

社会増減数（清須市）

後期基本計画

15歳未満（清須市）15歳未満（清須市）15歳未満（清須市）15歳未満（清須市）15歳未満（清須市） 15～64歳（清須市）15～64歳（清須市）15～64歳（清須市）15～64歳（清須市）15～64歳（清須市） 65歳以上（清須市）65歳以上（清須市）65歳以上（清須市）65歳以上（清須市）65歳以上（清須市）
15歳未満（全国）15歳未満（全国）15歳未満（全国）15歳未満（全国）15歳未満（全国） 15～64歳（全国）15～64歳（全国）15～64歳（全国）15～64歳（全国）15～64歳（全国） 65歳以上（全国）65歳以上（全国）65歳以上（全国）65歳以上（全国）65歳以上（全国）
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産業別就業人口割合の推移をみると、農業を中心とする第一次産業の就業人口割合は、緩やか
に減少しています。
製造業を中心とする第二次産業の就業人口割合は、これまで減少傾向にありましたが、2015

（平成27）年は増加に転じています。
卸売・小売業やサービス業を中心とする第三次産業の就業人口割合は、増加が続いています。

［産業別（分類不能を除く）就業人口割合（清須市・全国）］［産業別（分類不能を除く）就業人口割合（清須市・全国）］

また、年齢３区分別人口では、15～64歳の生産年齢人口は、2025（令和７）年まで緩やかに増
加しますが、その後減少局面に入ることが見込まれます。
一方で、65歳以上の老年人口は、一貫して増加が続くことが見込まれます。

［年齢３区分別人口の見通し（清須市）］［年齢３区分別人口の見通し（清須市）］

出典：総務省「国勢調査」

2015（平成27）年の国勢調査人口67,327人を基準に今後の人口を推計すると、2020（令和２）
年には69,337人となり、その後2025（令和７）年にピークを迎えた後、緩やかに減少が始まり、
2045（令和27）年には68,870人となることが見込まれます。
2016（平成28）年２月に策定した人口の将来展望を示す「清須市人口ビジョン」における推計値

（ケース①：出生率が現状程度で推移する場合、ケース②：出生率が上昇する場合）と比較しても、今
後の総人口は上振れすることが見込まれます。

▼ 今後の見通し

［総人口の見通し（清須市）］［総人口の見通し（清須市）］

基準人口
2015（平成27）年国勢調査における男女別・年齢（５歳階級）別人口を基準人口としました。
推計期間
国立社会保障・人口問題研究所の2018（平成30）年推計と同様、2045（令和27）年までとしました。
将来の出生率
国立社会保障・人口問題研究所の2018（平成30）年推計に準拠した清須市の女子５歳階級別出生率仮定
値を使用しました。

将来の生残率
国立社会保障・人口問題研究所の2018（平成30）年推計に準拠した清須市の男女５歳階級別生残率仮定
値を使用しました。
将来の社会移動率
過去の清須市の男女５歳階級別移動率を算出し、2020（令和２）年までは、近年の人口増加の状況を勘案

して、2009（平成21）年から2018（平成30）年の平均移動率を使用しました。
2020（令和２）年以降は、より長期的なすう勢を反映するため、1994（平成6）年から2018（平成30）年の
平均移動率を使用しました。

推計値
ビジョン（ケース①）
ビジョン（ケース②）

2020年
1.70
1.63
1.68

2025 年
1.68
1.60
1.74

2030 年
1.68
1.60
1.80

2035年
1.69
1.60
1.94

2040年
1.70
1.61
2.07

2045年
1.70
1.61
2.07

将来の出生性比
国立社会保障・人口問題研究所の2018（平成30）年推計に準拠して、女子100に対して男子105.2としました。
その他
基準人口について、男女別の年齢不詳者数は、各年齢の人口グループで按分し、補正しました。

■人口推計の手法
今回の将来人口推計では、コーホート（同一期間に出生した集団）ごとの時間変化を軸に人口の変化

をとらえる「コーホート法」のうち、人口変動の直接的な要因を「出生」、「死亡」、「移動」に分けて計算を
行う「コーホート要因法」を使用しました。
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［地価動向（住宅地：旧４町地区）］［地価動向（住宅地：旧４町地区）］

出典：国土交通省「地価公示」

公示地価の価格（清須市）

出典：国土交通省「地価公示」をもとに作成

公示地価の指数（清須市）、地価変動率（全国・名古屋圏）

（２）世　帯

清須市の世帯数の推移をみると、これまで一貫して増加しており、2015（平成27）年には
27,036世帯となっています。一方で、一世帯あたりの人員は減少しており、2015（平成27）年に
は2.45人となっています。

［世帯数・１世帯あたり人員【一般世帯】（清須市）］［世帯数・１世帯あたり人員【一般世帯】（清須市）］

出典：総務省「国勢調査」

（３）地価動向

住宅地の公示価格高位地点（設定されている地価公示標準地の中で最高価格であった地点）の
価格を旧４町地区別にみると、2010（平成22）年に西枇杷島地区103,000円/㎡（西枇杷島町南
大和）、清洲地区110,000円/㎡（新清洲二丁目）、新川地区104,000円/㎡（助七一丁目）、春日地
区90,300円／㎡（春日落合）であったのに対し、2019（平成31）年は西枇杷島地区104,000円/
㎡（西枇杷島町旭二丁目）、清洲地区107,000円/㎡（新清洲五丁目）、新川地区106,000円/㎡
（助七一丁目）、春日地区88,500円（春日落合）となっています。
2010（平成22）年を1.00とする指数で上記地点の2019（平成31）年価格を示すと、西枇杷島
地区が1.01、清洲地区が0.97、新川地区が1.02、春日地区が0.98となっています。
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① 浸水被害
清須市の浸水被害の発生状況は、近年では2016（平成28）年に比較的大規模な被害が発生

しています。
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（４）７つの政策分野における現状

［浸水被害［床下・床上］の発生件数（清須市）］［浸水被害［床下・床上］の発生件数（清須市）］

▼ 政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる   

出典：国土交通省「水害統計調査」

② 交通事故・侵入盗（住宅対象）
清須市の交通事故［人身事故］発生件数は、2015（平成27）年に大きく減少し、その後年度ご

との増減はあるものの、2018（平成30）年は357件となっています。交通事故死者数は、この
10年間は、年間１～４人で推移しています。

［交通事故［人身事故］発生件数と交通事故死者数（清須市）］［交通事故［人身事故］発生件数と交通事故死者数（清須市）］

出典：愛知県警察本部「愛知県の交通事故発生状況」

③ 火災・消防団・救急
清須市の火災発生件数は、2010（平成22）年の29件をピークに減少し、その後年度ごとの増
減はあるものの、2018（平成30）年には19件となっています。

［火災発生件数（清須市）］［火災発生件数（清須市）］

出典：西春日井広域事務組合消防本部「消防概況」

清須市の侵入盗［住宅対象］認知件数は、2013（平成25）年の132件をピークに減少し、
2018（平成30）年には34件となっています。

［侵入盗［住宅対象］認知件数（清須市）］［侵入盗［住宅対象］認知件数（清須市）］

出典：清須市調べ
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清須市の消防団員数は、280人前後で推移し、2019（平成31）年４月には274人となっています。

清須市の救急出動件数は、増加傾向が続いており、2018（平成30）年には2,124件となってい
ます。

［消防団員数（清須市）］［消防団員数（清須市）］

［救急出動件数（清須市）］［救急出動件数（清須市）］

出典：清須市調べ（各年４月１日）

出典：西春日井広域事務組合消防本部「消防概況」
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① 保育園・幼稚園
清須市内には保育園（公立）が13園、幼稚園（公立）が１園、認定こども園（私立）が１園あります。
清須市の保育園・子ども園児童数は、2017（平成29）年に減少に転じましたが、以降はおおむ

ね横ばいとなっており、2019（平成31）年４月には1,639人となっています。
また、市内幼稚園の園児数は、2015（平成27）年度末に西枇杷島第２幼稚園が閉園したことに
伴い減少しましたが、以降はおおむね横ばいとなっており、2019（令和元）年５月には185人と
なっています。

［保育園・子ども園児童数と幼稚園園児数（清須市）］［保育園・子ども園児童数と幼稚園園児数（清須市）］

▼ 政策２　子育てのしやすいまちをつくる

出典：保育園・子ども園児童数･･･清須市調べ（各年４月１日）
幼稚園園児数･･･文部科学省「学校基本調査」　　　
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② 小・中学校
清須市内には小学校（公立）が８校、中学校（公立）が４校あります。
市内小学校の児童数は、緩やかに増加を続けており、2019（令和元）年５月には3,887人と

なっています。
市内中学校の生徒数は、小学校と同様に緩やかに増加し、2019（令和元）年５月には1,789人

となっています。

［小学校児童数と中学校生徒数（清須市）］［小学校児童数と中学校生徒数（清須市）］

出典：文部科学省「学校基本調査」

③ ひとり親家庭
清須市のひとり親家庭の世帯数は、おおむね横ばいで推移していましたが、近年は減少傾向

にあり、2019（平成31）年４月には465世帯となっています。

［ひとり親家庭世帯数（清須市）］［ひとり親家庭世帯数（清須市）］

出典：清須市調べ（各年４月１日）

① 平均寿命
清須市民の2015（平成27）年の平均寿命は、男性が80.7歳、女性が86.6歳となっています。

［平均寿命（清須市・全国）］［平均寿命（清須市・全国）］

▼ 政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

   

出典：厚生労働省「市区町村別生命表」　※平均寿命：０歳における平均余命。

② 介護保険
清須市の介護保険の第１号被保険者（65歳以上の者）は、一貫して増加しています。
また、第１号被保険者における要支援・要介護認定率は、増加傾向が続いており、2018（平成
30）年９月には15.9％となっています。

［介護保険の第１号被保険者数と要支援・要介護認定率（清須市・全国）］［介護保険の第１号被保険者数と要支援・要介護認定率（清須市・全国）］
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※要支援・要介護認定率は、第１号被保険者における要支援・要介護認定者数÷第１号被保険者数で算出。
出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告月報」（各年９月30日）
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③ 障害者（児）
清須市の障害種別手帳所持者数は、精神障害者保健福祉手帳所持者数が増加傾向にあります。
全体では、近年はおおむね横ばいとなっており、2019（平成31）年４月には3,038人となってい

ます。

［障害種別手帳所持者数（清須市）］［障害種別手帳所持者数（清須市）］

出典：清須市調べ（各年４月１日）

⑤ 生活保護
清須市の生活保護受給者数は、2015（平成27）年から2017（平成29）年にかけて大幅に増加

しています。その後は横ばいで推移しており、2019（平成31）年４月には543人となっています。

［生活保護受給者数（清須市）］［生活保護受給者数（清須市）］

出典：清須市調べ（各年４月）

④ 国民健康保険・後期高齢者医療保険
清須市の国民健康保険加入者数は、減少傾向が続いており、2019（平成31）年３月には
13,620人となっています。
また、後期高齢者医療保険加入者数は、2008（平成20）年度に制度が発足して以降、一貫し
て増加しており、2019（平成31）年３月には8,238人となっています。

［国民健康保険加入者数と後期高齢者医療保険加入者数（清須市）］［国民健康保険加入者数と後期高齢者医療保険加入者数（清須市）］

出典：国民健康保険加入者数…厚生労働省「国民健康保険事業年報」、後期高齢者医療保険加入者数…清須市調べ（各年３月31日）

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し

Ⅰ  

清
須
市
の
現
状
と
今
後
の
見
通
し

後期基本計画

身体障害者手帳所持者数身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数療育手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数精神障害者保健福祉手帳所持者数

1,9721,972 1,9741,974 2,0302,030 2,0912,091 2,1122,112 2,0952,095 2,0542,054 2,0292,029 2,0222,022 1,9741,974

322322 342342 345345 360360 365365 379379 397397 401401 415415 435435
365365 405405 423423 448448 475475 520520 555555 570570 613613 6296292,6592,659 2,7212,721 2,7982,798 2,8992,899 2,9522,952 2,9942,994 3,0063,006 3,0003,000 3,0503,050 3,0383,038

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（人）

（年）

国民健康保険加入者数国民健康保険加入者数 後期高齢者医療保険加入者数後期高齢者医療保険加入者数

17,921 18,109 17,989 17,642 17,415 17,082 16,535 15,932
14,975

14,15714,157 13,62013,620

5,634 5,830 6,123 6,410 6,745 6,942 7,157 7,401 7,724 7,997 8,238

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年）（年）

（人）（人）

336

413 410 424
404

463
501

551 546 543

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（人）（人）

（年）（年）



36 37清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し

Ⅰ  

清
須
市
の
現
状
と
今
後
の
見
通
し

① 道路
清須市の市道の実延長は、2009（平成21）年から2018（平成30）年にかけて17.6km延伸し

ています。

［市道の実延長（清須市）］［市道の実延長（清須市）］

▼ 政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる
   

出典：清須市調べ（各年４月１日）

② 下水道
清須市の下水道普及率は、2012（平成24）年度末から下水道の供用を開始し、2019（平成
31）年３月には28.4％となっています。

［下水道普及率（清須市・愛知県）］［下水道普及率（清須市・愛知県）］

※下水道普及率は、下水道処理人口÷住民基本台帳人口で算出。
出典：愛知県「愛知の下水道」

③ 公共交通
2006（平成18）年10月に運行を開始したコミュニティバス「あしがるバス」の利用者数は、
2012（平成24）年度以降、一貫して増加を続けており、2018（平成30）年度には69,986人と
なっています。
一便あたり利用者数も増加傾向にありましたが、2018（平成30）年度は減少に転じています。

［「あしがるバス」の利用者数と１便あたり利用者数（清須市）］［「あしがるバス」の利用者数と１便あたり利用者数（清須市）］

出典：清須市調べ

④ ごみ処理
清須市の市民１人１日あたりのごみの総排出量は、2012（平成24）年度をピークに減少し、
2017（平成29）年度には708ｇとなっています。
また、リサイクル率は、民間の資源回収ステーションの増加に伴って、2013（平成25）年度以
降は減少傾向が続いており、2017（平成29）年度には15.1％となっています。

［１人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（清須市）］［１人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（清須市）］［１人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（清須市）］［１人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（清須市）］［１人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（清須市）］

出典：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」
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［産業別特化係数と労働生産性［2016（平成28）年］（清須市）］［産業別特化係数と労働生産性［2016（平成28）年］（清須市）］

▼ 政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる
   

出典：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」をもとに作成

② 事業所数・従業者数
清須市の民営事業所数は、産業別では卸売業・小売業が最も多く、次いで製造業となっていま

す。民営事業所の従業者数は、男性は製造業、女性は卸売業・小売業が最も多くなっています。
また、清須市の民営事業所数とその従業者数は2012（平成24）年に大きく減少しました。従
業者数については、その後はおおむね横ばいで推移していますが、民営事業所数は2016（平成
28）年にも減少しています。

① 産業特性
清須市の産業特性をみると、特化係数（全国と比較した場合の各業種の特化の程度）では、製
造業、運輸業・郵便業、建設業で高くなっています。
また、労働生産性（全国と比較した場合の各業種の付加価値額の高さ）では、建設業、医療・福
祉、教育・学習支援業で高くなっています。

［産業別民営事業所数［2016（平成28）年］（清須市）］［産業別民営事業所数［2016（平成28）年］（清須市）］

出典：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

［産業別民営事業所の従業者数［2016（平成28）年］（清須市）］［産業別民営事業所の従業者数［2016（平成28）年］（清須市）］

※性別不明の者を除く従業者数。　出典：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

※特化係数は、各業種で清須市の付加価値構成比（％）÷全国の付加価値構成比（％）により算出。
労働生産性は、清須市の各業種で付加価値額（百万円）÷事業従事者数（人）により算出した値を、全国の各業種で同様に算出した値で割ったもの。
いずれの値も1.00を上回るものは、全国平均を上回る地域の特色のある産業。また、表示のない業種は立地していない、あるいは統計データが秘匿値の
もの。
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［民営事業所数と民営事業所の従業者数（清須市）］［民営事業所数と民営事業所の従業者数（清須市）］
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出典：総務省「経済センサス基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

③ 新設事業所数・廃業事業所数
清須市では、廃業事業所数が新設事業所数を上回る状況が続いています。新設事業所数は
2012（平成24）年から2014（平成26）年にかけて増加しましたが、その後、減少しています。

［新設事業所数と廃業事業所数（清須市）］［新設事業所数と廃業事業所数（清須市）］

出典：総務省「経済センサス基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

⑤ 商業（卸売業・小売業）
清須市の商業（卸売業・小売業）の状況について、事業所数は減少傾向にありましたが、2016

（平成28）年に増加に転じています。
一方、年間商品販売額をみると、2007（平成19）年から2014（平成26）年にかけて卸売業で
著しく増加しています。

［卸売業・小売業の事業所数（清須市）］［卸売業・小売業の事業所数（清須市）］

出典：経済産業省「商業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

④ 観光
清洲城の有料入場者数は、2013（平成25）年度から2015（平成27）年度までは増加していま

したが、その後減少傾向となり、2018（平成30）年度は61,123人となっています。

［清洲城の有料入場者数（清須市）］［清洲城の有料入場者数（清須市）］

出典：清須市調べ
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［卸売業・小売業の年間商品販売額（清須市）］［卸売業・小売業の年間商品販売額（清須市）］ ⑦ 農業
清須市の農業の状況について、総農家数、農業就業人口［販売農家］ともに減少傾向にあります。
また、経営耕地面積は、緩やかに減少しています。

［総農家数と農業就業人口［販売農家］（清須市）］［総農家数と農業就業人口［販売農家］（清須市）］

出典：農林水産省「世界農林業センサス」、「農林業センサス」

⑥ 工業
清須市の工業の状況について、製造業の事業所数はおおむね減少傾向にあります。
年間製造品出荷額等をみると、2018（平成30）年に大きく減少しています。

［製造業の事業所数と年間製造品出荷額等（清須市）］［製造業の事業所数と年間製造品出荷額等（清須市）］

出典：経済産業省「工業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

出典：経済産業省「商業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し

Ⅰ  
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後
の
見
通
し

［経営耕地面積（清須市）］［経営耕地面積（清須市）］

出典：農林水産省「作物統計調査」

後期基本計画

卸売業 小売業 合計
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① 図書館・美術館
2012（平成24）年７月に開館した図書館の来館者数は、近年増加しており、2018（平成30）
年度は194,403人となっています。
美術館の来館者数は、2012（平成24）年をピークに減少しており、2018（平成30）年度は
10,902人となっています。

［図書館来館者数（清須市）］［図書館来館者数（清須市）］

▼ 政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる
   

出典：清須市調べ

① コミュニティ組織
清須市内には、38のブロックと94の自治会等があり、自治・コミュニティ活動を支えています。

▼ 政策７　つながりを大切にするまちをつくる
   

春日蓮祢ブロック
祢宜家、蓮花寺 落宮ブロック

宮重、落合

上中ブロック
上之切、中之切

春日南ブロック
下之切、野田町

清洲第２ブロック
竹屋町、上本町
田中町

西田中・弁天ブロック

小場塚ブロック
小場塚、養和
県営宮前住宅
ラドーニ西枇杷島

花咲地領ブロック
花咲、西枇公団

地領

西枇杷島第1ブロック
郷１、郷２、郷３

グランドメゾン小田井

日の出ブロック
日の出東、日の出西
ジャルダン、弁天町

砂入ブロック
砂入町、上砂入
サンコート

西枇杷島第２ブロック
十軒町、新十軒町

橋詰町、問屋町、ネオハイツ
北問東、北問西

六軒ブロック
池端、東六軒町、西六軒町、南六軒町

北六軒町、西川口、四軒家
旭芳野ブロック
笹原町、旭町、冨士岳
三菱住宅、清須社宅
松原ブロック

松原南部、松原北部

二ツ杁ブロック
杁東、杁西、北二ツ杁

新川第1ブロック
坂町、東町

新川第３ブロック
西町、横町、旗本

新川第４ブロック
西堀江、下堀江

新川第８ブロック
助七、豊町

清洲第1ブロック
丸の内、下本町
中本町

新清洲ブロック
新清洲1･2･3丁目
新清洲4丁目
新清洲5･6丁目

清洲第８ブロック
廻間、土田住宅

清洲第７ブロック
西市場4･5丁目
西市場住宅

清洲第９ブロック
伊勢町、神明町
永安寺、西清洲

　一場ブロック

春日西分新田ブロック
分地、新田、西牧

西市場1･2･3丁目ブロック
西市場1丁目
西市場２・３丁目

新川第２ブロック
中河原、下河原

大和ブロック

朝日ブロック

阿原ブロック

寺野ブロック 古城ブロック

外町
ブロック

鍋片
 ブロック

上条ブロック

土田ブロック

（2019（平成31）年４月１日現在）

［美術館来館者数（清須市）］［美術館来館者数（清須市）］

出典：清須市調べ
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後期基本計画
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② 公共施設等の状況
清須市が保有する公共施設（インフラ関係施設、屋外社会体育施設、防災倉庫等を除く。）は
70施設※あり、施設を通じて各種サービスを提供しています。
※複合施設（１つの建物（棟）が、複数の異なる施設区分の施設で構成されている施設）については、施設区分ごとに１施設として計上。

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリ
エーション系施設

産業系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設

集会施設

文化施設

図書館

博物館等

スポーツ施設

レクリエーション施設・観光施設

学校

その他教育施設

幼稚園・保育園

幼児・児童施設

高齢者福祉施設

保健施設

その他社会福祉施設

庁舎等

その他行政系施設

７

１

１

２

１

２

２

１２

１

１４

１３

４

４

１

2

３

７0

清洲市民センター（中央公民館）、小田井公民館、
朝日公民館、春日公民館、西枇杷島会館、
清洲コミュニティセンター、水の交流ステーション

新川地域文化広場（カルチバ新川）

市立図書館

西枇杷島問屋記念館、はるひ美術館

春日Ｂ＆Ｇ体育館

清洲城、清洲ふるさとのやかた

西枇杷島勤労福祉会館（にしびさわやかプラザ）、
清洲勤労福祉会館（アルコ清洲）

【小学校】西枇杷島、古城、清洲、清洲東、新川、星の宮、桃栄、春日
【中学校】西枇杷島、清洲、新川、春日

学校給食センター

【幼稚園】西枇杷島第１
【保育園】西枇杷島、芳野、本町、一場、花水木、新清洲、朝日、
             須ケ口、土器野、桃栄、星の宮、中之切、ネギヤ

【児童館】西枇杷島、小田井、清洲、清洲児童センター、
             新川児童センター、星の宮児童センター、桃栄、春日
【子育て支援センター】西枇杷島、清洲、新川、春日
【その他】たんぽぽ園

西枇杷島老人福祉センター、
西枇杷島生きがいセンター（にしび創造センター）、
新川福祉センター、春日老人福祉センター

西枇杷島保健センター、清洲保健センター、
新川保健センター、春日保健センター

清洲総合福祉センター

市役所庁舎（北館）、市役所庁舎（南館）

庄内川水防センター（みずとぴぁ庄内）、
新川ふれあい防災センター、にしびリサイクルセンター

施設区分

計

施設数 施設名称

また、清須市が保有する公共建築物（延床面積50㎡以上）の総延床面積は186,301㎡となって
おり、年度別の整備状況は次のとおりとなっています。

（2019（平成31）年４月１日現在）

（2019（平成31）年４月１日現在）

（５）財政状況
※決算等についての数値は、原則として普通会計の考え方に基づいており、「市町村行財政のあらまし」（愛知県総務局総務部市町村課）等
を参照して作成。数値は百万円単位又は小数第１位で四捨五入しており、清須市の2008（平成20）年度以前の数値は原則として旧団体
の単純合算値。
　普通会計とは、地方公共団体相互間の比較分析を可能にするため、統一的な方法によって一般行政部門の会計を整理したもの。

① 歳入の状況
歳入の約半分を市税が占めており、その動向は以下のとおりとなっています。
2008（平成20）年の世界的な金融危機の影響を受けて落ち込んだ個人市民税については、
落ち込む前の水準まで回復しています。
また、法人市民税について、2014（平成26）年10月から、地方交付税の財源を確保するため
の地方法人税が創設されたことに伴って、法人税割の税率が引き下げられています。

▼ 現　状

［税目別市税収入（清須市）］［税目別市税収入（清須市）］

［歳入総額と市税収入（清須市）］［歳入総額と市税収入（清須市）］

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し
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築11年以上20年以内
12,370㎡  6.6%

築21年以上30年以内
31,656㎡  17.0%

築31年以上
126,020㎡  67.7%

築10年以内
15,844㎡  8.5%
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後期基本計画

歳入総額歳入総額 市税収入市税収入

23,563 23,563 22,021 22,021 21,452 21,452 22,289 22,289 21,926 21,926 22,582 22,582 
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［介護保険特別会計等への繰出金（清須市）］［介護保険特別会計等への繰出金（清須市）］

　　積立金
毎年度、大規模な施設整備事業に備えた積み立てを行っています。

　　公債費
計画的な市債発行に取り組んできたことにより、おおむね横ばいで推移しています。

　　繰出金
2017（平成29）年度決算では、2008（平成20）年度決算と比較すると2.1倍の大幅な増加と

なっています。
65歳以上の老年人口の増加に伴って、介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計への繰出
金が毎年度増加しています。
また、排水ポンプ場や雨水幹線等の整備のため、下水道事業特別会計への繰出金も増加傾向
にあります。

　性質別歳出の解説

●人件費…職員等に対して、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費です。
●物件費…以下の経費を除く、地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称です。賃金、旅費、交際
費、需用費、役務費、備品購入費等があげられます。
●扶助費…社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種の法令に基づいて、被扶助者に対してその生
活を維持するために支出される経費と、地方公共団体が単独で行っている各種扶助の経費です。
●補助費等…物件費や普通建設事業費等に分類されるものを除いた、負担金、補助及び交付金等です。
●普通建設事業費…道路、橋梁、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業に要する投資的
経費です。
●公債費…地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金と一時借入金利子の合算額です。
●積立金…特定の目的のため、資金を積み立てるために設けられた基金等に対する経費です。
●繰出金…特別会計に対して支出される経費です。

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し
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② 歳出の状況
歳出の動向は以下のとおりとなっており、性質別歳出の推移を見ると次の特徴があげられます。

［歳出総額と性質別歳出（清須市）］［歳出総額と性質別歳出（清須市）］

　　人件費
行政運営の効率化を図るため、定員適正化計画に基づいて、組織機構の見直しと職員数の抑制

に取り組んできたことにより、2017（平成29）年度決算では、2008（平成20）年度決算と比較す
ると15.6％の減少となっています。

　　物件費
夢広場はるひへの指定管理者制度の導入や、新清洲駅北土地区画整理事業に係る支援業務の
実施などに伴って、2017（平成29）年度決算では、2008（平成20）年度決算と比較すると5.4％増
加しています。

　　扶助費
2017（平成29）年度決算では、2008（平成20）年度決算と比較すると2.1倍の大幅な増加と

なっていますが、2010（平成22）年度からの児童（子ども）手当の拡充といった国の制度に伴うも
のが主な要因となっています。加えて、障害福祉に係る扶助費や生活保護費も増加しています。

　 補助費等
2009（平成21）年度の定額給付金による一時的な増加はあるものの、おおむね横ばいで推移

しています。

普通建設事業費
市役所本庁舎整備事業の実施に伴って、2016（平成28）年度は44億4,300万円と前年度から
大きく増加しています。
老朽化した公共施設に係る大規模改修事業や区画整理事業の実施などにより、近年は増加傾
向にあります。

※下水道事業特別会計については、2019（令和元）年度から企業会計に移行。

後期基本計画

歳出総額 人件費 物件費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 公債費 積立金 繰出金 その他

21,72821,728 21,42521,425
20,56520,565

21,55621,556 21,24121,241 21,66521,665

23,60723,607 23,71823,718
25,18625,186

24,02924,029

3,9753,975 3,8573,857

3,5623,562
3,5593,559 3,4643,464 3,3923,392 3,4093,409 3,4553,455 3,3273,327 3,3553,355

4,6334,633
4,5474,547 4,5414,541 4,6384,638

4,5024,502 4,6214,621
4,7434,743 4,8684,868

4,9664,966
4,8814,881

2,3082,308 2,5312,531

3,7073,707
3,9393,939

3,9403,940
4,0724,072

4,5264,526 4,4694,469
4,6754,675

4,8874,887

2,2372,237

3,4123,412

2,1472,147
1,9131,913

2,0572,057 1,8581,858 1,9661,966 2,0132,013 1,9851,985
2,1412,141

4,7054,705

2,8172,817

1,6061,606

1,9361,936
2,2672,267

2,3212,321

3,2043,204
3,0633,063

4,4434,443

2,9472,947

1,8001,800 1,7531,753 1,8281,828

1,7481,748 1,7511,751 1,8491,849 1,8431,843 1,7451,745 1,7891,789 1,8401,840

300300

693693 703703

1,4371,437

743743

368368

1,0961,096 1,3221,322 1,0111,011

602602

1,5381,538 1,5891,589

2,2582,258 2,1752,175 2,3112,311

2,9702,970

2,6122,612 2,5742,574
2,7822,782

3,1693,169
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介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 下水道事業特別会計
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③ 市債の状況
清須市の2017（平成29）年度末における市債現在高は178億3,800万円となっており、
2001（平成13）年度以降、地方交付税の振替措置である臨時財政対策債の現在高が大幅に増
加しており、市債現在高の58.7％を占めています。
近年は臨時財政対策債の発行抑制や計画的な市債発行に取り組んできたことにより、市債現
在高は横ばいで推移しています。
また、2017（平成29）年度末における市民１人あたりの市債現在高は259,119円で、愛知県
内の類似団体（以下「類似団体」という。）平均230,281円よりもやや高い水準となっています。

④ 基金の状況
清須市の2017（平成29）年度末における基金現在高は61億2,600万円となっており、その
構成比は、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金が34.0％、市債の償還に必
要な財源を確保するための減債基金が7.0％、都市計画施設や学校教育施設の整備など、その
他特定目的のための基金が59.0％となっています。
財政調整基金の現在高は、一定規模を維持しており、経済の不況といった予測できない収入
減少などに対しての積立ができているといえます。
その他特定目的のための基金の現在高は、2017（平成29）年度末には36億1,100万円と
なっており、計画的に大規模な施設整備事業に備えた積立を行っています。

　用語の解説

●臨時財政対策債…地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てることができ
る特例的な地方債で、地方公共団体の財源の均衡化を図り、かつ必要な財源を保障する地方交付税制度
を通じて発行可能額が算定される。
●合併特例事業債…合併市町村が市町村建設計画（合併旧法）や市町村基本計画（合併新法）に基づいて
行う事業等に要する経費に充てることができる地方債。償還費は、地方交付税制度において有利な財政
措置がされる。
●類似団体…総務省が毎年度作成している「類似団体別市町村財政指数表」における、人口と産業構造の
２要素の組み合わせによる分類が同じ市町村。

［市債現在高と内訳（清須市）］［市債現在高と内訳（清須市）］

［基金現在高と内訳（清須市）］［基金現在高と内訳（清須市）］

⑤ 主要な財政指標の状況
［財政力指数］
清須市の2017（平成29）年度決算に基づく財政力指数は0.91で、全国市町村平均（東京都
特別区を除く。）0.51を上回っていますが、愛知県内の類似団体平均0.99を下回っています。

［経常収支比率］
清須市の2017（平成29）年度決算に基づく経常収支比率は85.1％で、全国市町村平均（東
京都特別区を除く。）92.8％、愛知県内の類似団体平均89.6％を下回っています。

［実質公債費比率］
清須市の2017（平成29）年度決算に基づく実質公債費比率は2.1％となっており、早期健全
化基準（25％）とともに、全国市町村平均6.4％、愛知県内の類似団体平均3.1％を下回ってい
ます。

［将来負担比率］
清須市の2017（平成29）年度決算に基づく将来負担比率は、将来負担額から控除する充当
可能財源等（基金等）が将来負担額を上回っていることから「－」となり、早期健全化基準（350％）
とともに、全国市町村平均33.7％、愛知県内の類似団体平均33.1％を下回っています。

   経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率で、地方税等の使途が特定されておらず、毎年度
経常的に収入される一般財源（経常一般財源）のうち、人件費や扶助費、公債費等の毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当
されたものが占める割合です。
経常収支比率が低いほど、経常的経費に充当した経常一般財源の残りの部分が大きいこととなるため、臨時の財政需要に対する余裕

ができ、財政構造に弾力性があるといえます。

用語の解説

   実質公債費比率は、標準財政規模（地方公共団体の標準的な一般財源規模）に対する、地方公共団体が一般会計等に
おいて負担する公債費や公債費に準じる経費の比率の３年間の平均値です。
借入金（市債）の返済額と、これに準じる経費の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示しています。
2009（平成21）年に全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「健全化法」という。）」においては、財政の早期

健全化を促すための早期健全化基準（25％）と、財政の再生のための財政再生基準（35％）について規定されています。

用語の解説

   将来負担比率は、標準財政規模に対する、土地開発公社等の地方公社や、損失補償を行っている出資法人等に係るも
のも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金（市債）や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫

する可能性の度合いを示しています。
実質公債費比率と同様、2009（平成21）年に全面施行された健全化法において、財政の早期健全化を促すための早期健全化基準

（350％）について規定されています。

用語の解説

   財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指数で、地方交付税制度に基づいて全国統一的な基準で算定した、基準
財政収入額（標準的に収入しうる地方税等のうち、基準財政需要額に対応する部分の額）を、基準財政需要額（平均的水準の行政運営に係
る財政需要額）で除して得た数値の３年間の平均値です。
財政力指数が高いほど、地方交付税制度における留保財源（標準的に収入しうる地方税等のうち、基準財政需要額に対応する部分以外

の額）が大きいこととなるため、財源に余裕があるといえます。

用語の解説
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年度末現在高 臨時財政対策債 合併特例事業債 その他
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① リニア中央新幹線整備事業の概要
整備計画では、リニア中央新幹線の東京－名古屋間開業は2027（令和９）年、全線営業は
2045（令和27）年となっており、主要な経過地は、甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部、
名古屋市附近、奈良市附近とされています。また、リニア中央新幹線建設促進期成同盟会の試
算では、東京－大阪間の所要時間は航空機並みである一方、航空機に比べて大量の輸送能力を
持つことから、優れた輸送機関であるとされています。

（６）リニア中央新幹線の開業による影響等（リニア・インパクト）

▼ リニア中央新幹線をめぐる状況   

品川駅
（地下）相模原市内

（地下）

甲府盆地南部
（中央市、甲府
市、昭和町）
（地上）

飯田市周辺
（地上）

中津川市西部
（地上）

名古屋駅
（地下）

2027年開業予定2045年開業予定

② 地域で期待される効果・影響と地域づくりの方向性
リニア中央新幹線の東京－名古屋間の開業により、東京－名古屋間の所要時間は40分とな
り、首都圏近郊の千葉市、高崎市、宇都宮市等と同程度の所要時間で、東京から名古屋を訪れる
ことが可能になると見込まれます。
時間短縮による生活面での利便性向上に加えて、産業面でも地域のポテンシャル向上が見込

まれる一方、地域外への流出というストロー効果も懸念されます。

中央新幹線
東京都・大阪市
超電導磁気浮上方式
５０５ｋｍ／時
９兆３００億円
甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部、
名古屋市附近、奈良市附近

建 設 線
区 間
走 行 方 式
最 高 設 計 速 度
建設費用の概算額（車両費含む）

主 要 な 経 過 地

概略の路線

山梨リニア実験線

概略の駅位置

ルート範囲

東海道新幹線

出典：国土交通省「中央新幹線の整備計画の決定について（2011（平成23）年5月26日）」、ＪＲ東海「中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書」等をもとに作成

出典：愛知県「リニア中央新幹線影響等調査業務報告書」、総務省「平成22年国勢調査人口」をもとに作成

つくば市

土浦市

千葉市

藤沢市41万人

小田原市

名古屋市

八王子市

高崎市 宇都宮市51万人

東北新幹線東北新幹線
上越新幹線上越新幹線

中央線中央線

リニア中央リニア中央
新幹線新幹線

東海道新幹線東海道新幹線

東海道線東海道線

総武線総武線

常磐線常磐線

つくばエクスプレスつくばエクスプレス

東京226万人

58万人

37万人

21万人

14万人

96万人

20万人

40分圏

東京からみた名古屋都市圏の
時間的ポジション（東京40分圏）

※東京40分圏は
　山手線拠点駅からの所要時間

リニア中央新幹線利用

既存新幹線利用

在来線・私鉄利用

現在の財政状況を踏まえて今後の清須市の財政状況を見通すと、合併団体特有の事情であ
る、市町村合併に対する財政措置の終焉への対応が課題としてあげられます。
市町村合併に対する財政措置として、現在清須市では、合併後の財源不足に配慮した特例的

な普通交付税の算定（以下「合併算定替」という。）を行っていますが、この合併算定替は2015
（平成27）年度から段階的な縮減が始まっており、2020（令和２）年度をもって終了します。
地方交付税制度は地方公共団体の財源の均衡化を図り、かつ必要な財源を保障するものであ

るため、地方財政全体の財源不足の状況や、市税収入の増減等といった清須市の財政状況に応
じて交付額は変動しますが、2017（平成29）年度の普通交付税における通常の算定と合併算定
替の差は８億8,900万円となっています。

合併算定替に加えて、合併の際に策定した新市建設計画（西枇杷島町・清洲町・新川町）と新市
基本計画（清須市・春日町）に基づいて行う事業に対して、地方交付税制度において有利な財政
措置がされる合併特例事業債を活用して事業を進めてきましたが、新市建設計画は2025（令和
７）年度、新市基本計画は2024（令和６）年度をもって活用期限が終了します。
また、市町村合併に対する財政措置の終焉という大きな課題に加えて、今後高齢化の進展に
伴って介護保険事業や後期高齢者医療事業に係る経費は確実に増加が見込まれるとともに、公
共施設の老朽化に伴って必要となる経費の増加も見込まれます。

このような清須市をめぐる財政状況の変化に的確に対応するためには、清須市第２次総合計
画を「目標の実現に向けた政策・施策・事業を最適に展開するための、行政運営マネジメントの基
軸」と位置付け、政策と施策の体系的な整理に基づき、事務事業の効果を検証しながら継続的に
見直しを行い、真に必要な分野に経営資源を重点的に配分するとともに、新たな財源確保や、長
期的な視点に立った公共施設等の維持管理・更新に係る財政負担の軽減・平準化に取り組むな
ど、持続可能な財政運営を進める必要があります。

［普通交付税額と市税収入（清須市）］［普通交付税額と市税収入（清須市）］
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市税収入 普通交付税額 普通交付税額（通常算定の場合） 市税
単位：百万円

普通交付税
単位：百万円
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① 地域全般
清須市は、リニア開業によって東京の１時間圏となり、名古屋都市圏の中でも名古屋に次ぐ高

い時間短縮率（47.8％）※が見込まれます。一方、時間短縮がもたらす経済効果（便益）の大きさ
は、「時間短縮率」のほかに「経済規模」や「首都圏との流動量」によって決まると考えられるため、
名古屋都市圏では、名古屋市のほか岐阜市、一宮市、岡崎市並びに四日市市で、大きな経済効
果が見込まれる一方、清須市においては近隣市と同等程度と見込まれます。

※品川駅を起点として、名古屋駅（あるいは豊橋駅、三河安城駅）を経由して各市町村の代表駅（乗車人員の最も多い駅）までの所要時間が、
リニア中央新幹線の利用によって現状よりも短縮する割合。

出典：愛知県「リニア中央新幹線影響等調査業務報告書」

▼ 清須市で想定されるリニア・インパクト

また、愛知県の「リニア中央新幹線対応検討調査報告書」では、リニア・インパクトを生かした各
地域の発展の方向性について、清須市を含む西尾張地域は次のとおり整理されています。

名古屋駅周辺地区とあまり変わらない首都圏との時間距離と、不動産価格等コスト面での優位性
を生かし、創業期の企業のオフィス需要に応えていくことや、名二環南西部など道路整備の進展に
合わせた物流拠点や航空宇宙産業など企業等の立地集積を図っていく。

名古屋市内より好条件の居住地として、首都圏からの移住者増加も見据えた積極的な受入誘致
の取組について検討を進めていく。

名古屋駅から短時間で行ける距離に、戦国武将ゆかりの地や水辺空間等の磨けば光る魅力的な
観光資源があることを生かし、名古屋駅でのリニア乗換旅客や県外から来訪するビジネス客等を
ターゲットとしたショートトリップ観光を促進していく。

産 業

居 住 環 境

観 光・交 流

『名古屋近郊の立地を生かした産業・物流機能と居住機能の集積を先導する地域』

［西尾張地域の経済効果（便益）］［西尾張地域の経済効果（便益）］

※都道府県ベースの経済モデルによる推計結果から、世帯数と現状東京との所要時間、リニアによる短縮時間より算出。

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング試算値をもとに作成

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し

② 産業
名駅エリアではオフィスビル等の再開発が進み、今後、より一層の都市機能の充実が見込まれ

ます。また、名古屋都市圏としては、全国的にも強みを持つ産業・業種分野で、広域からの企業や
産業を吸引する可能性があります。都市圏内の市町村においては、産業集積や競争力を有する
業種でリニア・インパクトによる活性化が期待される一方、より一層便利になる名駅エリアや首
都圏へのアクセス時間の短縮によって、産業や機能の一部が、市外へ流出するストロー効果の
懸念もあります。
清須市においても、名古屋駅との至近性など、清須市の魅力を生かせば、リニア開業に伴い増
加が見込まれる企業立地や就業者（居住者）の受皿となる可能性がある一方、特色の見られない
産業分野等については、ストロー効果が懸念されます。

③ 居住環境
西尾張の鉄道沿線地域は、名古屋市（名駅エリア）に通勤至便な住宅地として、首都圏等から

の移住者の受け入れが期待できます。また、名駅エリアの都市機能の充実や、首都圏へより早く
アクセスできることで、市民への買物や余暇・レジャー面での恩恵も期待されます。
一方、名駅エリア等の商業施設へ市民の購買力が流出することで、地元の商業が衰退し、身近

な買物場所が減少する懸念もあります。そのため、市内でも一定程度の定住人口を確保し、地域
の購買力の維持・底上げを図ることが重要となります。

④ 観光・交流
リニア開通とともに、名古屋駅は、スーパーターミナルを標榜する広域観光・交流の玄関口と
なるほか、セントレアとの接続性向上も期待され、海外からのインバウンドも、より拡大する可能
性があります。
観光・交流における都市圏レベルでのインパクトとしては、広域からの誘客拡大や昇龍道プロ

ジェクトなど広域での観光拠点のルート化等が見込まれます。
首都圏から名古屋への来訪者では、日帰り客の占める割合が高まる可能性があります。その

ため宿泊業等への影響も懸念されますが、ビジネス客など当地を訪れる旅客は確実に増加する
ため、ショートトリップなど日帰り観光需要の拡大が期待される一方、市外のスポット間との集客
面での競合が見込まれます。

後期基本計画
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、2015（平成27）
年９月の国連サミットにおいて、全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」に掲載された世界共通の目標で、健康や教育、経済成長、気候変動に関するものなど、多岐
にわたる17の目標と169のターゲットが設定されており、2030（令和12）年までの達成を目指
すものです。

（7）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現

▼ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社
会の実現を目指しており、社会・経済・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むものとされて
います。
この理念を尊重して、「清須市第２次総合計画　後期基本計画」や「清須市まち・ひと・しごと創
生総合戦略2020」の推進にあたっては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現にも留意して取り
組むこととします。

▼ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に向けた取組
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Ⅱ  土地利用方針

Ⅱ  土地利用方針

清須市では、工業地区と住宅地区、さらに農用地が混在していますが、将来的な用途純化を基本と
して、広域的な交通利便性とゆとりある土地空間の有効活用を図り、職・住・レクリエーションの空間が
共存する地域として整備する必要があります。
このため、リニア中央新幹線の開業も見据えて、ＪＲ枇杷島駅、名鉄新清洲駅・須ケ口駅を中心とし
て、商業等の都市機能が集積する交流拠点となる「拠点都市機能誘導ゾーン」を設定します。
また、都市化が進む中で貴重な農地を守り、自然との共生を図るため、「都市・農地共生ゾーン」を設
定するとともに、市内を流れる庄内川・新川・五条川の流域を市民が憩う豊かな水辺空間として整備
し、美濃路や清洲城、朝日遺跡などの歴史的資源及び五条川沿いの文化芸術施設などの活用とあわ
せて、市民が安らぎと知的な充足感を感じることができる「憩いの水辺保全・活用ゾーン」を設定しま
す。これらの地域資源を活用するために、「地域資源（歴史・水辺）活用軸」で結び、地域の魅力の向上
と文化的な発展を目指します。
各ゾーンを「広域幹線交通軸」と「地域内連絡幹線道路」で連結することにより、市内全域の均衡な
発展と広域的な交流・連携を図り、清須市の総合力をより高めていきます。
今後、都市計画上の用途区分に応じた適切な土地利用を推進するとともに、その土地のポテンシャ

ルを生かしたまちづくりを進め、地域全体の活力向上を目指します。

2000 500 1000m
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拠点都市機能誘導ゾーン

産業・居住ゾーン

快適居住ゾーン
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憩いの水辺保全・活用ゾーン

地域資源（歴史・水辺）活用軸

広域幹線交通軸

地域内連絡幹線道路

地区内主要幹線

凡例

Ⅰ  清須市の現状と今後の見通し

エスディージーズ

［ＳＤＧｓの17の目標］［ＳＤＧｓの17の目標］

後期基本計画 後期基本計画
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Ⅲ  清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020

清須市では、2014（平成26）年11月に施行された「まち・ひと・しごと創生法」の目的に沿って、
2016（平成28）年度から2019（令和元）年度までのまち・ひと・しごと創生（地方創生）の基本目
標、取組に関する基本的方向、具体的な取組内容と客観的な指標（ＫＰＩ）を定めた「清須市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を2016（平成28）年２月に策定し、毎年度、その進捗状況を検証しながら
取組を進めています。

地方創生の目標の実現は、中長期的な視点に立って目指していくべきものであり、引き続き地
方創生を推進するため、2020（令和２）年度から始まる新たな総合戦略として「清須市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略2020」を策定します。

各分野におけるまちづくりを効果的に進めるための基盤を整えるという点において、人口に関
する問題への対応は重要な政策課題です。総合戦略2020に位置付けた取組は、行政運営の基本
的な指針である第２次総合計画と内容の整合を図りながら、重点的に取り組むこととします。

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の
過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社
会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生※に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
※ まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。
ま　ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成
ひ　と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保
しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出 Ⅲ  
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Ⅲ  清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020

▼ 策定の目的

清須市では、2016（平成28）年12月に策定した「清須市第２次総合計画」を行政運営の基本的
な指針と位置付けており、総合計画に基づいて行政運営を進めることを原則としています。
第２次総合計画では、各分野で取り組むまちづくりの目標を「政策」として定め、各分野の政策の

もとに、その実現に向けて中期的に取り組む「施策」（行政分野や組織の所掌事務を踏まえて、複数
の事務事業をその目的により束ねるもの）を分野別・体系的に整理しています。
一方、まち・ひと・しごと創生総合戦略は、「清須市人口ビジョン（2016（平成28）年２月策定）」で
提示する本市の人口に関して目指すべき将来の方向を踏まえて、地方創生の実現に向けた取組を
分野横断的にまとめたものです。

▼ 清須市第２次総合計画との関係

総合戦略2020の計画期間については、第2次総合計画の後期基本計画と計画期間をあわせ、
2020（令和２）年度から2024（令和６）年度までの５年間とします。

▼ 計画期間

本市の人口は一貫して増加を続けていますが、今後の見通しとしては、2015（平成27）年に
67,327人であった人口は、今後も増加を続けて2025（令和７）年にピークを迎えますが、以降は
緩やかに減少し、2045（令和27）年の人口は68,870人になることが見込まれています。
一方で、人口の構成比においては、2015（平成27）年から2045（令和27）年にかけて、生産年
齢人口（15～64歳）は62.7％から57.3％と5.4ポイント減少し、老年人口（65歳以上）は23.1％か
ら29.4％と6.3ポイント上昇するなど大きな変化が見込まれ、これに伴って、地域社会の中でも
様々な影響が懸念されます。
こうした将来の状況を見据えて、人口に関する問題に的確に対応して、今後も持続的なまちの
発展を実現するため、総合戦略2020では中長期的な視点に立って３つの基本目標を定め、その一
体的な推進を図ります。

▼ 基本目標の考え方

（１）策定の基本的な考え方

［まち・ひと・しごと創生法の目的］［まち・ひと・しごと創生法の目的］

［本市の人口に関して目指すべき将来の方向（清須市人口ビジョン）］［本市の人口に関して目指すべき将来の方向（清須市人口ビジョン）］
方向性①
方向性②
方向性③
方向性④

地域資源を生かして地域の活力を高める
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
シニア世代が元気でアクティブに暮らせる地域をつくる
安全・安心で快適に暮らせる地域をつくる

［第２次総合計画（基本計画）と総合戦略の計画期間］［第２次総合計画（基本計画）と総合戦略の計画期間］

総合戦略（現戦略：４年、戦略2020：５年）
第2次総合計画　基本計画（前期：３年、後期：５年）
国の総合戦略（第１期：５年、第２期：５年）

基本目標①
基本目標②
基本目標③

定住する若い世代をふやす
市の「強み」を生かして経済効果を生む
人を育て・つなげて地域を活性化する

総合戦略では、地方創生の基本目標の達成に向けて必要となる取組という観点から、総合
計画の施策の内容について政策をまたいで整理。総合計画においても、総合戦略に位置付
けた取組を重点的に実施。

［総合戦略2020と第２次総合計画の相関］［総合戦略2020と第２次総合計画の相関］

施策の展開に即した事務事業につい
て、活動指標を設定し、予算編成と
連動させながら進捗管理

各分野の政策の実現に向けて中期的
に取り組む施策（達成度指標、施策
の展開　など）を設定

各分野で取り組む
まちづくりの目標

第２次総合計画
施策（後期基本計画） 事務事業（実施計画）政策（基本構想）

取組の方向性に沿って、
具体的な取組と重要業
績評価指標（ＫＰＩ）を
設定

地方創生の観点で新た
な目標を立て、数値目
標を設定（基本計画の
施策レベルを想定）

総合戦略2020
基本目標 具体的な取組内容とＫＰＩ

政策分野ごとに、基本
目標を達成するために
実施する取組の方向性
を設定

取組に関する基本的方向

（2）基本目標
人口ビジョンで提示する本市の人口に関して目指すべき将来の方向を踏まえて、2020（令和２）年
度以降の地方創生の実現に向けた基本目標を次のとおり設定します。

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

後期基本計画
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Ⅲ  清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020
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［総人口・年齢３区分別人口構成比の見通し（清須市）］［総人口・年齢３区分別人口構成比の見通し（清須市）］

［総合戦略2020の基本目標のイメージ］［総合戦略2020の基本目標のイメージ］

※2020年以降の人口推計の手法は25ページを参照。

清須の
持続的な発展

定住する
若い世代をふやす
定住する

若い世代をふやす
市の「強み」を生かして
経済効果を生む

市の「強み」を生かして
経済効果を生む

人を育て・つなげて
地域を活性化する
人を育て・つなげて
地域を活性化する

今後も持続的なまちの発展を実現するためには、第一に若い世代の人口規模を維持すること
が重要であることから、若い世代が子育てしやすく、住み続けたいと感じる環境を整え、定住する
若い世代の増加を目指します。

▼ 基本目標①　定住する若い世代をふやす

① 基本目標の関係データ
清須市の20歳代から40歳代の人口の今後の見通しとしては、2015（平成27）年から2045

（令和27）年にかけて13.6％減少することが見込まれています。

② 取組に関する基本的方向
■若い世代の方に「清須市は子育てしやすい」と感じていただくためには、安心して就労と子育
てを両立できる環境を整えることに重点的に取り組む必要があり、保育・幼児教育と放課後等
における活動の場についての利用ニーズを確実に充足します。
■加えて、妊娠・出産期から子育て期を過ごす方が、ワンストップで情報を得ることができ、必要
なサービスを必要なときに受けることができる環境づくりを強化します。
■若い世代の方に「清須市に住み続けたい」と感じていただくためには、安心・快適な環境を確実
に確保することが必要であり、特に防災や防犯の観点では、ハード面の整備とともに、ニーズ
に応じた情報発信や、地域の防災活動に参加しやすい仕組みづくりを進めます。
■また、地域に誇りと愛着を持ち、当事者として考え行動する住民意識（シビックプライド）を醸
成するため、幼少期から市の歴史や魅力を知ってもらうための取組を推進します。

（3）基本目標の実現に向けた取組

数値目標 基準値 目標値
住民基本台帳に基づく
20歳代～40歳代の人口数

28,410人
（2019（平成31）年１月）

基準値を維持
（2025（令和７）年１月）

今後もこの地域で子育て
していきたいと思う３歳児の
保護者等の割合 ［施策201］

96.9％ 
（2018（平成30）年度）

基準値を維持
（2024（令和６）年度）

［20歳代～40歳代の人口の見通し（清須市）］［20歳代～40歳代の人口の見通し（清須市）］

※2020年以降の人口推計の手法は25ページを参照。

後期基本計画

人口構成比（15歳未満）人口構成比（15歳未満） 総数総数人口構成比（15～64歳）人口構成比（15～64歳）人口構成比（15～64歳）人口構成比（15～64歳）人口構成比（15～64歳） 人口構成比（65歳以上）人口構成比（65歳以上）人口構成比（65歳以上）人口構成比（65歳以上）人口構成比（65歳以上）

14.2%14.2% 14.1%14.1% 13.8%13.8% 13.5%13.5% 13.2%13.2% 13.2%13.2% 13.3%13.3%

62.7%62.7% 62.3%62.3% 62.5%62.5% 62.4%62.4% 61.7%61.7% 59.2%59.2% 57.3%57.3%

68,87068,870
69,11069,110

69,35169,351
69,51969,51969,53669,536

69,33769,337

67,32767,327

23.1%23.1% 23.6%23.6% 23.7%23.7% 24.1%24.1% 25.1%25.1% 27.6%27.6% 29.4%29.4%
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（年）

20歳代の人口数20歳代の人口数 30歳代の人口数30歳代の人口数30歳代の人口数30歳代の人口数30歳代の人口数 40歳代の人口数40歳代の人口数40歳代の人口数40歳代の人口数40歳代の人口数

7,410 7,410 7,701 7,701 7,761 7,761 7,755 7,755 7,861 7,861 7,877 7,877 7,725 7,725 

9,981 9,981 9,382 9,382 8,521 8,521 8,148 8,148 8,220 8,220 8,222 8,222 8,320 8,320 

10,355 10,355 11,089 11,089 
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③ 具体的な取組とＫＰＩ（重要業績評価指標）
■民間事業者の誘致など多様な方法を活用して、保育・幼児教育と放課後等における活動の場
についての利用ニーズを充足します。　［施策202］
■子育て世代包括支援センターについて、多様な媒体による周知など利用促進を図ることによ
り、子育て世代を支援するためのワンストップ拠点として、地域への定着を図ります。
　［施策201・202］
■防災や防犯に関する情報について、多様な媒体による情報発信に取り組みます。
　［施策102・103］
■地域の防災を担う人材を育成するための地域防災リーダー養成講座について、プログラムの
見直しなどにより、若い世代の方の参加を促進します。　［施策102］
■2020（令和２）年度にリニューアルするあいち朝日遺跡ミュージアムの活用や、小学校社会科
の新たな副読本の作成など、学校教育の中で子どもが地域のことを学ぶ機会の充実に取り組
みます。　［施策203］

Ｋ Ｐ Ｉ 基準値 目標値
保育園の入園待機児童数

［施策202］
０人

（2019（平成31）年４月１日）
０人

（2025（令和７）年４月１日）
「子育て世代包括支援センター」

を知っている市民の割合
［施策201］

30.5％
（2018（平成30）年度）

基準値から増加
（2023（令和５）年度※）
※市民満足度調査実施年度

20歳代～40歳代の地域防災
リーダー養成講座受講者数

８人
（2018（平成30）年度）

20人
（2024（令和６）年度）

数値目標 基準値 目標値

市内の創業比率 3.96％
（2014（平成26）年～2016（平成28）年）

県平均値以上
（2024（令和６）年を含む経済センサス実施期間）

市内の民営事業所の従業者数
［施策502］

28,535人
（2016（平成28）年６月１日）

基準値から増加
（2024（令和６）年を含む経済センサス実施期間）

市内の民営事業所数
［施策502］

特定の期間における「新設事業所数を年平均にならした数」の「期首の既存事業所数」に対する割合。
個人、（法人）会社を足し合わせて算出しており、会社以外の法人及びその他の団体は含んでいない。

2,495事業所
（2016（平成28）年６月１日）

基準値を維持
（2024（令和６）年を含む経済センサス実施期間）

定住する若い世代の増加を目指すためには、若い世代にとって働く場所としての魅力を高め
ることが重要であることから、市の「強み」である交通利便性や豊富な歴史資源・観光資源などを
生かして、資金が市域外から流入し、市域内で循環する環境をつくり、経済効果を生み出すことを
目指します。

▼ 基本目標②　市の「強み」を生かして経済効果を生む

① 基本目標の関係データ
清須市の創業比率は県平均値を約１ポイント下回っており、愛知県内の54市町村の中でも39
番目とあまり高くない状況です。

［創業比率（清須市・愛知県平均）の推移］［創業比率（清須市・愛知県平均）の推移］

出典：総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」をもとに作成

※「2009（平成21）年　経済センサス基礎調査」及び「2012（平成24）年　経済センサス活動調査」では、新設事業所の定義が異なるため、「2006～2009
年」及び「2009～2012年」の創業比率は、前後の数字と単純に比較できない。

清須市の事業所数は、愛知県内の54市町村の中で26番目となっています。
産業分類別では、製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業の事業所が多く、次いで建
設業、生活関連サービス業・娯楽業、その他のサービス業、医療・福祉の事業所が多い状況です。

［事業所数（公務を除く）の推移（清須市）］［事業所数（公務を除く）の推移（清須市）］

総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

後期基本計画

清須市清須市清須市清須市清須市 愛知県平均愛知県平均愛知県平均愛知県平均愛知県平均

3.08%3.08%

1.65%1.65%

5.36%5.36%

3.96%3.96%

2.91%2.91% 2.01%2.01%
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4.99%4.99%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%
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清須市の事業所の従業者数は、愛知県内の54市町村の中で26番目となっています。
産業分類別では、製造業、卸売業・小売業の事業所が多く、次いで運輸業・郵便業、その他の

サービス業、建設業、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業の事業所の従業者数が多い状況です。

［事業所（公務を除く）の従業者数の推移（清須市）］［事業所（公務を除く）の従業者数の推移（清須市）］

総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

② 取組に関する基本的方向
■交通利便性や豊富な歴史資源・観光資源などの市の「強み」がある中で、経済効果を生み出す
ためには、まずは市内事業者の活性化を図ることが必要であり、商工会等との連携を図りなが
ら、市内での創業に対する支援や、中小事業者の経営基盤の強化に向けた取組を進めます。
■また、清洲城や朝日遺跡をはじめとした豊富な歴史資源・観光資源などを活用し、来訪客の増
加を経済効果につなげるため、観光地域づくりを推進します。
■加えて、豊富な歴史資源・観光資源などを活用して、市内における製造品等のブランディング
を推進します。
■観光地域づくりやブランディングの推進にあたっては、より効果的な情報発信の仕組みづくり
を進めます。

③ 具体的な取組とＫＰＩ（重要業績評価指標）
■商工会等との連携により、創業支援セミナーや中小事業者を対象とした講習会などを開催し
ます。　［施策502］
■国・県と同調して、東京圏から本市に移住する起業・就業者への支援を行います。　［施策502］
■民間事業者との連携など多様な方法を活用して、観光施設の魅力向上を図り、観光誘客を促
進します。　［施策501］

■「あしがるサイクル」の効果的な活用により、市外来訪者の利便性と周遊性を高めます。
　［施策501］
■観光施設間の連携や案内サインの設置などにより、市外来訪者の市内滞在を促進します。
　［施策501・603］
■市内の企業や事業者と連携したオリジナル土産品の開発を進めるとともに、それを核としたブ
ランディングに取り組みます。　［施策501・502］
■商工会や観光協会との連携により、効果的な情報発信に取り組みます。　［施策501・502］

Ｋ Ｐ Ｉ 基準値 目標値
創業支援事業による創業件数

［施策502］
18件

（2018（平成30）年度）
25件

（2024（令和６）年度）

清洲城（有料）及び
あいち朝日遺跡ミュージアムの

入場者数

66,007人
清洲城：61,123人
資料館： 4,884人

（2018（平成30）年度）

135,000人
（2024（令和６）年度）

清洲ふるさとのやかたでの
土産品販売額

10,736千円
（2018（平成30）年度）

13,000千円
（2024（令和６）年度）

オリジナル土産品の
開発件数

２件
（2018（平成30）年度）

毎年度２件を継続
（2024（令和６）年度）

観光協会ホームページの
アクセス件数

82,082件
（2018（平成30）年度）

120,000件
（2024（令和６）年度）

社会経済が大きく変化する中にあっても、誰もが安心して生活できる地域社会をつくるために
は、地域で人が関わりあい、様々な分野で地域の活動が持続的に行われていくことが重要であ
ることから、様々な分野で地域を担う人を育てるとともに、お互いにつながりあうことにより、地域
の活動を活性化させることを目指します。

▼ 基本目標③　人を育て・つなげて地域を活性化する

数値目標 基準値 目標値
地域のつながりを感じている

市民の割合
［施策703］

37.1％
（2018（平成30）年度）

基準値から増加
（2023（令和５）年度※）
※市民満足度調査実施年度

ブロックや自治会等の活動に
参加している市民の割合

［施策703］
39.0％

（2018（平成30）年度）

基準値から増加
（2023（令和５）年度※）
※市民満足度調査実施年度

後期基本計画

全産業分類 製造業 卸売業・小売業 宿泊業・飲食サービス業

11,774 11,774 

9,671 9,671 9,958 9,958 9,689 9,689 

6,772 6,772 
6,235 6,235 6,546 6,546 6,622 6,622 
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Ｋ Ｐ Ｉ 基準値 目標値
地域防災リーダー数
［施策102］

229人
（2018（平成30）年度末）

450人
（2024（令和６）年度末）

母子保健推進員数
［施策201］

58人
（2019（平成31）年４月１日）

70人
（2025（令和７）年４月１日）

食生活改善推進員数
［施策301］

47人
（2019（平成31）年４月１日）

51人
（2025（令和７）年４月１日）

職員を対象とした
研修会の開催

１回開催
（2018（平成30）年度）

毎年度開催
（2024（令和６）年度）

▼ 「基本目標①　定住する若い世代をふやす」に関するご意見・ご提案

① 基本目標の関係データ
2018（平成30）年度の市民アンケート調査における、住んでいる地域のブロック・自治会活動
等への参加状況を見ると、50歳代までは参加していない方が多くなっていますが、60歳代以降
は参加している方が比較的多くなっています。

［住んでいる地域のブロック・自治会活動等への参加状況（清須市）］［住んでいる地域のブロック・自治会活動等への参加状況（清須市）］

※調査において回答のあった1,497人（属性不明を除く）のうち、当該設問に対して無回答であった８人を除く1,489人の回答を分類。
出典：清須市「第６回（2018（平成30）年度）　市民満足度調査」をもとに作成

② 取組に関する基本的方向
■地域で人が関わりあい、様々な分野で地域の活動が持続的に行われていくためには、その中
心となって活動する人材を育てることに重点的に取り組む必要があり、様々な分野において、
これから地域で中心的な役割を担っていく人材の育成を推進します。
■加えて、地域での活動がさらに活性化するためには、人材同士がつながり、様々な情報を共有
することが必要であり、情報共有の場づくりを進めます。
■また、市の行政運営にあたっても、市民参加を支援・促進するとともに、行政と市民の交流の場
づくりを進めます。

③ 具体的な取組とＫＰＩ（重要業績評価指標）
■地域防災リーダーや母子保健推進員、食生活改善推進員など、様々な分野において地域で中
心的な役割を担っていく人材を育成するための養成講座等を開催します。
　［施策102・201・301］
■様々な機会をとらえて、「市民協働ハンドブック」などを活用して市民参加・市民協働を促進す
るための情報発信に取り組みます。　［施策701］
■地域で活動する様々な人材が交流し、情報を共有するための機会づくりに取り組みます。
　［施策701］
■市職員の市民参加・市民協働に関する意識の向上を図るため、定期的な研修を実施します。
［施策701］
■市の行政計画を策定する際には、市民ワークショップの開催など、策定過程における市民参加
を原則として実施します。　［施策701］

■今後、生産年齢人口の減少が見込まれる中で、外から人を呼んで定住人口を増やすことが必要。
■今住んでいる人の地域への愛着心が高まれば、次世代にとっても魅力的な地域になる。
■多子世帯の保育料の軽減など、子育て世代への厚いサポートは必須。
■安定して財源や制度を維持していくためには、子育て世代が安心して子育てできる地域であ
ることが大事。
■市内を流れる河川を生かしたテーマパークなど、家族で一日遊べる場所があると良い。
■子どもが外で安全に遊ぶことができる環境がほしい。
■子どもに地元の魅力（歴史、文化、河川など）を伝えていくことで、将来戻ってきたい「まち」になる。
■子育て支援センターが充実していて良いと思う。
■子どもを安心して育てられる環境が大事。
■安全・安心・安定・快適はまず当たり前に確保すべき。
■安定・快適という意味では、子育て・仕事・お金・生活・医療を一体的に支援するセンターが市の
単位であると良い。
■市の担当者が素晴らしいと思う地域を視察して、そのアイデアを市に持ち帰って導入してはどうか。

清須市の行政運営マネジメントの基軸である第２次総合計画では、計画体系に即した行政評
価（施策評価・事務事業評価）を実施し、その結果を活用して、毎年度の事務事業の見直しや、計
画全体の見直しを行うサイクル（マネジメントサイクル）を構築していますが、まち・ひと・しごと創
生総合戦略2020においても、第２次総合計画におけるマネジメントサイクルの仕組みを活用した
進捗管理を行います。
まち・ひと・しごと創生総合戦略2020に係るマネジメントサイクルでは、基本目標を単位とし
て、市における評価を行うとともに、有識者等で構成する「まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会
議」において外部の視点からの評価を行います。
また、評価結果を踏まえて、必要に応じて、まち・ひと・しごと創生総合戦略2020の内容の見直

しを行います。

（4）マネジメントサイクル

まち・ひと・しごと創生総合戦略2020の策定過程において実施した「市民参画会議」、「若い世
代へのまちづくりに関するインタビュー」において、参加者の皆様からいただいた今後の清須市
のまちづくりに対するご意見・ご提案を、基本目標ごとに分類して整理しました。
今後、取組を進めていくにあたり、これらのご意見・ご提案を十分に踏まえながら、基本目標の
実現を目指してまいります。

（5）基本目標の実現に向けたご意見・ご提案

後期基本計画
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■癒しを感じられるような町並みや、美しくデザインされた場所がほしい。
■若者から高齢者まで、それぞれの状況に応じて情報が取れて、情報を共有できる仕組みづくり
が必要。
■東海豪雨の経験を後世に伝えて、防災の意識を高めてもらうために、「東海豪雨記念館」をつ
くってはどうか。
■若い世代に住んでもらうためにも、災害への対策は必要。
■災害時の情報発信のために、近隣市と協力してコミュニティＦＭをつくってはどうか。
■大都市の隣という強みを生かして、究極のベッドタウンを目指すべき。
■清須の価値にストーリー性を持たせて、清須のアイデンティティをつくっていくことが必要。そ
のためには外部からプロデューサーを呼び込んではどうか。
■多子世帯が利用しやすい保育環境をつくってほしい。
■子育て環境で他市町との差別化を図ることが必要。
■保育園利用者へのアンケートを行って、その結果を踏まえて取組を進めてほしい。
■小さい子どもが遊ぶ公園はたくさんあるが、中学生や高校生が集まって、サッカーや野球がで
きるグランドがあると良い。
■名古屋から近いのに、お店の数が少ない。駅の近くにカラオケ、カフェ、居酒屋などがあったら
便利だと思う。
■スポーツができる施設やカラオケなど、若い人たちが思いきり遊べる場所がほしい。
■駅周辺にカフェや夜までやっているお店があると、名古屋まで行かずに友人と集まることがで
きて良い。
■名古屋にもすぐ行けるのに、静かでのどかなイメージの清須市は、都会よりも住みやすいと思う。
■家族や友達同士で参加することができる地域のイベントがもっとあると良い。
■狭い道路や、街灯が暗い場所が少なくなれば、もっと住みやすいと思う。

▼ 「基本目標②　市の「強み」を生かして経済効果を生む」に関するご意見・ご提案

■清洲城や朝日遺跡など、市内には外の方に誇れるところはたくさんある。
■市の名物になるものをぜひ作ってほしい。
■観光がお金につながっていない。観光に来た方が市内のお店を使って、お店が育つようななが
れができると良い。
■若い人に興味を持ってもらえるような観光情報が発信できれば、情報が拡散されて、より多くの
方に市に来てもらえると思う。
■観光分野ではボランティアの方が頑張っているが、さらなる観光振興のためには、収入が得られ
て、仕事にできる状況をつくることが必要。
■名古屋から５分の立地だが、それが生かされていないように感じる。
■副業を認める会社が増えてきているので、副業をしたい方への支援があると良い。
■ホームワーク（在宅就労）や、自分の特技を仕事に生かすマッチングなどの支援があれば、主婦等
が働きやすくなると思う。
■人の面でも、ハード面でも魅力的な「まち」をつくることにより、外から人も企業も来て、仕事も増
えるという良い循環ができると思う。
■企業の収益と個人の収入が順調に伸びる状態がつくれると良い。
■費用をかけずに、今あるものを生かして稼ぐアプローチが必要。
■行政でいえば内部での連携、地域でいえば観光協会と商工会の連携など、連携することで無
駄をなくして効果をあげることができる。
■歴史エリア、農業エリアなど、地域の良さを生かしたスポットづくりにより、「清須で休日を過ご
そう！」というＰＲができると良い。
■美濃路、朝日遺跡、清洲城のエリアを充実させると良い。歴史軸を生かして、人のながれをど
のようにつくるのかが課題。
■市の職員に市民になってもらうことで、職員の地域への想いが高まるのではないか。
■地元企業が情報交換できる場を定期的に開催して、地元企業の発展を後押しできると良い。

■小さな会社同士がつながるような仕組みがあれば、イノベーションにもつながるのではないか。
■市内に企業の社宅を誘致してはどうか。
■市内で働きたいと思っている方が、市内で働く場所の情報を取りやすくする仕組みづくりがで
きると良い。そのために子育てアプリを活用してはどうか。
■情報発信を通じて、旧町内でしか知られていない強みを、市の強みにしていく努力が必要。
■鉄道駅は多くても、道路の交通は不便だと感じる。
■施策の全体的な方向性として、子どもや孫の世代に良くなっている、そういった長期的な視野
で取り組んでほしい。
■ＪＲ清洲駅は、稲沢市にあるが清須市民がよく利用する駅なので、稲沢市と連携して駅前のに
ぎわいづくりを進めてほしい。
■駅から観光地までの道を観光客にどう楽しんでもらうかは大事だと思う。魅力ある駅・道・店を
つくっていくことが必要。
■「清須会議」は話し合いで問題を解決した舞台なので、そうした歴史遺産を、平和をアピールす
るものとして活用してはどうか。
■市内で行う観光ツアー、物産ツアー、遊びのツアーなどを企画してはどうか。
■レンタサイクルでまちを巡ることができると良い。楽しい内容のマップがあって、写真映えする
スポットを自転車で回れたら楽しいと思う。
■名古屋市よりも土地の価格が安いと思うので、名古屋駅・栄にあるようなお店やオフィスなど
を市内に誘致する取組をしてはどうか。

▼ 「基本目標③　人を育て・つなげて地域を活性化する」に関するご意見・ご提案

■これからの時代に求められるまちは、人間らしく生きることができるまち。心を満たすことが大
切になってくる。
■市全体の活動では自分たちの地域を守れないので、自分たちの地域で防災カフェを開いて話し
合ったり、まち歩きをする住民活動を行っている。そうやってコミュニティをつくることが大事。
■子どもだけではなく、全ての年代の方が生涯を通じて学ぶことができる機会を充実させること
が必要。
■各地域のお祭りなど、今市にある資源をつないで、ネットワークを強化することで生かしていく
アプローチが必要。
■行政と市民の信頼関係が大切。そのためには、市民の声を拾う市民参画会議のような場は有
効だと思う。
■市が開催する講座などにより、市民がボランティアの経験を積む機会が増えると良い。
■今後、シニアの方が多くなっていく中で、その方たちが活躍できる機会を増やすことができる
と良い。
■農地と高齢者と空家をうまくつなげて活用できれば、農地の多面的活用、高齢者の生きがい
づくり、近所で買物できる場所の確保など、様々な効果がある。
■市の魅力を発信する人材を育てる「情報発信リーダー養成講座」、「YouTuber養成講座」など
を開催してはどうか。
■地域には様々な人材がいるのに、それがつながらない。まずは核になる人がいて、そこからつ
ながりができていくのが理想的。
■市議会の情報が市民に取りやすくなるなど、もっと市議会と市民がつながると良い。
■様々な分野で、市民一人ひとりが行政と関わるような状態ができると良い。
■市役所の中でも各課が連携して、チームワークで課題を解決していくことが必要。
■アプリの開発など、つながるためにオンラインツールを活用してはどうか。
■行政が担っている仕事も、できることであれば民間やボランティアに担ってもらうことができ
ると良い。
■市の職員と市内の企業の方が、人材交流をしてはどうか。
■地区の垣根を越えて、交流できるようなイベントを開催してはどうか。

後期基本計画
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Ⅳ  ７つの政策の実現に向けた３７の施策
（１）政策体系
基本構想で掲げる７つの政策（施策の指針）のもとに、その実現に向けて清須市が中期的に取り組

む施策（行政分野や組織の所掌事務を踏まえて、複数の事務事業をその目的により束ねるもの）を、以
下のとおり体系的に整理します。
施策の単位については、施策の継続性を確保するために「第２次総合計画　前期基本計画」の施策
項目（37項目）をベースとしつつ、現状の行政課題や組織体制を踏まえて37の施策を設定します。

施策１０１
施策１０２
施策１０３
施策１０４

施策２０１
施策２０２
施策２０３
施策２０４
施策２０５

施策３０１
施策３０２
施策３０３
施策３０４
施策３０５
施策３０６

施策４０１
施策４０２
施策４０３
施策４０４
施策４０５
施策４０６
施策４０７
施策４０８

施策５０１
施策５０２
施策５０３
施策５０４

施策６０１
施策６０２
施策６０３
施策６０４
施策６０５
施策６０６

施策７０１
施策７０２
施策７０３
施策７０４

安全で安心に暮らせるまちをつくる
治水対策の推進
防災・減災対策の推進
防犯・交通安全対策の推進
消防・救急医療体制の充実

子育てのしやすいまちをつくる
母子保健の充実
子育て支援の充実
学校教育の充実
ひとり親家庭への支援の充実
青少年健全育成の推進

誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる
健康づくりの推進
地域福祉の充実
高齢者福祉の充実
障害者（児）福祉の充実
医療保険・年金制度の適正運営
生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施

便利で快適に暮らせるまちをつくる
市街地整備の推進
道路・橋梁の整備・適正管理の推進
上水道の安定供給・下水道の充実
水辺空間と緑地の充実
公共交通の充実
ごみの減量化と資源化の推進
環境保全の推進
斎苑施設の整備・運営

魅力に満ちた活力のあるまちをつくる
観光の振興
商業・工業の振興
都市近郊農業の振興
消費生活の擁護

豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる
生涯学習の充実
文化・芸術活動の振興
文化財保護の推進
スポーツ・レクリエーション活動の振興
国際交流の振興
男女共同参画社会の推進

つながりを大切にするまちをつくる
市民参加・市民協働の推進
広報・広聴活動の充実
自治・コミュニティ活動の振興
市民ニーズに応える行政運営の推進

政策１

政策２

政策３

政策４

政策５

政策６

政策７

施策単位で主担当課を設定し、主担当課が「施策の展開」ごとの担当課と連携を図りながら、
施策の進行管理を実施します。

（２）施策の概要

▼ 主担当課   

施策単位で、基本構想の終期である2024（令和６）年度を見据え、“施策がどう展開され、その
結果、まちがどうなっているか”という視点から、施策の目標となる「目指す姿」を掲げます。

▼ 目指す姿 

施策単位で、「目指す姿」にどこまで近づけているかを測るための指標として、「達成度指標」を
設定します。「達成度指標」は原則として実現すべき成果に係る数値目標とします。
また、市民満足度調査における「施策の満足度」については、全施策共通の「達成度指標」とし
て、計画期間中の上昇を目指します。

▼ 達成度指標   

施策の「目指す姿」の達成に向けて、後期計画の計画期間（2020（令和２）年度から2024（令
和６）年度まで）において、施策をどのような方向性で進めていくかを整理するものです。
「施策の展開」ごとに担当課を設定し、施策の主担当課と連携を図りながら、施策全体を推進し
ます。また、「施策の展開」に即した具体的な事務事業については、実施計画（「Ⅴ　基本計画を核
とする行政運営マネジメントの実行」を参照）において、毎年度整理します。

▼ 施策の展開

20172016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

後期（５年度間）前期（３年度間）

満足度調査 満足度調査 満足度調査 満足度調査改定作業 改定作業

　■市民満足度調査
市が取り組む施策に対して、市民が現在どの程度満足と感じているか、そして今後どれ

くらい重要と感じているかを統計的に整理し、市のまちづくりに反映することを目的とし
て、2008（平成20）年度から実施しています。
第１次総合計画の期間中においては、隔年で実施してきましたが、第２次総合計画の期
間中においては、計画の検証・見直し等の時期にあわせて、次のとおり実施を予定してい
ます。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策
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主担当課 ： 土木課施策101　治水対策の推進
政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■全国的にゲリラ豪雨や集中豪雨による浸水被害が多発しており、市民の治水に対する関心が高
まっていることから、引き続き市民に分かりやすい水害対応情報の発信に努め、市民との情報共
有を図る必要があります。

■雨水を河川に放流するための排水ポンプ場について、堀江ポンプ場、豊田川ポンプ場、西清洲ポ
ンプ場をはじめ、老朽化に対応した計画的な施設の改修を進めています。
■河川の流下能力の向上等を図るため、国や県と連携して庄内川特定構造物改築事業や河川整備
事業などを進めています。

■都市化の進行に伴って、雨水を貯留して地面に染み込ませる田畑の減少が進んでいることから、
浸水被害の発生を防止するための雨水貯留対策を推進する必要があります。

目 指 す 姿

総合的な治水対策が着実に進展し、浸水被害の軽減が図られています。

達成度指標

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

床上浸水被害の発生件数

水害対応ガイドブックを知ってい
る市民の割合■満足度
大雨でも自宅の浸水の心配がない
と思う市民の割合■満足度

前期計画基準値

31.2％
（2016年度）

0件
（2015年度）

－

29.0％
（2016年度）

後期計画基準値

28.4％
（2018年度）

0件
（2018年度）

66.6％
（2018年度）

26.5％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0件
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）
満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答

34.534.5
41.141.1 42.442.4

35.235.2 31.231.2 28.428.4

84.484.4 85.585.5 88.088.0 82.782.7 86.286.2 86.086.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

4.44.4

67.067.0

24.024.0

19.019.0

49.149.1 13.313.3

0.30.3 0.10.1

2.02.0

7.07.0

満足度

重要度

（単位：％）

7.27.2

6.76.7

施策の展開

❶ 市民に分かりやすい水害対応情報の発信【防災行政課】
「水害対応ガイドブック」や「浸水想定区域図」等により、市民に分かりやすい水害対応情報を発
信します。

❷ 排水ポンプ場・雨水幹線等の整備・管理【上下水道課】
雨水の河川放流により浸水被害を防止・軽減するため、排水ポンプ場や雨水幹線等の整備・管

理を行います。

❸ 水害に強い安全な河川づくり【土木課・都市計画課】
国や県と連携した河川改修事業等により、水害に強い安全な河川づくりに取り組みます。

❹ 雨水貯留施設の整備・管理【土木課・上下水道課】
雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、雨水貯留施設の整備・管理を行います。

❺ 民間雨水貯留浸透施設の設置支援【都市計画課】
雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、民間の雨水浸透ますや雨水貯留槽の設置に

対する支援を行います。

❻ 水防施設の管理・運営【都市計画課】
浸水被害発生時に適切な対応を行うため、庄内川水防センターを適正に管理・運営します。

計画名

一級河川庄内川水系　
新川圏域河川整備計画
（愛知県）

二級河川日光川水系　
河川整備計画（愛知県・
名古屋市）

新川流域水害対策計画
（愛知県及び清須市な
ど流域15市町）

公共下水道全体計画

公共下水道事業計画

計画の概要

一級河川庄内川水系の新川圏域において、
まちの暮らしを支えはぐくむ、安全で安心
できる川づくりを進めるための計画です。

二級河川日光川水系において、歴史に学び
地域と歩む、安全で安心できる川づくりを
進めるための計画です。

河川管理者、下水道管理者、流域内の地方
公共団体等の関係機関が連携して、浸水被
害対策を推進するための計画です。

公共下水道の計画区域等を定めた全体計
画です。

公共下水道を整備する地区や工事の期間
等を記載した事業計画です。おおむね５年ご
とに予定処理区域の拡大を行っています。

根拠法令

河川法

河川法

特定都市河川
浸水被害対策法

－

下水道法、
都市計画法

計画期間

2007（平成19）年から
おおむね30年

2011（平成23）年から
おおむね30年

2007（平成19）年から
おおむね30年

2010（平成22）年度～
2025（令和７）年度

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

関連する個別計画
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（３）施策ページの見方

■国等の動向や、清須市におけるこれまでの取組を踏まえ、施策
を取り巻く現状と課題を整理しています。

現状と課題

■施策の「目指す姿」にどこまで近づけているかを測るための指標です。
■後期基本計画の終期である2024（令和６）年度を見据えた目標値（後期計画目標値）を設定
しています。
■満足度…「市民満足度調査」の結果を指標とするものです。「市民満足度調査における満足度」は、

調査において、施策に対して「満足」又は「やや満足」と回答した方の割合の合計です。
■戦略 …「清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020」の数値目標又はＫＰＩ（重要業績評価指標） を

指標とするものです。３つの基本目標ごとに整理しています。

達成度指標

■後期基本計画の
終期である2024
（令和６）年度を見
据えて、施策の目
標として、『施策が
どう展開され、そ
の結果、まちがど
うなっているか』
を掲げています。

目指す姿

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策
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■施策の「目指す姿」の達成に向けて、後期基本計画の計画期間（2020（令和２）年度から2024
（令和６）年度まで）において、施策をどのような方向性で進めていくかを整理しています。
■「施策の展開」に即した具体的な事務事業を、「実施計画」で毎年度整理します。
  ■戦略 …「清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020」に位置付けている取組です。
　　　　３つの基本目標ごとに整理しています。

施策の展開

■施策に関連する個別計画を記載しています。

関連する個別計画

後期基本計画



後
期
基
本
計
画

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

74 75清須市第２次総合計画

後期基本計画

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶   76
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  78
̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  80
̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  82

（４）後期基本計画における37の施策

政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる
施策101　治水対策の推進■主担当課 土木課
施策102　防災・減災対策の推進■主担当課 防災行政課
施策103　防犯・交通安全対策の推進■主担当課 防災行政課
施策104　消防・救急医療体制の充実■主担当課 防災行政課

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  84
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  86
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  88

̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  90
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  92

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  94
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  96
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶  98

̶̶̶̶̶  ̶100
̶̶̶̶̶̶̶  ̶ 102

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶104

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶106
̶̶̶̶̶  ̶108

̶̶̶̶̶̶̶  ̶110
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶112

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶114
̶̶̶̶̶̶̶  ̶116

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶118
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶120

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶122
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶124
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶126

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶128

̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶142
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶144

̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶146

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶148

政策７　つながりを大切にするまちをつくる
施策701　市民参加・市民協働の推進■主担当課 企画政策課
施策702　広報・広聴活動の充実■主担当課 人事秘書課
施策703　自治・コミュニティ活動の振興■主担当課 防災行政課
施策704　市民ニーズに応える行政運営の推進
      ■主担当課 企画政策課

政策２　子育てのしやすいまちをつくる
施策201　母子保健の充実■主担当課 健康推進課
施策202　子育て支援の充実■主担当課 子育て支援課
施策203　学校教育の充実■主担当課 学校教育課
施策204　ひとり親家庭への支援の充実■主担当課 子育て支援課
施策205　青少年健全育成の推進■主担当課 生涯学習課

政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる
施策301　健康づくりの推進■主担当課 健康推進課
施策302　地域福祉の充実■主担当課 社会福祉課
施策303　高齢者福祉の充実■主担当課 高齢福祉課
施策304　障害者（児）福祉の充実■主担当課 社会福祉課
施策305　医療保険・年金制度の適正運営■主担当課 保険年金課
施策306　生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施 
   ■主担当課 社会福祉課

政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる
施策401　市街地整備の推進■主担当課 新清洲駅周辺まちづくり課
施策402　道路・橋梁の整備・適正管理の推進■主担当課 土木課
施策403　上水道の安定供給・下水道の充実■主担当課 上下水道課
施策404　水辺空間と緑地の充実■主担当課 都市計画課
施策405　公共交通の充実■主担当課 企画政策課
施策406　ごみの減量化と資源化の推進■主担当課 生活環境課
施策407　環境保全の推進■主担当課 生活環境課
施策408　斎苑施設の整備・運営■主担当課 生活環境課

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶130
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶132

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶134

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶136
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶138

̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶140

政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる
施策601　生涯学習の充実■主担当課 生涯学習課
施策602　文化・芸術活動の振興■主担当課 生涯学習課
施策603　文化財保護の推進■主担当課 生涯学習課
施策604　スポーツ・レクリエーション活動の振興
      ■主担当課 スポーツ課

施策605　国際交流の振興■主担当課 生涯学習課
施策606　男女共同参画社会の推進■主担当課 生涯学習課

政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる
施策501　観光の振興■主担当課 産業課
施策502　商業・工業の振興■主担当課 産業課
施策503　都市近郊農業の振興■主担当課 産業課
施策504　消費生活の擁護■主担当課 産業課
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主担当課 ： 土木課施策101　治水対策の推進
政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■全国的にゲリラ豪雨や集中豪雨による浸水被害が多発しており、市民の治水に対する関心が高
まっていることから、引き続き市民に分かりやすい水害対応情報の発信に努め、市民との情報共
有を図る必要があります。
■雨水を河川に放流するための排水ポンプ場について、堀江ポンプ場、豊田川ポンプ場、西清洲ポ
ンプ場をはじめ、老朽化に対応した計画的な施設の改修を進めています。
■河川の流下能力の向上等を図るため、国や県と連携して庄内川特定構造物改築事業や河川整備
事業などを進めています。
■都市化の進行に伴って、雨水を貯留して地面に染み込ませる田畑の減少が進んでいることから、
浸水被害の発生を防止するための雨水貯留対策を推進する必要があります。

目 指 す 姿

総合的な治水対策が着実に進展し、浸水被害の軽減が図られています。

達成度指標

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

床上浸水被害の発生件数

水害対応ガイドブックを知ってい
る市民の割合■満足度
大雨でも自宅の浸水の心配がない
と思う市民の割合■満足度

前期計画基準値

31.2％
（2016年度）

0件
（2015年度）

－

29.0％
（2016年度）

後期計画基準値

28.4％
（2018年度）

0件
（2018年度）

66.6％
（2018年度）

26.5％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0件
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

施策の展開

❶ 市民に分かりやすい水害対応情報の発信【防災行政課】
「水害対応ガイドブック」や「浸水想定区域図」等により、市民に分かりやすい水害対応情報を発
信します。

❷ 排水ポンプ場・雨水幹線等の整備・管理【上下水道課】
雨水の河川放流により浸水被害を防止・軽減するため、排水ポンプ場や雨水幹線等の整備・管
理を行います。

❸ 水害に強い安全な河川づくり【土木課・都市計画課】
国や県と連携した河川改修事業等により、水害に強い安全な河川づくりに取り組みます。

❹ 雨水貯留施設の整備・管理【土木課・上下水道課】
雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、雨水貯留施設の整備・管理を行います。

❺ 民間雨水貯留浸透施設の設置支援【都市計画課】
雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、民間の雨水浸透ますや雨水貯留槽の設置に
対する支援を行います。

❻ 水防施設の管理・運営【都市計画課】
浸水被害発生時に適切な対応を行うため、庄内川水防センターを適正に管理・運営します。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策
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計画名

一級河川庄内川水系　
新川圏域河川整備計画
（愛知県）

二級河川日光川水系　
河川整備計画（愛知県・
名古屋市）

新川流域水害対策計画
（愛知県及び清須市な
ど流域15市町）

公共下水道全体計画

公共下水道事業計画

計画の概要

一級河川庄内川水系の新川圏域において、
まちの暮らしを支えはぐくむ、安全で安心
できる川づくりを進めるための計画です。

二級河川日光川水系において、歴史に学び
地域と歩む、安全で安心できる川づくりを
進めるための計画です。

河川管理者、下水道管理者、流域内の地方
公共団体等の関係機関が連携して、浸水被
害対策を推進するための計画です。

公共下水道の計画区域等を定めた全体計
画です。

公共下水道を整備する地区や工事の期間
等を記載した事業計画です。おおむね５年ご
とに予定処理区域の拡大を行っています。

根拠法令

河川法

河川法

特定都市河川
浸水被害対策法

－

下水道法、
都市計画法

計画期間

2007（平成19）年から
おおむね30年

2011（平成23）年から
おおむね30年

2007（平成19）年から
おおむね30年

2010（平成22）年度～
2025（令和７）年度

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

関連する個別計画

後期基本計画

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）
満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答

34.534.5
41.141.1 42.442.4

35.235.2 31.231.2 28.428.4

84.484.4 85.585.5 88.088.0 82.782.7 86.286.2 86.086.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

4.44.4

67.067.0

24.024.0

19.019.0

49.149.1 13.313.3

0.30.3 0.10.1

2.02.0

7.07.0

満足度

重要度

（単位：％）

7.27.2

6.76.7



清須市第２次総合計画
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主担当課 ： 防災行政課施策102　防災・減災対策の推進
政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■西日本を中心に甚大な被害が想定される南海トラフ地震について、今後30年以内の発生確率が
高まるなど発生が懸念されていることから、総合的な地震防災対策を推進する必要があります。
■災害発生時における市の業務継続の視点から対応策をまとめた「業務継続計画（BCP）」を2017
（平成29）年度に策定しました。その内容を踏まえて、より実践的な訓練に取り組んでいます。
■防災行政無線をはじめとする防災情報の伝達手段について、社会の変化に対応して、多様な媒体
による情報発信を検討する必要があります。
■地域の防災活動を主導し、災害時にリーダーシップを発揮できる人材を増やすため、地域防災
リーダーの養成を進めています。
■住宅の耐震化率を上げるため、引き続き各種媒体を通じて耐震化の啓発を図るとともに、耐震化
率向上に向けた取組を多角的に進める必要があります。

目 指 す 姿

「減災」の理念が行政・市民へ徹底され、災害への備えが充実しています。

達成度指標

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

施策の展開

❶ 防災体制の強化【防災行政課】
災害発生時に適切な機能を確保するため、業務継続計画（ＢＣＰ）を踏まえた訓練の実施や防災
資機材の整備等により、防災体制の強化に取り組みます。
❷ 市民に分かりやすい防災情報の発信【防災行政課】
市民と防災情報を共有するため、「地震防災ハザードマップ」等を活用して、市民に分かりやす

い防災情報を発信します。
❸ 多様な媒体による防災情報の発信【防災行政課】■戦略①
防災情報の伝達手段について、多様な媒体による情報発信に取り組みます。

❹ 地域防災リーダー養成講座の開催【防災行政課】■戦略①・③
災害発生時にリーダーシップを発揮することができる人材を育成するため、地域防災リーダー
養成講座・フォローアップ講座を開催します。
❺ 市民が行う防災活動への支援【防災行政課】
市民が自ら防災対策に取り組む意識を高めるため、市民が行う防災活動に対する支援を行います。

❻ 民間住宅耐震化等の啓発・支援【防災行政課・都市計画課】
民間住宅の耐震化等を促進するため、耐震化等の啓発や民間木造住宅の耐震診断を行うととも

に、民間木造住宅の耐震改修・除却等に対する支援を行います。
❼ 防災施設の管理・運営【防災行政課】
災害発生時に適切な対応を行うため、新川ふれあい防災センター等を適正に管理・運営します。

❽ 避難行動要支援者名簿の管理等【社会福祉課】
要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮の上、避難行動要支援者の要件を設定

し、避難行動要支援者名簿の管理等を行います。
❾ 災害時支援の実施【社会福祉課】
風水害等の災害をり災した市民の経済的負担を軽減するため、災害見舞金等の支給や災害援
護資金貸付制度等の適正な運用を行います。
10 空家等対策の推進【防災行政課】
防災等の観点から、適切な管理が行われていない空家等に関する対策を推進します。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

計画名

地域防災計画

業務継続計画
（ＢＣＰ）

国民保護計画

耐震改修促進計画
（改訂版）

空家等対策計画

計画の概要

地域の災害予防、災害応急対策及びその事前対策、災
害復旧に関する事項を定めた計画です。

行政自体の被災を前提として、応急・復旧業務に加え
て、中断できない通常業務に優先順位をつけて整理し
た、地域防災計画を補完する計画です。

武力攻撃や大規模テロ等の事態において、国民保護法
等に基づき、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施す
るための計画です。

住宅・特定建築物の耐震診断及び耐震改修を促進し、地
震時の建築物の倒壊等によって発生する人的被害及び
経済的被害を軽減するための計画です。

空家問題についての市の基本的な考え方を明確にし、
放置空家への対応や放置空家を増やさないための方策
を体系化し、施策を着実に推進するための計画です。

根拠法令

災害対策基本法

－

武力攻撃事態等にお
ける国民の保護のた
めの措置に関する法律

建築物の耐震改
修の促進に関す
る法律

空家等対策の推
進に関する特別
措置法

計画期間

－

－

－

2015（平成27）年度～
2020（令和２）年度

2019（令和元）年度～
2023（令和５）年度

関連する個別計画
指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
日頃から災害への備えをしている
市民の割合■満足度

地域防災リーダー数■戦略③

自主防災活動への参加者数

地震防災ハザードマップを知って
いる市民の割合■満足度

市内の住宅耐震化率

前期計画基準値

26.1％
（2016年度）

41.2％
（2016年度）

86人
（2015年度末）

3,700人
（2015年度）

－

67％
（2013年度末）

後期計画基準値

25.9％
（2018年度）

37.5％
（2018年度）

229人
（2018年度末）

3,699人
（2018年度）

70.1％
（2018年度）

74％
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

450人
（2024年度末）

4,500人
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

95％
（2024年度末）

後期基本計画

78 79

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

32.532.5 34.534.5 35.135.1 33.533.5
26.126.1 25.925.9

79.579.5 79.379.3 84.784.7 79.279.2 83.983.9 84.584.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

3.93.9

61.061.0

22.022.0

23.523.5

57.257.2 10.610.6

0.00.00.50.5

2.12.1

7.07.0

満足度

重要度

（単位：％）

8.08.0

4.24.2

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答
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清須市第２次総合計画

主担当課 ： 防災行政課施策103　防犯・交通安全対策の推進
政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■近年、西枇杷島警察署管内における侵入盗（住宅対象）の犯罪発生率が県内でワースト上位と
なっていますが、発生件数は2013（平成25）年をピークに減少しています。
■市内には自主的な防犯活動や交通安全活動を行っている各種団体があり、活発な活動により防
犯・交通安全対策における大きな役割を担っていますが、会員の高齢化が進んでおり、若い人材
が不足しています。
■近年、市内の交通事故発生件数は横ばいとなっており、交通安全協会や県、西枇杷島警察署と連
携して啓発を図る必要があります。
■2016（平成28）年３月から名鉄新清洲駅前、2017（平成29）年11月からＪＲ枇杷島駅前において、
有料自転車等駐車場の運営を開始しました。「自転車等駐車対策基本方針」に基づき、ＪＲ清洲駅前
においても有料自転車等駐車場の整備と自転車等放置禁止区域の指定を進める必要があります。

目 指 す 姿

関係機関との連携により総合的な防犯・交通安全対策が展開され、犯罪や交通事故が減少しています。

達成度指標

施策の展開

❶ 街路灯（防犯灯）の整備・管理【土木課】
夜間における犯罪や交通事故を抑止するため、街路灯（防犯灯）の整備・管理を行います。

❷ 見守りカメラの設置支援【防災行政課】
地域が連携して防犯活動を行う意識を高めるため、ブロックが行う見守りカメラの設置に対す

る支援を行います。

❸ 多様な媒体による防犯情報の発信【防災行政課】■戦略①
防犯情報の伝達手段について、多様な媒体による情報発信に取り組みます。

❹ 防犯活動等を行う団体への支援【防災行政課】
市民の防犯や非行防止に対する意識を高めるため、各種団体が行う防犯活動等に対する支援

を行います。

❺ 交通安全活動の実施【防災行政課】
児童・生徒の登下校時の安全を確保するため、見守り活動や啓発活動等を行います。

❻ 放置自転車等防止対策の実施【防災行政課】
鉄道駅周辺等における歩行者の安全を確保するため、放置自転車等の防止対策に取り組みます。

❼ 交通安全活動を行う団体への支援【防災行政課】
市民の交通安全に対する意識を高めるため、各種団体が行う交通安全活動に対する支援を行

います。

計画名

自転車等駐車対策
基本方針

計画の概要

安全で快適な自転車等駐車環境の確保
を推進するための計画です。

根拠法令

－

計画期間

2014（平成26）年度～
2024（令和６）年度

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

交通死亡事故発生件数

侵入盗（住宅対象）の認知件数

日頃から住宅侵入盗への備えをし
ている市民の割合■満足度

前期計画基準値

30.9％
（2016年度）

2件
（2015年）

93件
（2015年）

63.7％
（2016年度）

後期計画基準値

28.9％
（2018年度）

3件
（2018年）

34件
（2018年）

55.6％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0件
（2024年）

後期計画基準値から減少
（2024年）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

後期基本計画

8180

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

32.032.0 37.437.4 39.939.9 35.235.2 30.930.9 28.928.9

84.784.7 85.485.4 87.487.4
78.478.4 82.182.1 83.083.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

5.05.0

55.755.7

23.923.9

27.327.3

47.247.2 15.715.7

1.01.0

6.16.1

0.10.1

2.22.2

6.96.9

満足度

重要度

（単位：％）

8.98.9

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答
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清須市第２次総合計画

主担当課 ： 防災行政課施策104　消防・救急医療体制の充実
政策１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■清須市・北名古屋市・豊山町で組織する西春日井広域事務組合が行っている消防・救急業務につ
いて、2016（平成28）年度に救急車両を増車するなど、充実強化に向けた取組を進めています。
■広域的な連携により消防・救急機能の充実強化を図るため、犬山市・江南市・小牧市・岩倉市・清須
市・北名古屋市・豊山町・大口町・扶桑町の６市３町が連携して「尾張中北消防指令センター」を設置
しました。2016（平成28）年度から消防通信指令業務の共同運用（消防無線広域化共同運用）を
行っています。
■地域防災活動の重要な役割を担う消防団は、本部と12分団で構成されています。団員数はおお
むね定員を満たしており、団員の加入率は県内でも高い水準となっていますが、引き続き担い手
の確保に努める必要があります。
■尾張中部地域の２次救急医療機関（済衆館病院・はるひ呼吸器病院）が行う医療機器の更新に対
する支援など、引き続き広域的な連携により、救急医療体制を確保する必要があります。

目 指 す 姿

広域的な連携が強化されるとともに、非常備消防力が安定的に確保され、市民が安心できる消防・
救急医療体制が整っています。

達成度指標

施策の展開

❶ 常備消防力・救急機能の確保【防災行政課】
市民を火災等の災害から守り、傷病者を適切に医療機関へ搬送するため、広域的な連携により
常備消防力・救急機能を確保します。

❷ 非常備消防力の確保【防災行政課】
地域に根ざした活動により市民を火災等の災害から守るため、消防団等の非常備消防力を確
保します。

❸ 防火の啓発【防災行政課】
市民の防火に対する意識を高めるため、啓発活動を行います。

❹ 救急医療体制の確保【健康推進課】
市民が適切な救急医療を受けられるよう、広域的な連携による救急医療の運営や、市民に分か

りやすい医療機関情報の発信により、救急医療体制を確保します。

❺ 応急手当技能の普及【防災行政課】
救命講習の開催等を通して、応急手当技能の普及に取り組みます。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
救急車が到着するまでの平均所要
時間

火災発生件数

消防団員数

前期計画基準値

37.4％
（2016年度）

8.27分
（2015年）

16件
（2015年）

280人
（2016年4月1日）

後期計画基準値

38.1％
（2018年度）

7.56分
（2018年）

19件
（2018年）

274人
（2019年4月1日）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から減少
（2024年）

0件
（2024年）

293人
（2025年4月1日）

後期基本計画

82 83

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

満足度

重要度

（単位：％）（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

34.934.9
46.346.3 49.349.3 44.344.3

37.437.4 38.138.1

72.872.8 76.676.6 78.778.7 75.275.2 79.679.6 80.780.7

8.68.6

53.253.2

29.529.5

27.527.5

50.350.3

11.811.8

7.07.0

0.10.10.60.6

1.81.8

6.86.8

2.72.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



6 清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 健康推進課施策201　母子保健の充実
政策２　子育てのしやすいまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■少子化の進展、晩婚化・晩産化と未婚率の上昇、核家族化、育児の孤立化など、現在の母子保健を
取り巻く状況を踏まえて、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境づくりを推進
する必要があります。
■本市では、妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に行うため、
2018（平成30）年４月から「子育て世代包括支援センター」を設置しました。多様な媒体による周
知など利用促進を図ることにより、子育て世代を支援するためのワンストップ拠点として、地域に
定着するように努める必要があります。
■地域での母子保健活動を担う母子保健推進員や各種団体と連携して、身近な地域で育児不安を
解消するための取組を進め、乳幼児の健やかな成長を支える必要があります。

目 指 す 姿

子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠前から子育て期にわたる切れ目ない支援が提供され、
安心して妊娠・出産・育児ができる環境がつくられています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
今後もこの地域で子育てしていき
たいと思う３歳児の保護者等の
割合※■戦略①
ゆったりとした気分で過ごせる時間
がある３歳児の保護者等の割合※

「子育て世代包括支援センター」を
知っている市民の割合
■満足度 ■戦略①

母子保健推進員数■戦略③

前期計画基準値

31.5％
（2016年度）

－

69.5％
（2015年度）

－

44人
（2016年4月1日）

後期計画基準値

29.0％
（2018年度）

96.9％
（2018年度）

70.8％
（2018年度）

30.5％
（2018年度）

58人
（2019年4月1日）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

70人
（2025年4月1日）

※　３歳児健診を受診した幼児の保護者等を対象としたアンケート調査により測定。

計画名

健康日本２１清須計画
（第２次）

自殺対策計画

第２期　子ども・子育て
支援事業計画

計画の概要

健康づくり施策の進むべき方向と主要な
取組を示し、健康寿命をさらに延伸させる
ことを目指す計画です。

本市における自殺対策を明らかにし、誰も
自殺に追い込まれることのないまちを目指
す計画です。

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へと
つながる子どもの発達・成長を一体的・連
続的にとらえ、社会全体での子育て環境を
より一層充実していくための計画です。

根拠法令

健康増進法

自殺対策基本法

子ども・子育て支
援法

計画期間

2015（平成27）年度～
2023（令和５）年度

2019（令和元）年度～
2023（令和５）年度

2019（令和元）年度
策定予定

施策の展開

関連する個別計画

❶ 子育て世代包括支援センターの運営【子育て支援課・健康推進課】■戦略①
妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に行うため、子育て世
代包括支援センターの母子保健コーディネーター等による、個々の成長にあわせた相談支援等を
行います。

❷ 一般不妊治療への支援【健康推進課】
不妊に悩む夫婦を対象とした、一般不妊治療への支援を行います。

❸ 妊婦等健診の実施【健康推進課】
妊娠・出産期を健康に過ごすことができるよう、妊婦等健診を行います。

❹ 乳幼児健診等の実施【健康推進課】
乳幼児が健康な生活を送ることができるよう、乳幼児健診等を行います。

❺ 乳幼児訪問指導等の実施【健康推進課】
低体重児等の母親の育児不安を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するため、乳幼児訪問指
導を行います。また、入院養育を要する未熟児に対する医療給付を行います。

❻ 母子の健康教育・健康相談の充実【健康推進課】
出産や育児についての正しい理解を深めるとともに、育児不安を軽減するため、パパママ教室

や離乳食講習会、乳幼児健康相談等により、母子の健康教育・健康相談の充実に取り組みます。

❼ ホームヘルパーの派遣【子育て支援課】
産前・産後の体調不良等により、家事や育児が困難な世帯を支援するため、ホームヘルパーの
派遣を行います。

❽ 母子保健推進員との連携【健康推進課】■戦略③
地域での母子保健活動の充実を図るため、母子保健推進員を養成するとともに、こんにちは赤

ちゃん訪問など、母子保健推進員と地区担当保健師が連携した取組を行います。

後期基本計画

8584

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

満足度

重要度

（単位：％）（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

31.531.5 29.029.0

68.468.4 67.467.4 8.08.0

41.241.2

21.021.0

26.226.2

56.656.6

21.121.1

0.70.7

1.71.7

0.20.2

9.49.4

10.610.6

3.33.3

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



後
期
基
本
計
画

清須市第２次総合計画

主担当課 ： 子育て支援課施策202　子育て支援の充実
政策２　子育てのしやすいまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■「子ども・子育て支援法」等に基づいて、2015（平成27）年４月から、幼児期の学校教育や保育、地
域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。新
制度では、市町村が子育て支援のニーズを把握した上で、その提供体制を確保するための「子ど
も・子育て支援事業計画」を策定することが求められており、本市では2020（令和２）年４月から新
たな計画が始まります。
■幼児教育の負担軽減による少子化対策などの観点から、2019（令和元）年10月の消費税率の引
上げによる財源を活用して、保育・幼児教育の無償化の取組が進められています。
■就労形態の変化や女性の社会進出に伴う保育ニーズの多様化に対応して、保育サービスの充実
を図る必要があります。特に０歳～２歳の低年齢児に係る保育ニーズの増加が顕著となっており、
その対応が必要です。
■核家族化の進展や地域のつながりの希薄化を背景として、子育てに不安を抱える保護者が増加
していることから、子育て支援情報の発信や交流の場の提供などにより、地域で安心して子育て
ができる環境づくりを進める必要があります。

目 指 す 姿
市民ニーズに応じた子育て支援が充実し、安心して子育てと仕事・社会活動が両立できるまちに
なっています。

達成度指標

施策の展開

❶ 保育・幼児教育の充実【子育て支援課・学校教育課】■戦略①
安心して就労と子育ての両立ができる環境づくりを行うため、質の高い保育・幼児教育の提供

や、低年齢児の保育ニーズの増加への対応、発達・発育の気になる子どもや障害のある子どもへ
の地域での支援体制の確保等により、保育・幼児教育の充実に取り組みます。

❷ 多様化する保育ニーズへの対応【子育て支援課・学校教育課】
病児・病後時保育や一時預かり等により、多様化する保育ニーズへの対応に取り組みます。

❸ 子育て支援サービスの充実【子育て支援課】
地域の中で安心して子育てができる環境づくりを行うため、児童館や子育て支援センター、ファ

ミリー・サポート・センターの運営等により、子育て支援サービスの充実に取り組みます。

❹ 放課後等における活動の場の充実【子育て支援課・学校教育課】■戦略①
放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施により、放課後等における活動の場の充実に取

り組みます。

❺ 子育て世代包括支援センターの運営【子育て支援課・健康推進課】■戦略①
妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に行うため、子育て世代
包括支援センターの子育てコンシェルジュ等による、個々の成長にあわせた相談支援等を行います。

❻ 子育て情報発信プロジェクト「キヨスマ」の推進【子育て支援課】
市民に分かりやすい子育て情報を発信するため、スマートフォン用アプリ・子育て情報Ｗｅｂサイ

ト・ガイドブックによる子育て情報発信プロジェクト「キヨスマ」を推進します。

❼ 保育・幼児教育の無償化の推進【子育て支援課・学校教育課】
保育・幼児教育を受ける際の経済的負担を軽減するため、保育・幼児教育の無償化を推進します。

❽ 児童手当の支給【子育て支援課】
子育て家庭の経済的負担を軽減するため、児童手当を支給します。

❾ 医療費助成の実施【保険年金課】
子育て家庭の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行います。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
保育園の入園待機児童数
■戦略①

公立保育園の利用者満足度※１

公立幼稚園の利用者満足度※２

子育て情報発信プロジェクト「キヨス
マ」を知っている市民の割合■満足度

前期計画基準値

32.7％
（2016年度）

0人
（2016年4月1日）

90.8％
（2016年度）

85.0％
（2016年度）

－

後期計画基準値

27.4％
（2018年度）

0人
（2019年4月1日）

96.2％
（2018年度）

86.6％
（2018年度）

20.7％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0人
（2025年4月1日）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2024年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

※１　市内公立保育園の児童の保護者を対象としたアンケート調査により測定。
※２　西枇杷島第１幼稚園の園児の保護者を対象としたアンケート調査により測定。

計画名

第２期　子ども・子育て
支援事業計画
《再掲》

計画の概要

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へ
とつながる子どもの発達・成長を一体
的・連続的にとらえ、社会全体での子育
て環境をより一層充実していくための計
画です。

根拠法令

子ども・子育て支
援法

計画期間

2019（令和元）年度
策定予定

関連する個別計画

後期基本計画

86 87

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

22.322.3

39.139.1
47.447.4

31.931.9 32.732.7 27.427.4

65.165.1 69.769.7 72.372.3
65.765.7

73.073.0 71.771.7
7.17.1

47.647.6

20.320.3

24.124.1

54.054.0

17.217.2

6.16.1

0.40.4

3.23.2

9.39.3

10.510.5

0.30.3
満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 学校教育課施策203　学校教育の充実
政策２　子育てのしやすいまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■地方教育行政における責任の明確化や首長との連携の強化などを目的とした改正「地方教育行政
の組織及び運営に関する法律」が2015（平成27）年４月から施行され、本市でも「総合教育会議」を
設置し、教育行政の基本指針となる「教育大綱」を策定して、大綱に基づく取組を進めています。
■学習指導要領が改訂され、小学校では2020（令和２）年度から、中学校では2021（令和３）年度から
全面実施されることに伴い、小学校における外国語教育の充実など、新学習指導要領に対応した取
組を進める必要があります。
■いじめなど児童・生徒の問題行動を未然に防ぐため、関係機関との連携を強化する必要があります。
■市内全小・中学校の普通教室に空調設備を設置するなど、安全で快適な教育環境を確保するための取
組を進めています。引き続き、学校施設の経年劣化に対応した計画的な整備を進める必要があります。
■学校給食を通して地域とのつながりを知る機会を提供するため、学校給食での積極的な地場産物
の提供に取り組む必要があります。
■経済的な理由によって就学が困難な家庭に対して、新入学児童生徒の学用品費等の入学前支給の
実施など、継続的にきめ細やかな支援を行う必要があります。

目 指 す 姿
教育環境の充実により児童・生徒一人ひとりの学びへの意欲が高まり、未来社会を主体的に切り
拓く資質と能力がはぐくまれています。

達成度指標

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
学校生活を楽しいと感じる児童・
生徒の割合※

学校施設長寿命化計画に基づき
改修を実施した小・中学校数

前期計画基準値

27.5％
（2016年度）

82.1％
（2016年度）

0校
（2015年度末）

後期計画基準値

23.3％
（2018年度）

77.7％
（2018年度）

5校
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2024年度）

12校（全小中学校）
（2024年度末）

※　市内公立小・中学校の児童・生徒を対象としたアンケート調査により測定。

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

教育大綱

学校施設長寿命化計画

計画の概要

本市の教育・学術及び文化の振興に関
する総合的な指針です。

学校施設を対象として、基本的な方針と
それに基づく実際の整備内容や時期、
費用等を具体的に示した計画です。

根拠法令

地方教育行政の
組織及び運営に
関する法律

－

計画期間

2017（平成29）年度～
2020（令和２）年度

2016（平成28）年度～
2025（令和７）年度

❶ きめ細やかな学習指導【学校教育課】
少人数学習や指導力を高めるための教員研修等により、きめ細やかな学習指導に取り組みます。

❷ 学校・家庭・地域の連携強化【学校教育課・生涯学習課】
児童・生徒の健やかな成長をはぐくむため、学校づくりに多彩な地域の人材や資源を取り入れ、
学校・家庭・地域の連携強化に取り組みます。
❸ 外国語教育の充実【学校教育課】
外国語を通じて児童・生徒の言語や文化についての理解を深めるため、外国人英語講師の授業
等による外国語教育の充実に取り組みます。
❹ 地域のことを学ぶ機会の充実【学校教育課】■戦略①
清洲城及びあいち朝日遺跡ミュージアムの活用や、副読本を活用した小学校社会科の授業な

ど、学校教育の中で子どもが地域のことを学ぶ機会の充実に取り組みます。
❺ 相談支援体制の充実【学校教育課】
児童・生徒や保護者の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、適応指導教室や青少年・家
庭教育相談員等による相談支援体制の充実に取り組みます。
❻ 特別支援体制の充実【学校教育課】
学習や生活面で特別な支援が必要な児童・生徒に対して適切な支援を行うため、特別支援教育
支援員等による特別支援体制の充実に取り組みます。
❼ いじめ問題への対策の実施【学校教育課】
児童・生徒による重大な問題行動が発生しないよう、いじめ問題対策連絡協議会の設置等によ

りいじめ問題の対策に取り組みます。
❽ 義務教育施設の整備・管理【学校教育課】
児童・生徒が安全で快適な環境で教育を受けられるよう、学校施設長寿命化計画に基づいて、
計画的な義務教育施設の整備・管理を行います。
❾ 学校給食の充実【学校給食センター管理事務所】
児童・生徒が安全・安心でおいしい給食を食べられるよう、適切な衛生管理のもと、学校給食の
充実に取り組みます。また、学校給食を通して地域とのつながりを知ることができるよう、積極的
に地場産物の提供に取り組みます。
10 就学困難な児童・生徒への支援【学校教育課】
経済的理由等により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、支援を行います。

11 各種学校就学への支援【学校教育課】
私立高等学校等を利用する保護者の経済的負担を軽減するため、授業料等に対する支援を行

います。
12 入学祝品・卒業記念品の支給【学校教育課】
児童・生徒の今後の学習意欲を高めるため、入学祝品・卒業記念品を支給します。

 

後期基本計画

88 89

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

23.923.9

40.740.7 39.239.2
30.930.9 27.527.5 23.323.3

54.154.1

75.275.2 78.078.0

61.761.7
72.172.1 73.073.0

4.74.7

48.848.8

18.618.6

24.224.2

57.257.2

15.815.8

7.27.2

0.30.3

2.92.9

0.10.1

9.49.4

10.710.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 子育て支援課施策204　ひとり親家庭への支援の充実
政策２　子育てのしやすいまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■国は、経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭等への自立支援の充実と、児童虐待防止対策
強化を目的として、「すくすくサポートプロジェクト」（すべての子どもの安心と希望の実現プロジェ
クト）を進めています。
■経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭に対して、就業による自立に向けた就業支援を基本
としつつ、子育て・生活支援などの総合的な支援の充実を図る必要があります。
■悩みや不安を抱えるひとり親家庭に対して、一人ひとりに寄り添った支援を行うため、相談支援体
制の充実を図る必要があります。
■ひとり親家庭の子どもは、親との離別や死別等により精神面・経済面で不安定な状況に置かれる
とともに、日頃から親と過ごす時間が限られる事が多いため、地域ぐるみでその成長を支える取
組を進める必要があります。

目 指 す 姿

生活に不安を抱えるひとり親家庭への自立支援の体制が充実し、ひとり親家庭が安心して暮らすこ
とができるまちになっています。

達成度指標

❶ 家庭生活支援員の派遣【子育て支援課】
ひとり親家庭の居宅において、日常生活に支障が生じている場合等に生活を支援するため、家
庭生活支援員の派遣を行います。

❷ 自立に向けた技能・資格取得への支援【子育て支援課】
ひとり親家庭の自立を促進するため、技能や資格の取得を支援します。

❸ 相談支援体制の充実【子育て支援課】
ひとり親家庭の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、母子・父子自立支援員等による相
談支援体制の充実に取り組みます。

❹ 施設における保護等の実施【子育て支援課】
保護が必要な母子の生活の安定のため、母子生活支援施設における保護等を行います。

❺ 各種手当の支給【子育て支援課】
ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、各種手当を支給します。

❻ 医療費助成の実施【保険年金課】
ひとり親家庭の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行います。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
自立支援教育訓練・職業訓練給付
金の活用件数

ひとり親家庭からの就労相談によ
る就労者数

前期計画基準値

14.9％
（2016年度）

3件
（2015年度）

10人
（2015年度）

後期計画基準値

12.4％
（2018年度）

2件
（2018年度）

6人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

5件
（2024年度）

10人
（2024年度）

関連する個別計画

計画名

第２期　子ども・子育て
支援事業計画
《再掲》

計画の概要

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へ
とつながる子どもの発達・成長を一体
的・連続的にとらえ、社会全体での子育
て環境をより一層充実していくための計
画です。

根拠法令

子ども・子育て支
援法

計画期間

2019（令和元）年度
策定予定

施策の展開

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

後期基本計画

90 91

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

14.914.9 12.412.4

61.361.3 61.861.8 3.13.1

34.834.8

9.39.3

27.027.0

72.972.9

25.625.6

3.23.2

1.41.4

1.61.6

0.60.6

9.99.9

10.610.6

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



基本計画

基
本
計
画

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策205　青少年健全育成の推進
政策２　子育てのしやすいまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■核家族化の進展や地域のつながりの希薄化に伴って、地域ぐるみで青少年の健全育成を推進す
る環境づくりが難しくなっています。
■地域で青少年健全育成や家庭教育支援に取り組む各種団体と連携して、青少年健全育成や家庭
教育の啓発を図る必要があります。
■本市では、成人式を新成人による実行委員会が企画運営しています。引き続き若者が自分たちの
手で創る成人式を支援し、地域への愛着や仲間とのつながりを深める取組を推進する必要があり
ます。

目 指 す 姿

青少年健全育成の重要性について市民一人ひとりの認識が深まり、学校・地域・家庭のつながり
を通じて、青少年の健全な育成が推進されています。

達成度指標

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
青少年が健全に成長していると
思う保護者等の割合■満足度

成人式の出席率

前期計画基準値

16.3％
（2016年度）

62.3％
（2016年度）

－

後期計画基準値

14.3％
（2018年度）

65.1％
（2018年度）

75.7％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

80％以上
（2024年度）

❶ 青少年健全育成・家庭教育の啓発【防災行政課・学校教育課・生涯学習課】
市民の青少年健全育成や家庭教育に対する意識を高めるため、青少年健全育成大会や家庭教
育講演会、「家庭の日」推進事業等を通じて啓発活動を行います。

❷ 地域人材を活用した家庭教育支援【生涯学習課】
地域人材を活用して、子育て交流の場や親の学びの機会の提供等による家庭教育支援に取り
組みます。

❸ 成人式の開催【生涯学習課】
青少年の健やかな成長をはぐくみ、今後の地域の活性化につなげるため、成人式を開催します。

❹ 青少年健全育成活動を行う団体への支援【生涯学習課・スポーツ課】
地域における青少年の交流の場づくりを促進するため、青少年健全育成活動を行う各種団体

への支援を行います。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

施策の展開

後期基本計画

92 93

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

20.520.5 26.426.4 29.529.5
22.122.1 16.316.3 14.314.3

47.747.7
59.559.5 61.961.9 55.955.9 61.361.3 64.264.2 2.82.8

36.136.1

11.511.5

28.128.1

70.170.1

23.923.9

3.93.9

0.90.9

1.71.7

0.40.4

10.010.0

10.610.6

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■国は、生活習慣と社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで、ライフステージに応じて、健や
かで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指した健康づくり運動（健康日本21（第２次））を
進めています。
■本市でも、国や県の方針を踏まえて、「こころもからだも元気なまち」を目指して、健康的な生活習
慣の確立、疾病の発症予防と重症化予防、地域で支え合う健康づくりの推進に取り組んでいます。
■2016（平成28）年３月に「自殺対策基本法」の一部改正が行われ、市町村が自殺対策の推進に向
けた計画を策定することなどが定められたことを踏まえて、本市では2018（平成30）年度に「自殺
対策計画」を策定して取組を進めています。
■市民の健康志向の高まりを受けて、食生活改善推進員や各種団体と連携して、身近な地域で、気
軽に健康づくりができる環境づくりを進める必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 健康推進課施策301　健康づくりの推進
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿

達成度指標

❶ 各種健（検）診の推進【健康推進課】
生活習慣病の予防や早期発見・治療のため、各種健(検)診の受診勧奨と受診機会の提供を行い

ます。

❷ 健康教育・健康相談の充実【健康推進課】
健康づくりに対する意識を高めるとともに、健康についての不安を軽減するため、市民健康講
座や市民健康相談等により、健康教育・健康相談の充実に取り組みます。

❸ 心の健康相談体制の充実【健康推進課】
心の健康の保持・増進を図るため、心の悩みを抱える人をサポートするゲートキーパーの養成等

により、心の健康相談体制の充実に取り組みます。
加えて、引きこもり問題に係る相談にも取り組みます。

❹ 自殺対策の推進【健康推進課】
心の健康相談体制の充実とあわせて、地域におけるネットワークの強化や市民意識の啓発など

により、総合的な自殺対策を推進します。

❺ 食生活改善推進員との連携【健康推進課】■戦略③
地域での食を通した健康づくりを図るため、食生活改善推進員を養成するとともに、食生活改
善推進員と連携した啓発活動を行います。

❻ 感染症対策の実施【健康推進課】
予防接種等により、感染症の予防・蔓延防止に取り組みます。

❼ 骨髄提供者等への支援【健康推進課】
骨髄移植の推進に向けて、骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄提供しやすい環境をつくるため、
骨髄提供者等に対する支援を行います。

❽ 保健センターの管理・運営【健康推進課】
市民の健康の維持・増進を図るため、保健センターを適正に管理・運営します。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策市民一人ひとりの健康づくりが進み、こころもからだも元気なまちになっています。

関連する個別計画

計画名

健康日本２１清須計画
（第２次）
《再掲》

自殺対策計画
《再掲》

計画の概要

健康づくり施策の進むべき方向と主要
な取組を示し、健康寿命をさらに延伸さ
せることを目指す計画です。

本市における自殺対策を明らかにし、誰
も自殺に追い込まれることのないまちを
目指す計画です。

根拠法令

健康増進法

自殺対策基本法

計画期間

2015（平成27）年度～
2023（令和５）年度

2019（令和元）年度～
2023（令和５）年度

施策の展開

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
健康的な生活習慣を心がけている
市民の割合■満足度
睡眠による休養を十分とれている
と思う市民の割合■満足度
ゲートキーパー養成講座の延べ受
講者数

市民の喫煙率■満足度

食生活改善推進員数■戦略③

前期計画基準値

36.9％
（2016年度）

70.1％
（2016年度）

55.3％
（2016年度）

－

15.2％
（2016年度）

－

後期計画基準値

33.5％
（2018年度）

68.2％
（2018年度）

55.1％
（2018年度）

347人
（2018年度末）

13.9％
（2018年度）

47人
（2019年4月1日）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

472人以上
（2024年度末）

後期計画基準値から減少
（2023年度）

51人
（2025年4月1日）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

後期基本計画

94 95

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

35.335.3
49.049.0 53.953.9

54.354.3 36.936.9 33.533.5

67.167.1
76.376.3 78.178.1

69.069.0 68.868.8 66.566.5 5.75.7

34.934.9

27.827.8

31.631.6

57.257.2

24.924.9

4.64.6

1.51.5

1.51.5

0.20.2

3.23.2

6.96.9

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 社会福祉課施策302　地域福祉の充実
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■地域福祉活動の重要な役割を担う民生委員・児童委員や人権擁護委員について、高齢化の進展と
ともに、女性の社会進出や定年延長など社会環境の変化により、新しい担い手が不足しています。
■地域のつながりが希薄化する中で、地域福祉活動を活性化し、多様化する福祉ニーズに対応する
ためには、民生委員・児童委員や人権擁護委員、社会福祉協議会などとの連携をこれまで以上に強
化する必要があります。
■民生委員・児童委員や人権擁護委員の活動内容を積極的に市民に周知することにより、地域の中
にその取組を浸透させていく必要があります。

目 指 す 姿

民生委員・児童委員や人権擁護委員、社会福祉協議会の活動が充実し、地域におけるつながり
の中で、誰もが安心できるまちになっています。

達成度指標

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
民生委員・児童委員の地域での活
動を知っている市民の割合■満足度
人権擁護委員の地域での活動を
知っている市民の割合■満足度

前期計画基準値

26.9％
（2016年度）

41.7％
（2016年度）

15.4％
（2016年度）

後期計画基準値

26.3％
（2018年度）

40.0％
（2018年度）

15.5％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

❶ 民生委員・児童委員との連携【社会福祉課】
きめ細やかに福祉ニーズに対応するため、地域で活動する民生委員・児童委員と連携した取組

を進めます。

❷ 人権擁護委員との連携【社会福祉課】
市民の人権擁護に対する意識を高めるため、地域で活動する人権擁護委員と連携した取組を
進めます。

❸ 民生委員・児童委員と人権擁護委員の活動内容の情報発信【社会福祉課】
民生委員・児童委員と人権擁護委員の取組を地域の中に浸透させていくため、積極的に活動内
容の情報を発信します。

❹ 社会福祉協議会への支援【社会福祉課】
地域における助け合いや支え合いができる環境づくりを行うため、社会福祉協議会への支援を
行います。

❺ ボランティア活動への支援【社会福祉課】
社会福祉協議会と連携して、地域福祉の向上を担うボランティアに対する支援を行います。

❻ 社会福祉施設の管理・運営【社会福祉課】
市民の充実した地域福祉活動の場を確保するため、社会福祉施設を適正に管理・運営します。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

施策の展開

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

後期基本計画

96 97

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

27.027.0 32.332.3 33.433.4 33.633.6
26.926.9 26.326.3

51.151.1
62.362.3 63.463.4

54.454.4
65.465.4 66.366.3 4.24.2

32.232.2

22.122.1

34.134.1

62.862.8

24.924.9

5.95.9

1.51.5

1.41.4

0.30.3

3.73.7

7.07.0

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



❶ 在宅生活への各種支援【高齢福祉課】
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、在宅生活への各種支援を行います。

❷ 介護予防の推進【高齢福祉課】
高齢者が健康でいきいきとした生活ができるよう、身近な場所で介護予防に取り組めるような
環境づくりを推進します。

❸ 認知症施策の推進【高齢福祉課】
認知症になっても安心して暮らせるやさしい地域をつくるため、認知症の正しい知識の普及や、
認知症の人とその家族を支える取組を進めます。

❹ 地域包括ケアシステム構築の推進【高齢福祉課】
地域で連携しながら、医療・介護・予防・生活支援・住まいが切れ目なく提供される地域包括ケア

システムの構築を推進します。

❺ 介護保険事業の安定的な運営【高齢福祉課】
需給状況を的確に捕捉することにより、適正な介護保険料の設定に努めるとともに、介護保険
事業の安定的な運営に取り組みます。

❻ 生きがいづくり・社会参加の推進【高齢福祉課】
敬老事業やシルバー人材センターに対する支援により、高齢者の生きがいづくりや社会参加を
推進します。

❼ 医療費助成の実施【保険年金課】
後期高齢者医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の医療を受ける際の経済的負担を軽
減するため、医療費助成を行います。

❽ 施設における保護等の実施【高齢福祉課】
居宅での生活が困難な高齢者の生活の安定のため、養護老人ホームでの保護や、特別養護老
人ホーム整備に対する支援を行います。

❾ 高齢者を対象とした各種教室・講座の開催【高齢福祉課】
高齢者の健康の保持・増進や教養の向上、相互交流を図るため、高齢者を対象とした各種教室・
講座を開催します。

■国は、団塊の世代が75歳以上になる2025（令和７）年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活
の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を
進めています。
■本市でも、在宅医療・介護の連携や地域の支え合いと介護予防の推進、認知症施策の推進、ひと
り暮らし高齢者対策、官学連携による介護予防施策の推進、生活支援サービスの体制整備など、
地域包括ケアシステムの構築に向けた総合的な取組を進めています。
■ひとり暮らし高齢者など支援が必要な高齢者に対して、住み慣れた地域で安心して生活ができる
ように、多様なニーズに対応したサービスを提供するとともに、地域で見守りや支え合いができる
環境づくりを進める必要があります。
■今後も介護を必要とする人の増加が見込まれる中で、高齢者が健康でいきいきとした生活ができ
るように、介護予防や認知症施策を推進するとともに、生きがいづくりや社会参加しやすい環境
づくりを進める必要があります。
■介護施設の利用ニーズの増加に対応するため、新たな施設の整備などサービス提供体制の確保
に努める必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 高齢福祉課施策303　高齢者福祉の充実
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿

市民一人ひとりが支え合い、福祉の担い手になるような地域づくりにより、高齢者が生涯現役とし
て働き、暮らしていける元気なまちになっています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
自分が元気であると思う65歳以
上の市民の割合■満足度
介護保険の第１号被保険者に係る
要支援・要介護認定率

前期計画基準値

28.1％
（2016年度）

73.5％
（2016年度）

15.5％
（2015年度末）

後期計画基準値

25.6％
（2018年度）

71.8％
（2018年度）

15.9％
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

20.0％未満
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

高齢者福祉計画・
第７期　介護保険事業
計画

計画の概要

介護保険及び高齢者福祉施策の持続可
能性を高めることにより、高齢者が可能
な限り住み慣れた地域で、いきいきと暮
らし続けることができるような地域社会
の形成を目指す計画です。

根拠法令

老人福祉法、介
護保険法　

計画期間

2018（平成30）年度～
2020（令和２）年度

施策の展開

後期基本計画

98 99

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

21.721.7
29.829.8 34.834.8

26.526.5 28.128.1 25.625.6

67.567.5 72.972.9 74.474.4
66.966.9 72.872.8 72.572.5

5.35.3

40.840.8

20.320.3

31.731.7

61.961.9

18.918.9

7.37.3

1.31.3 0.60.6

3.33.3

6.66.6

1.81.8

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



❶ 総合的な障害者支援【社会福祉課】
障害者総合支援法等に基づいて、障害者が可能な限り身近な場所で安心して地域生活を送る

ことができるよう、総合的な障害者支援を行います。

❷ 障害のある児童への支援【社会福祉課・子育て支援課】
障害のある児童の自立を促進するため、児童福祉法等に基づく療育支援を行います。

❸ 相談支援体制の充実【社会福祉課】
障害者（児）とその家族の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、基幹相談支援センター
等による相談支援体制の充実に取り組みます。

❹ 障害者支援施設の整備・運営への支援【社会福祉課】
施設入所支援等を受けられる場を確保するため、広域的な連携により障害者支援施設の整備・
運営に対する支援を行います。

❺ 各種手当の支給【社会福祉課】
障害者（児）の経済的負担を軽減するため、各種手当を支給します。

❻ 各種助成の実施【社会福祉課】
障害者（児）の通院の移動等による経済的負担を軽減するため、各種助成を行います。

❼ 医療費助成の実施【保険年金課】
障害者（児）の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行います。

施策の展開

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 社会福祉課施策304　障害者（児）福祉の充実
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■2012（平成24）年６月に「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正され、地域社会にお
ける共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害者の日常生活や社会生活を総合的
に支援することが求められています。
■2018（平成30）年４月から改正「障害者総合支援法」等が全面施行され、地域への移行や地域で
の生活の維持・継続に向けた新たなサービスの創設などが行われています。
■また、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし
て、2016（平成28）年４月に「障害者差別解消法」が施行されました。
■本市では、障害者（児）やその家族に対する相談支援体制を強化するため、2015（平成27）年度か
ら基幹相談支援センター（障がい者サポートセンター清須）を開設しました。
■法改正に対応した障害福祉サービスの充実とともに、手話奉仕員の養成などを通して、障害者
（児）に対する理解促進・配慮の充実を図る必要があります。
■施設入所支援等の利用ニーズの増加に対応するため、新たな施設の整備などサービス提供体制
の確保に努める必要があります。

目 指 す 姿

障害者（児）が地域で安心して暮らせる体制が整備されるとともに、障害に対する理解が進み、
障害の有無に関わらず全ての人がともにはぐくみ支えあうまちになっています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
基幹相談支援センターへの新規相
談件数

手話奉仕員養成講座の延べ受講
者数

前期計画基準値

18.9％
（2016年度）

93件
（2015年度）

63人
（2015年度末）

後期計画基準値

18.6％
（2018年度）

81件
（2018年度）

119人
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

150人
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

障害者基本計画

第５期　障害福祉計画

第１期　障害児福祉計画

計画の概要

障害者施策の基本方向を総合的、体系
的に定めた計画です。

障害福祉サービス、相談支援及び地域
生活支援事業の提供体制の確保につい
て定めた計画です。

障害児支援の供給体制の確保について
定めた計画です。

根拠法令

障害者基本法

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法律
（障害者総合支援法）

児童福祉法

計画期間

2018（平成30）年度～
2023（令和５）年度

2018（平成30）年度～
2020（令和２）年度

2018（平成30）年度～
2020（令和２）年度

後期基本計画

100 101

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

17.817.8
25.325.3 29.529.5

22.822.8 18.918.9 18.618.6

58.458.4 62.762.7 67.867.8
60.960.9 66.766.7 67.267.2 4.04.0

37.537.5

14.614.6

29.729.7

68.968.9

24.224.2

5.95.9

0.90.9

2.12.1

0.30.3

4.54.5

7.47.4

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■2015（平成27）年５月に「国民健康保険法」等の一部改正が行われ、国民健康保険制度につい
て、国の財政支援の拡充による財政基盤の強化とともに、2018（平成30）年度から県が財政運営
の責任主体となり、制度の安定化が図られています。
■本市では、将来にわたって国民健康保険の安定した運営を継続するため、運営状況を定期的に検
証し、その結果を踏まえて国民健康保険税の税率改定などを行っています。
■「国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」や「特定健康診査等実施計画」を策定し、
生活習慣病対策をはじめとする健康増進や疾病予防の取組について、健康・医療情報を活用し
て、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業に取り組んでいます。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 保険年金課施策305　医療保険・年金制度の適正運営
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿
安定的な財政運営や医療費増加の抑制などにより、持続可能な制度運営が行われています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
国民健康保険税（現年度課税分）の
徴収率

特定健康診査の受診率

特定保健指導の実施率

後期高齢者健康診査の実施率

前期計画基準値

22.4％
（2016年度）

92.98％
（2015年度）

48.9％
（2014年度）

21.1％
（2014年度）

31.5％
（2015年度）

後期計画基準値

22.2％
（2018年度）

93.29％
（2018年度）

44.6％
（2017年度）

20.9％
（2017年度）

34.1％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

県が提示する標準収納率
（2024年度）

60.0％以上
（2024年度）

60.0％以上
（2024年度）

40.4％以上
（2024年度）

関連する個別計画

計画名

第２期　国民健康保険
保健事業実施計画
（データヘルス計画）

第３期　特定健康診査
等実施計画

計画の概要

健康・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイ
クルに沿った効果的かつ効率的な保健
事業を実施するための計画です。

国民健康保険の保健事業の中核をなす
特定健康診査・特定保健指導の具体的
な実施方法等を定める計画です。

根拠法令

国民健康保険法

高齢者の医療
の確保に関する
法律

計画期間

2018（平成30）年度～
2023（令和５）年度

2018（平成30）年度～
2023（令和５）年度

❶ 国民健康保険事業の安定的な運営【保険年金課】
財政運営の責任主体である県との連携を図りながら、受益者負担の適正化や医療費の適正化

などにより、国民健康保険事業の安定的な運営に取り組みます。

❷ 国民健康保険税の適正確保【収納課】
国民健康保険税の適正確保を図るため、滞納者に対する納税指導に取り組みます。

❸ 国民健康保険加入者への保健事業の推進【保険年金課・健康推進課】
生活習慣病等の発症と重症化を予防するため、国民健康保険加入者への特定健康診査・特定
保健指導等の保健事業を推進します。
また、後発医薬品の使用促進などにより、医療費の適正化に取り組みます。

❹ 後期高齢者医療事業の安定的な運営【保険年金課】
高齢期医療の適正確保を図るため、広域的な連携により後期高齢者医療事業の安定的な運営

に取り組みます。

❺ 後期高齢者医療保険加入者への健康診査の推進【健康推進課】
生活習慣病等の発症と重症化を予防するため、後期高齢者医療保険加入者への健康診査を推
進します。

❻ 国民年金制度の周知等【保険年金課】
国民年金制度の趣旨の理解を促進するため、制度の周知を図ります。
また、日本年金機構との協力・連携により、適正な事務を行います。

施策の展開

後期基本計画

102 103

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

17.517.5
24.124.1 25.625.6 22.522.5 22.422.4 22.222.2

65.865.8 62.662.6 62.162.1 60.160.1
75.375.3 75.275.2

4.74.7

48.148.1

17.517.5

27.127.1

57.457.4 11.011.0

0.70.7

5.95.9

0.30.3

3.53.5

6.96.916.916.9

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 社会福祉課施策306　生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施
政策３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■全国的な生活保護受給者数の動向は、2015（平成27）年をピークに減少に転じましたが、以降は
ほぼ横ばいで推移しています。
■本市の生活保護受給者数は2017（平成29）年までは増加傾向にありましたが、以降はほぼ横ば
いで推移しています。生活保護受給世帯のうち、特に高齢者世帯の増加が顕著となっており、稼
動年齢層世帯は減少傾向にあります。
■生活保護に至る前の段階での就労支援等の自立支援策の強化を図るため、2015（平成27）年４
月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。本市でも困窮の深刻化を予防するため、適切な
自立相談支援に取り組んでいます。
■生活困窮者の自立を促進するため、関係機関と連携しながら、状況に応じて包括的・継続的な支
援を行う必要があります。
■子どもの将来をサポートし、「貧困の連鎖」を防止するため、生活困窮世帯等の子どもの学習等へ
の支援を行っています。

目 指 す 姿

生活保護制度と生活困窮者自立支援制度が適正に実施され、生活困窮者のセーフティネットが確
立しています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
生活保護受給者のうち、就労支援
による就労者数

自立相談支援事業により、生活保
護に至らなかった自立者数

前期計画基準値

13.4％
（2016年度）

12人
（2015年度）

10人
（2015年度）

後期計画基準値

14.0％
（2018年度）

17人
（2018年度）

9人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

20人
（2024年度）

10人
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 生活保護制度の適正な実施【社会福祉課】
国民の権利である生活保護の受給について、生活保護制度の適正な実施に取り組みます。

❷ 生活困窮者自立支援制度の適正な実施【社会福祉課】
生活保護に至る前の段階での早期支援と自立促進を図るため、生活困窮者に対しての自立相
談支援や住居確保給付金の支給など、生活困窮者自立支援制度の適正な実施に取り組みます。

❸ 生活困窮世帯等の子どもへの学習支援等の実施【社会福祉課】
生活困窮世帯等の子どもの将来をサポートし、出身世帯の経済的・社会的自立を促進するため、
生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援や進学支援を行います。

施策の展開

後期基本計画

104 105

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

13.413.4 14.014.0

52.752.7 55.655.6
3.43.4

29.129.1

10.610.6

26.526.5

71.871.8

31.331.3

5.15.1

3.13.1

2.92.9

1.71.7

6.16.1

8.28.2

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 新清洲駅周辺まちづくり課施策401　市街地整備の推進
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■本市では、春日学校橋西、春日新橋西、新清洲駅北、清洲駅前で土地区画整理事業を進めており、
市街化区域面積に対する土地区画整理事業施行済・施行中面積の割合は、県内でも高い水準と
なっています。
■10の鉄道駅があり、名古屋に至近の本市の特徴を生かして、市街地整備を進める必要があります。
■名鉄新清洲駅の周辺整備について、名鉄名古屋本線の高架化に係る仮線用地の確保が必要なこ
とから、地権者への意向聴取を行いながら事業を進める必要があります。
■ＪＲ清洲駅の周辺整備について、2018（平成30）年３月に仮換地指定が行われました。土地区画整
理事業による建物移転が多く見込まれることから、住民との合意形成を図りながら事業を進める
必要があります。
■幅員の狭い道路や低未利用地の解消を図るため、土地区画整理事業施行地区に隣接する地区な
どにおいても、土地区画整理事業との一体的な整備を検討する必要があります。
■2019（平成31）年３月に策定した「都市計画マスタープラン」に基づいて、社会経済情勢の変化に
的確に対応しつつ、長期的・総合的な視点に立って都市計画を進めるため、土地利用の見直しや
都市施設の適正配置について検討する必要があります。

目 指 す 姿

駅周辺を中心とする市街地整備が着実に進展し、土地の有効利用が進み、安心で快適な生活基盤
がつくられています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
新清洲駅北土地区画整理事業の
推進

清洲駅前土地区画整理事業の推進

前期計画基準値

31.4％
（2016年度）

事業計画決定
（2014年度）

事業認可
（2015年度）

後期計画基準値

28.4％
（2018年度）

基盤整備等の進捗
（2018年度）

基盤整備等の進捗
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

換地処分等を除く事業の完了
（2023年度）

事業の完了
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

都市計画マスタープラン

新清洲駅北土地区画整
理事業計画

清洲駅前土地区画整理
事業計画

春日学校橋西土地区画
整理事業計画

春日新橋西土地区画整
理事業計画

計画の概要

長期的・総合的な視点から土地利用や
都市施設といった都市計画の方針を明
らかにした計画です。

新清洲駅北地区の土地区画整理事業を
行うための計画です。

清洲駅前地区の土地区画整理事業を行
うための計画です。

春日学校橋西地区の土地区画整理事業
を行うための計画です。

春日新橋西地区の土地区画整理事業を
行うための計画です。

根拠法令

都市計画法

土地区画整理法

土地区画整理法

土地区画整理法

土地区画整理法

計画期間

2019（令和元）年度～
2028（令和10）年度

2014（平成26）年度～
2040（令和22）年度

2015（平成27）年度～
2024（令和６）年度

2010（平成22）年度～
2021（令和3）年度

2010（平成22）年度～
2020（令和２）年度※

※　延伸予定

❶ 名鉄新清洲駅周辺整備の推進【新清洲駅周辺まちづくり課】
名鉄新清洲駅周辺の都市拠点機能の充実と土地の有効利用を図るため、土地区画整理事業に

よる市街地整備を推進します。

❷ ＪＲ清洲駅周辺整備の推進【都市計画課】
ＪＲ清洲駅周辺の都市機能の充実を図るため、土地区画整理組合に対する支援を行うとともに、
都市計画道路や駅前広場の整備により、市街地整備を推進します。

❸ 鉄道高架化整備の推進【新清洲駅周辺まちづくり課】
快適で良好な市街地形成を図るため、国・県等との連携により名鉄新清洲駅周辺の鉄道高架化
整備を推進します。

❹ 春日地区の市街地整備の推進【都市計画課】
春日学校橋西地区と春日新橋西地区における都市施設の充実と土地の有効利用を図るため、
土地区画整理組合に対する支援により、市街地整備を推進します。

❺ 地域に応じた市街地整備の検討【都市計画課】
狭あい道路や低未利用地を解消するため、地域に応じた市街地整備を検討します。

❻ 土地利用の見直し等の検討【都市計画課】
社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、長期的・総合的な視点に立って都市計画を進めるた

め、土地利用の見直しや都市施設の適正配置を検討します。

❼ 地籍調査の実施【土木課】
正確な地籍図や地籍簿を作るため、地籍調査を行います。

施策の展開

後期基本計画

106 107

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

21.321.3 28.028.0 28.928.9 28.528.5 31.431.4 28.428.4

62.362.3 62.862.8 67.167.1 61.661.6 68.568.5 71.771.7 5.65.6

35.535.5

22.822.8

36.236.2

42.842.8

20.020.0

18.618.6

1.41.4

7.47.4

0.10.1

2.92.9

6.76.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 土木課施策402　道路・橋梁の整備・適正管理の推進
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■高度経済成長期に集中的に整備された道路の老朽化が進んでいることを受けて、2013（平成
25）年６月に「道路法」等の一部改正が行われ、予防保全の観点も踏まえて、道路管理者が道路の
点検を行うべきことが明確化されました。
■本市では、橋梁の点検結果に基づいて、2015（平成27）年３月に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定
しました。以降、国が定める基準（近接目視による５年に１回の点検）に基づいて、予防的・計画的な
橋梁の修繕を進めています。また、市道の舗装や道路附属物（道路標識、道路照明施設）について
も、定期的な点検に基づいた修繕計画を策定して、計画的な修繕を進めています。
■機能的な都市活動の基盤となる広域幹線道路や地域内連絡幹線道路については、2020（令和２）
年度に都市計画道路清須新川線（桃栄跨線橋）の開通が予定されるなど県と連携した整備を進め
ており、引き続き取組を推進する必要があります。
■交通量が多く幅員の狭い通学路や生活道路については、歩道の設置等により利用者の安全と快
適な交通環境を確保する必要があります。

目 指 す 姿

国や県と連携した道路網の整備と、道路・橋梁の計画的な修繕が着実に進展し、道路利用者の利便
の増進と安全確保が図られています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市内の道路網が充実していると思
う市民の割合■満足度
道路・橋梁の損傷や劣化に起因す
る事故発生件数

前期計画基準値

30.5％
（2016年度）

40.2％
（2016年度）

3件
（2015年度）

後期計画基準値

29.7％
（2018年度）

43.6％
（2018年度）

0件
（2019年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0件
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

舗装修繕計画

横断歩道橋修繕計画

橋梁長寿命化修繕計画

計画の概要

路面性状調査結果に基づき、道路の舗
装修繕を効率的かつ計画的に実施する
ための計画です。

横断歩道橋の点検結果に基づき、横断
歩道橋の修繕を効率的かつ計画的に実
施するための計画です。

道路法の改正により、５年に１回の点検
が義務付けられた橋梁の点検結果に基
づき、市が管理する橋梁の効率的な維
持管理を推進するための計画です。

根拠法令

道路法

道路法

道路法

計画期間

2019（令和元）年度～
2023（令和５）年度
毎年度更新予定

2019（令和元）年度
策定予定

2016（平成28）年度～
2025（令和７）年度

❶ 道路の適正な管理【土木課・都市計画課】
快適な交通環境を確保するため、道路を適正に管理します。

❷ 道路の計画的な修繕【土木課】
道路の舗装や照明、横断歩道橋等について安全を確保するとともに、整備コストを削減・平準化

するため、点検に基づく計画的な修繕を行います。

❸ 広域幹線道路・地域内連絡幹線道路の整備【都市計画課】
県と連携して広域幹線道路や地域内連絡幹線道路の整備に取り組みます。

❹ 通学路・生活道路の整備【土木課】
利用者の安全と快適な交通環境を確保するため、歩道の設置など通学路・生活道路の整備を行

います。

❺ 橋梁の予防的・計画的な修繕【土木課】
橋梁について安全を確保するとともに、整備コストを削減・平準化するため、点検に基づく予防
的・計画的な修繕を行います。

❻ 橋梁の整備【土木課】
河川改修等に伴って必要となる橋梁の整備を行います。

施策の展開

後期基本計画
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満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

23.923.9 27.227.2 25.125.1 29.129.1 30.530.5 29.729.7

61.561.5
74.974.9 75.975.9

64.364.3 71.671.6 74.374.3
5.35.3

38.338.3

24.424.4

36.036.0

41.041.0

17.817.8

18.718.7

1.01.0

7.87.8

0.20.2

2.82.8

6.76.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■本市において、春日地区は市が給水を行っており、それ以外の地区は名古屋市から給水を受けて
います。
■計画的な水道管の耐震化整備により、災害時にも水の安定的な供給を確保する必要があります。
■生活環境の向上や公共用水域の水質保全を図るため、2013（平成25）年３月に公共下水道事業
の供用を開始しました。順次処理区域の拡大を進め、下水道の普及を促進しています。
■公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上などを目的として、2019（令和元）年度か
ら下水道事業に民間企業と同様の公営企業会計を適用しています。
■今後人口減少などによる料金収入の減少が見込まれる中、水道事業・下水道事業ともにサービス
を将来にわたって安定的に供給するため、「経営戦略」に基づいて、中長期的な視点に立って経営
の効率化・健全化を推進する必要があります。

111清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 上下水道課施策403　上水道の安定供給・下水道の充実
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿
水道管の耐震化が着実に進展するとともに、水道事業が適正に運営され、水道水が安定的に供給さ
れています。
下水道の計画的な整備が着実に進展し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全が図られています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

下水道普及率

水道管（清須市給水区域）の耐震
化率

前期計画基準値

32.4％
（2016年度）

20.3％
（2015年度末）

8.8％
（2015年度末）

後期計画基準値

31.1％
（2018年度）

28.4％
（2018年度末）

9.4％
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

54.3％
（2024年度末）

12.0％
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

春日地区配水管路等
耐震化計画

汚水適正処理構想

公共下水道全体計画
《再掲》

公共下水道事業計画
《再掲》

水道事業経営戦略

下水道事業経営戦略※

計画の概要

重要なライフラインである水道本管の耐震化
を行い、災害時などに水道管網が確立され、
飲料水の確保を目指すための計画です。

市全域において、各種汚水処理施設の整備運
営を適切な役割分担のもと計画的かつ効率的
に実施するための方針です。

公共下水道の計画区域等を定めた全体計画
です。

公共下水道を整備する地区や工事の期間等を
記載した事業計画です。おおむね５年ごとに予
定処理区域の拡大を行っています。

将来にわたって安定的に水道事業を継続して
いくための中長期的な経営の基本計画です。

将来にわたって安定的に下水道事業を継続し
ていくための中長期的な経営の基本計画です。

根拠法令

水道法

－

－

下水道法、
都市計画法

－

－

計画期間

2016（平成28）年度～
2025（令和７）年度

2015（平成27）年度～
2030（令和12）年度

2010（平成22）年度～
2025（令和７）年度

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

2018（平成30）年度～
2027（令和９）年度

2016（平成28）年度～
2025（令和７）年度

❶ 健全な公営企業経営の推進【上下水道課】
将来にわたって安定的にサービスが供給できるよう、「経営戦略」に基づいて、健全な公営企業
経営を推進します。

❷ 水の安定供給【上下水道課】
広域的な連携も活用して、安全な水の安定供給に取り組みます。

❸ 水道管の耐震化整備【上下水道課】
災害時にも水を安定的に供給できるよう、清須市給水区域における計画的な水道管の耐震化
整備を行います。

❹ 下水道（汚水）の整備【上下水道課】
衛生的で快適な生活環境を実現するため、汚水管渠等の整備を行います。

❺ 各種助成の実施【上下水道課】
供用開始区域内の下水道接続を促進するため、各種助成を行います。

❻ 流域下水道関連施設の管理・運営【上下水道課】
市民が下水道についての理解を深め、あわせて市民交流の場を確保するため、水の交流ステー

ションや緑地を適正に管理・運営します。

施策の展開

※　公営企業会計の適用に伴い改定予定

後期基本計画
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満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

32.832.8
42.542.5 47.747.7

35.435.4 32.432.4 31.131.1

74.674.6 79.879.8 81.781.7
69.569.5 69.769.7 71.571.5 7.57.5

38.138.1

23.623.6

33.433.4

43.043.0

20.620.6

14.914.9

0.90.9

7.97.9

0.20.2

3.13.1

6.86.8

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■本市では、市民の憩いの場所となる公園について、安全を確保するため、遊具施設等の老朽化に
対応した計画的な改築更新を進めています。
■市民の地元の公園等への愛着をはぐくむため、市民協働の取組として、自治会等への除草・清掃
管理委託や清須アダプト・プログラムを実施しています。
■市の資源である庄内川、新川、五条川の水辺空間について、散策路など市民の憩いの場所として
の活用に取り組んでいます。
■より魅力的な水辺空間と緑地の形成のため、市民や事業者等との連携強化とともに、広域的な連
携の強化を図る必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 都市計画課施策404　水辺空間と緑地の充実
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿
市民協働による河川環境美化や都市緑化が進展し、市民が水と緑を感じ、ふれあうことができる
空間が形成されています。

達成度指標

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市内に良好な水辺空間が保たれて
いると思う市民の割合■満足度

都市公園の面積

前期計画基準値

32.0％
（2016年度）

36.9％
（2016年度）

255,614㎡
（2015年度末）

後期計画基準値

30.0％
（2018年度）

35.8％
（2018年度）

259,714㎡
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

264,000㎡
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

関連する個別計画

計画名

公園施設長寿命化計画

緑の基本計画

計画の概要

今後進展する公園施設の老朽化に対し
て、安全対策を強化するとともに、改築・
更新費用の平準化、施設の長寿命化を
図るための計画です。

市内における緑地・樹木の保全、公園等
の整備、道路・河川・学校・住宅の緑化な
ど、緑に関する施策を総合的かつ計画
的に実施するための計画です。

根拠法令

都市公園法

都市緑地法

計画期間

2012（平成24）年度～
2021（令和３）年度

2011（平成23）年度～
2028（令和10）年度

❶ 公園・緑地の整備・管理【都市計画課】
緑があふれる市民の憩いの場所を確保するため、公園・緑地の整備・管理を行います。

❷ 遊具施設等の整備【都市計画課】
公園を安心して利用できるよう、遊具施設等の計画的な改築更新を行います。

❸ 水辺の散策路の管理【土木課】
市民の憩いの場所となる水辺環境を確保するため、水辺の散策路を適正に管理します。

❹ 河川環境美化活動への支援【生活環境課】
水辺環境を保全するため、市民が行う河川環境美化活動を支援します。

❺ かわまちづくり事業の推進【都市計画課】
市民との協働や広域的な連携により、にぎわいのある水辺空間づくりを推進します。

❻ 清須アダプト・プログラムの実施【企画政策課】
市民の環境美化に対する意識を高めるため、市民と協働して、道路・公園等の清掃や植栽等を
行います。

❼ 都市緑化への支援【都市計画課】
身近な緑の質を高め、市全体の緑化の推進につなげるため、市民や事業者等が行う緑化の取
組に対して支援を行います。

施策の展開

112 113

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

42.242.2 42.142.1 47.947.9

46.246.2 32.032.0 30.030.0

65.465.4 68.968.9 70.770.7
61.661.6 55.755.7 58.358.3

5.85.8

24.924.9

24.224.2

33.433.4

48.548.5

31.231.2

12.612.6

2.72.7

5.95.9

0.90.9

3.03.0

6.96.9

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■2014（平成26）年11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正が行わ
れ、人口減少社会において地域の活力を維持・強化するため、コンパクトなまちづくりと連携して、
地域公共交通ネットワークを確保することが重要となっています。
■2006（平成18）年10月に運行を開始したコミュニティバス「あしがるバス」は、本市の公共交通の
核として、市民の日中の市内移動の利便性向上に重要な役割を果たしており、順調に利用者数を
伸ばしています。
■2018（平成30）年10月から「ブルールート」を新設するとともに、既存ルートの増便、乗換えしや
すいダイヤの設定、パターンダイヤの導入を行いました。
■市民のニーズに応じて、「あしがるバス」のルート・ダイヤの最適化や利用促進を図るとともに、福
祉や観光など、様々な分野との連携を図りながら、更なる公共交通の充実を推進する必要があり
ます。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 企画政策課施策405　公共交通の充実
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿
「あしがるバス」を中心とした公共交通網が充実し、市内移動の利便性が向上しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策関連する個別計画

計画名

地域公共交通計画

計画の概要

市内移動の利便性向上に向けて、既設
の鉄道網を生かした市内公共交通ネット
ワークを形成するための計画です。

根拠法令

地域公共交通の
活性化及び再生
に関する法律

計画期間

2019（令和元）年度
策定予定

❶ コミュニティバスの運行【企画政策課】
高齢者や主婦層等の日中市内移動の利便性を高めるため、「あしがるバス」を運行します。

❷ 各種イベント等を通じた利用促進【企画政策課】
「あしがるバス」の認知度を高め、利用率を向上させるため、各種イベント等を通じた利用促進
に取り組みます。

❸ 利用環境整備の推進【企画政策課】
「あしがるバス」利用者の満足度向上を図るため、「バスロケーションシステム」の運用など利用
環境の整備を推進します。

❹ ルート・ダイヤ等の見直し【企画政策課】
市民ニーズに応じた「あしがるバス」の運行を行うため、定期的にルート・ダイヤ等の見直しを行

います。

❺ 福祉有償運送制度の運用【高齢福祉課】
ＮＰＯ法人等による福祉有償運送制度について、「清須市福祉有償運送運営協議会」において
運送者への必要な助言や指導を行います。

施策の展開

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
「あしがるバス」を利用したことが
ある市民の割合■満足度
「あしがるバス」を知っている市民
の割合■満足度
「あしがるバス」の１便あたりの利
用者数

前期計画基準値

33.4％
（2016年度）

―

97.1％
（2016年度）

5.2人
（2015年度）

後期計画基準値

30.4％
（2018年度）

16.0％
（2018年度）

97.9％
（2018年度）

5.6人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値を維持
（2023年度）

6.5人
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

114 115

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

30.030.0

29.429.4 30.830.8 31.831.8 33.433.4 30.430.4
43.943.9

52.352.3 54.554.5 50.550.5
61.561.5

68.568.5 7.17.1

35.535.5

23.323.3

33.033.0

40.040.0

21.821.8

17.217.2

2.32.3

9.49.4

0.70.7

3.13.1

6.76.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



116 117清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生活環境課施策406　ごみの減量化と資源化の推進
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■スマートフォンやタブレット端末でごみの分別方法や収集日を確認できる「ごみ分別アプリ　さん
あーる」の配信を2017（平成29）年度から開始しました。多言語への対応など、引き続き使いやす
さの向上に取り組む必要があります。
■市民の利便性向上とともに、ごみ処理に係るコストの低減を図るため、分別・収集・処理方法や費
用負担のあり方などの定期的な検証を行う必要があります。
■ごみの減量化と資源化を促進するため、引き続き広報紙やホームページ等の媒体を通じて、市民
や事業者に対してごみに対する意識の啓発を図る必要があります。
■民間の資源回収ステーションの増加などに伴い、リサイクル率は減少傾向にあります。市が実施
している資源回収ステーションの運営等について、社会の変化を踏まえて、あり方を検討する必要
があります。

目 指 す 姿

市民・事業者・行政が一体となったごみの減量化と資源化の取組がより一層浸透し、循環型社会が
構築されています。

達成度指標

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市民１人１日あたりの生活系ごみ
排出量

リサイクル率（ごみの資源化量／
ごみの排出量）

前期計画基準値

40.8％
（2016年度）

641ｇ
（2015年度）

17.1％
（2015年度）

後期計画基準値

38.0％
（2018年度）

613ｇ
（2017年度）

15.1％
（2017年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

529ｇ
（2024年度）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ ごみの適正な処理【生活環境課】
市民の利便性向上や処理コスト削減に努めながら、家庭や事業所から排出される一般廃棄物

の適正な処理を行います。

❷ ごみ減量化・再資源化の啓発【生活環境課】
分別の徹底等、市民や事業者のごみ減量化・再資源化に対する意識を高めるため、啓発活動を
行います。

❸ 市民に分かりやすいごみの分別情報等の発信【生活環境課】
「ごみ分別アプリ　さんあーる」等により、市民に分かりやすいごみの分別情報等を発信します。

❹ 資源回収活動への支援【生活環境課】
ごみ減量化・再資源化を促進するため、市民が行う資源回収活動に対する支援を行います。

❺ ごみ減量化活動への支援【生活環境課】
生ごみの自家処理による減量化を図るため、生ごみ処理機等の購入に対する支援を行います。

❻ 資源回収施設の管理・運営【生活環境課】
市民が身近な場所で資源回収できるよう、資源回収ステーション等を適正に管理・運営します。

❼ し尿の適正な処理【生活環境課】
衛生的で快適な生活環境を確保するため、広域的な連携によるし尿処理施設の運営等により、

し尿の適正な処理に取り組みます。

施策の展開

関連する個別計画

計画名

一般廃棄物処理基本計画

分別収集計画（第８期）

計画の概要

限りある資源の有効活用を図るため、ご
みに対する市民の意識改革を図り、官民
一体となってリサイクルシステムなどを
確立し、ごみの減量化と資源としての再
利用を図るための計画です。

容器包装廃棄物の４Ｒを推進し、廃棄物
の減量や最終処分場をはじめとする廃
棄物処理施設の延命化、資源の有効利
用、循環型社会の形成を図るための計
画です。

根拠法令

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律

容器包装に係る
分別収集及び再
商品化の促進等
に関する法律

計画期間

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

2017（平成29）年度～
2021（令和３）年度

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

48.348.3
58.258.2 64.664.6

53.153.1
40.840.8 38.038.0

79.279.2 81.081.0 84.084.0
71.571.5 67.267.2 68.068.0 8.68.6

34.834.8

29.429.4

33.233.2

49.849.8

23.823.8

7.87.8

0.90.9

1.71.7

0.30.3

2.62.6

7.07.0

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生活環境課施策407　環境保全の推進
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■有害鳥獣の捕獲や定期的な公害調査の実施などにより、市民が快適に生活できる環境づくりに
努めています。
■市内学校での行政出前講座などにより、低年齢からの環境保全に対する意識の啓発を図る必要
があります。
■本市では、公共施設への太陽光発電の導入や職員に対する意識啓発などにより、環境負荷低減
対策を積極的に進めています。
■市民の環境に対する意識が高まっている中、市民ニーズに対応した環境負荷低減対策への支援
を検討する必要があります。
■核家族化が進展する中、市民が安心して利用できる墓地を提供する必要があります。

目 指 す 姿

環境の保全や公害の未然防止が図られ、市民にとって良好な生活環境が保たれています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
環境負荷の低減を心がけている市
民の割合■満足度

市内の公害発生件数

市の行政事務に係る温室効果ガス
総排出量

前期計画基準値

27.9％
（2016年度）

66.0％
（2016年度）

0件
（2015年度）

－

後期計画基準値

26.9％
（2018年度）

63.6％
（2018年度）

0件
（2018年度）

735,851kg-CO２
（2015年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0件
（2024年度）

637,000kg-CO２
（2024年度）

関連する個別計画

計画名

一般廃棄物処理基本計画
《再掲》

地球温暖化対策実行計画

計画の概要

限りある資源の有効活用を図るため、ご
みに対する市民の意識改革を図り、官民
一体となってリサイクルシステムなどを
確立し、ごみの減量化と資源としての再
利用を図るための計画です。

市自らが事業者・消費者として、職員全
員の参加で地球温暖化対策を計画的に
実行し、市の事務事業に伴う温室効果
ガスの排出抑制を図るための計画です。

根拠法令

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律

地球温暖化対策
の推進に関する
法律

計画期間

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

2017（平成29）年度～
2021（令和３）年度

❶ 地域環境の保全【生活環境課】
快適に生活できる地域づくりを進めるため、有害鳥獣の捕獲や啓発活動により、地域環境の保
全に取り組みます。

❷ 公害調査等の実施【生活環境課】
公害の発生を未然に防止するため、水質汚濁・悪臭・騒音などについての調査等を行います。

❸ 浄化槽清掃への支援【生活環境課】
下水道未供用地区において、衛生的で快適な生活環境を確保するため、浄化槽の清掃に対する

支援を行います。

❹ 住宅用地球温暖化対策設備の導入への支援【生活環境課】
市民の環境に対する意識を高め、温室効果ガスの排出量を削減するため、住宅用地球温暖化対
策設備の設置に対する支援を行います。

❺ 環境負荷低減対策の推進【全庁（生活環境課）】
公共施設への太陽光発電の導入や職員に対する意識啓発など、環境負荷低減対策を推進し

ます。

❻ 墓地の管理・運営【生活環境課】
心安らかに墓地を訪れることができるよう、新川墓地を適正に管理・運営します。

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

118 119

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

30.130.1 34.634.6
26.626.6

35.935.9 27.927.9 26.926.9

62.762.7
69.969.9

63.263.2
56.156.1 60.960.9 63.363.3 5.85.8

30.730.7

21.121.1

32.632.6

59.859.8

28.728.7

6.86.8

0.90.9

2.82.8

0.30.3

3.73.7

6.86.8

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



後
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画

清須市第２次総合計画

主担当課 ： 生活環境課施策408　斎苑施設の整備・運営
政策４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■高齢化の進展に伴って、今後増加が見込まれる火葬の需要への対応が求められています。
■住民説明会の開催などにより斎苑施設整備地の周辺住民との合意形成を図るとともに、環境に
配慮しながら整備を進める必要があります。
■斎苑施設整備地の周辺住民の生活環境に配慮して、要望を踏まえた環境改善の取組を進める必
要があります。

目 指 す 姿

斎苑施設が整備され、適切に施設の運営が行われています。

達成度指標

施策の展開

❶ 斎苑施設の整備・運営【生活環境課】
市民が身近な場所で火葬を営むことができるよう、広域的な連携により斎苑施設を整備し、適
切に施設の運営を行います。

❷ 斎苑施設周辺環境改善事業の実施【全庁（生活環境課）】
斎苑施設整備地の周辺住民の生活環境の向上に向けて、周辺道路の整備など斎苑施設周辺環
境改善事業に取り組みます。

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

都市計画決定手続きの推進

斎苑施設整備の推進

前期計画基準値

16.3％
（2016年度）

都市計画決定に
向けた調査等
（2015年度）

－

後期計画基準値

15.5％
（2018年度）

都市計画決定
（2018年度）

造成工事の実施
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

－

供用開始
（2021年度）

関連する個別計画

計画名

斎場建設基本計画
（五条広域事務組合）

計画の概要

斎場の建設方針や施設計画などを定め
た計画です。

根拠法令

－

計画期間

－

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

121120

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

13.313.3 16.216.2 17.717.7 14.714.7 16.316.3 15.515.5

41.441.4 45.445.4 47.747.7 45.845.8 46.846.8 50.850.8
4.54.5

24.324.3

11.011.0

26.526.5

67.267.2

37.437.4

8.68.6

3.43.4

4.94.9

1.71.7

3.93.9

6.76.7

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答
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清須市第２次総合計画

主担当課 ： 産業課施策501　観光の振興
政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■2018（平成30）年の訪日外国人旅行者数は3,119万人となっており、国では、観光立国の実現に
向けて、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020（令和２）年に訪日外国人旅行者数
4,000万人を目指す取組が進められています。県でも、観光を新たな戦略産業と位置付けて、
2016（平成28）年２月に策定した「あいち観光戦略」に基づいて具体的なプロジェクトを進めてい
ます。
■近隣観光地との観光誘客競争の激化などにより、清洲城の入場者数は2016（平成28）年度から
減少に転じています。観光施設の魅力向上、インターネットやＳＮＳを活用した情報発信などによ
り、継続的な誘客促進を図る必要があります。
■増加する訪日外国人旅行者について、誘客促進の取組とともに、多言語対応など観光しやすい環
境づくりを進める必要があります。
■清洲城を中心とした観光施設への誘客を地域経済の活性化につなげる必要があります。
■リニア中央新幹線の開業は、名古屋駅からのアクセスに優れる本市にとっては更なる観光客増加
の機会となることから、その機会を最大限に生かすための取組を進める必要があります。

目 指 す 姿
地域資源を活用した観光の振興が図られ、地域の活力が醸成されるとともに、市外からの来訪者
が増加しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

滞在人口率（休日14時、年平均）

清洲城の入場者数（有料）

前期計画基準値

23.2％
（2016年度）

0.88倍
（2014年度）

85,069人
（2015年度）

後期計画基準値

20.5％
（2018年度）

0.89倍
（2017年度）

61,123人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

0.93倍
（2024年度）

85,000人
（2024年度）

❶ 魅力あるまつりの開催【産業課】
毎年開催されるまつりの魅力を市内外に向けて発信するとともに、幅広い市民の参加を促進す

るため、まつりの開催への支援を行います。

❷ 観光施設の魅力向上の推進【産業課】■戦略②
清洲城をはじめとする観光施設への誘客を促進するため、手作り甲冑試着や観光ガイド、武将
隊のおもてなしなど市民協働による取組とともに、様々な手法の導入を検討し、観光施設の魅力
向上を推進します。

❸ オリジナル土産品の開発・情報発信【産業課】■戦略②
観光客の満足度向上を図るため、市内の企業や事業所と連携したオリジナル土産品の開発に
取り組むとともに、清洲ふるさとのやかたを活用した情報発信を行います。

❹ 観光地域づくりの推進【産業課】■戦略②
市外来訪者の市内滞在を促進するため、観光施設間の連携や案内サインの設置などにより、観
光地域づくりを推進します。

❺ レンタサイクルの運営【産業課】■戦略②
市外来訪者の利便性と周遊性の向上を図るため、「あしがるサイクル」を運営します。

❻ 観光情報発信力の強化【産業課】■戦略②
訪日外国人等を含む市外からの積極的な観光誘客を促進するため、「Kiyosu　Free　Wi-Fi」

サービス提供エリアの拡大、海外向けプロモーション映像の配信、多言語対応リーフレットの配布
等により、観光情報発信力の強化に取り組みます。

❼ 観光活動を行う団体への支援【産業課】
個々の観光資源の魅力を相乗的に高め、地域全体の魅力ある観光を展開するため、各種団体
が行う観光活動への支援を行います。

❽ 地域間交流・連携の推進【企画政策課・産業課】
観光誘客の促進に向けた取組の効果を相乗的に高めるため、歴史・文化的な関わりがある地域

との交流・連携を推進します。

施策の展開

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

122 123

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

15.615.6

37.737.7
44.744.7

23.623.6 23.223.2 20.520.5

38.938.9

57.857.8 61.061.0
50.750.7 52.352.3 53.153.1

3.53.5

20.920.9

17.017.0

32.232.2

48.948.9

32.632.6

18.218.2

6.06.0

9.69.6

1.71.7

2.82.8

6.66.6

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



6 清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 産業課施策502　商業・工業の振興
政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■景気低迷による売上の減少や高齢化の進展による後継者不足などにより、民営事業所数は減少
傾向にあります。本市商工会の会員数についても、同様に減少傾向にあります。現状を踏まえて、
既存の事業者に対する支援とともに、新規創業に対する支援にも取り組む必要があります。
■中小事業者の経営基盤の強化を図るため、商工会と連携して、伴走型の経営相談や資金融資な
どの支援を行っています。
■名古屋から至近であり、国道・主要幹線道路・高速道路インターチェンジを有する立地を生かして、
高度先端産業をはじめとする今後成長が見込まれる分野の企業誘致に取り組む必要があります。
■清洲城など市が有する観光資源を積極的に生かして、市内事業者と連携した商工業の魅力を高
める取組を進める必要があります。

目 指 す 姿
商業・工業の振興と安定が図られ、中小事業者をはじめとする市内の商工業者がいきいきと活動
しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

計画名

創業支援事業計画

計画の概要

地域における創業を促進するため、清須
市、北名古屋市、豊山町、各市町の商工
会、金融機関が連携した創業支援の取
組を推進する計画です。

根拠法令

産業競争力強
化法

計画期間

2016（平成28）年度～
2020（令和２）年度

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

市内の民営事業所数■戦略②

市内の民営事業所の従業者数
■戦略②
創業支援事業による創業件数
■戦略②

前期計画基準値

17.0％
（2016年度）

2,636事業所
（2014年７月１日）

28,609人
（2014年7月1日）

計画に基づく事業開始
（2016年度）

後期計画基準値

15.1％
（2018年度）

2,495事業所
（2016年６月１日）

28,535人
（2016年６月１日）

18件
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値を維持
（2024年を含む経済センサス実施期間）

後期計画基準値から増加
（2024年を含む経済センサス実施期間）

25件
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 商工会等への支援【産業課】■戦略②
市内の商工業者がいきいきと経営できる環境をつくるため、経営相談や地域商工業の魅力発
信などに取り組む商工会等への支援を行います。

❷ 高度先端産業立地の推進【産業課】
地域の活性化や雇用の拡大、市の産業構造の高度化を図るため、高度先端分野における工場
等の新増設に対する支援により、高度先端産業の立地を推進します。

❸ 企業の再投資への支援【産業課】
地域の経済・雇用の基盤を支える商工業者の活性化を図るため、長期にわたり市内に立地する
企業が行う工場等の新設・増設等の再投資に対する支援を行います。

❹ 資金融資制度の利用促進【産業課】
商工業者の経営安定化を図るため、信用保証料に対する助成などにより、商工業振興資金融資
制度の利用を促進します。

❺ 創業に対する支援【産業課】■戦略②
地域での創業を促進し、地域経済の活力を高めるため、商工会等との連携により、市内での創
業に対する支援を行います。

❻ 東京圏から移住する起業・就業者に対する支援【産業課】■戦略②
市内における創業や中小企業の成長を促進するため、東京圏から本市に移住する起業・就業者

への支援を行います。

❼ オリジナル土産品の開発・情報発信【産業課】■戦略②
市内で生産される商工業製品のブランディングを推進するため、市内の企業や事業所と連携し

たオリジナル土産品の開発に取り組むとともに、一休庵・飴茶庵を活用した情報発信を行います。

施策の展開

関連する個別計画

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

125124

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

10.010.0 13.613.6 15.715.7 12.012.0 17.017.0 15.115.1

53.353.3 53.853.8 55.455.4 54.454.4 54.254.2 52.352.3
2.92.9

19.919.9

12.212.2

32.432.4

62.562.5

38.138.1

14.114.1 5.35.3

2.22.2 0.30.3

3.13.1

7.07.0

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



後
期
基
本
計
画

清須市第２次総合計画

主担当課 ： 産業課施策503　都市近郊農業の振興
政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■2016（平成28）年４月に改正「農業委員会等に関する法律」が施行され、農業委員会の重点業務
が農地利用の最適化の推進であることが明確化されました。また、2015（平成27）年４月に「都市
農業振興基本法」が施行され、都市農業の安定的な継続とともに、防災機能など農地の多様な機
能を適切かつ十分に発揮させながら都市環境を整備することが求められています。
■本市では、農地バンク制度の実施や農地パトロールなどにより、適正に保全されていない耕作放
棄地は減少しています。
■新規就農者に対する支援など新たな担い手の育成とともに、農地バンクや農地中間管理機構制
度等の活用により、耕作放棄地の減少や農地の流動化・集約化を推進する必要があります。
■「土田かぼちゃ」や「宮重大根」といった市の伝統野菜を生産する農家への支援や、伝統野菜を活
用した特産物の開発などを通じて、農業の振興を図る必要があります。
■食に対する市民の関心が高まっている中、食育の推進に取り組む必要があります。
■用排水路など土地改良施設の経年劣化による排水能力不足を解消するため、計画的な整備を進
める必要があります。
■都市における緑の保全や防災機能など、農地の多面的機能を生かして良好な都市環境の形成を
図る必要があります。

目 指 す 姿
農地の多面的機能を生かして、都市開発と均衡の取れた農業の振興が図られ、農家だけでなく市
民全体がその利益を享受しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
地産地消を心がけている市民の割合
■満足度

市内の耕作放棄地面積

前期計画基準値

14.5％
（2016年度）

36.9％
（2016年度）

50,512㎡
  （2016年度末）※

後期計画基準値

13.5％
（2018年度）

34.7％
（2018年度）

34,880㎡
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

28,000㎡
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 農業関係団体等への支援【産業課】
多面的な機能を持つ農地を適切に保全するとともに、営農者がいきいきと農業に従事できる環
境づくりを行うため、農業関係団体や新規就農者に対する支援を行います。

❷ 耕作放棄地対策の実施【産業課】
農用地の保全や利用の効率化・高度化を図るため、農地バンクや農地中間管理機構制度等によ

る耕作放棄地対策に取り組みます。

❸ 農業体験の機会提供【産業課】
体験を通して食の知識の向上を図るとともに、新規就農のきっかけをつくるため、農業体験塾や
市民農園の貸し出しを行います。

❹ 食育の推進【産業課】
市民一人ひとりの食に対する正しい理解を深めるとともに、食を通して地域の連携を深めるた

め、食育まつりの開催や食育レポートの発行などにより、食育を推進します。

❺ 農業用施設の整備【土木課】
充実した農業環境を確保するため、用排水路や農道等の整備を行います。

❻ 農地等保全活動への支援【土木課】
農地等を適切に保全し、農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するため、地域の組織が行

う農地等保全活動に対する支援を行います。

施策の展開

関連する個別計画

計画名

農業振興地域整備計画

第３次　食育推進計画

農業の有する多面的機
能の発揮の促進に関す
る計画

計画の概要

次世代の農業後継者の育成を行う環境
を整備するとともに、優良農地の保全を
図るための計画です。

食を通して心身の健康づくり、地域づく
りを推進する計画です。

農業振興地域において農用地の保全を
推進する取組を行うことにより、農地の
有する多面的機能の発揮の促進を図る
ための計画です。

根拠法令

農業振興地域の
整備に関する法律

食育基本法

農業の有する多
面的機能の発揮
の促進に関する
法律

計画期間

2013（平成25）年度～
2023（令和５）年度

2019（令和元）年度
策定予定

2019（令和元）年度～
2023（令和５）年度

※  前期計画の基準値（2015年度末：20,165㎡）は算出の考え方が異なるため、後期計画の考え方による参考値を掲載している。

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

126 127

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

12.012.0 15.215.2
27.127.1 25.325.3

14.514.5 13.513.5

46.546.5 45.945.9 52.052.0 46.546.5 44.544.5 43.043.0

2.12.1

15.015.0

11.411.4

28.028.0

68.468.4

44.344.3

11.011.0

4.74.7 1.11.1

3.33.3

6.96.9

3.93.9

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 産業課施策504　消費生活の擁護
政策５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■国は、2015（平成27）年３月に策定した「消費者基本計画」を踏まえて、どこに住んでいても質の
高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備することを目的とし
て、相談体制の空白地域の解消、相談体制の質の向上、消費者教育の推進などによる「地方消費
者行政強化作戦」を進めています。
■本市では、2017（平成29）年度から消費生活センターを開設して消費生活相談を実施しており、
相談者数は増加傾向にあります。
■複雑化・多様化する相談に対して、社会福祉協議会が主催する弁護士相談や不動産に関する相談
との連携を図る必要があります。
■消費生活出前講座の開催などにより、市民の消費生活に対する意識の啓発を図る必要があります。

目 指 す 姿
市民が利用しやすい消費生活相談体制を通じて消費生活の擁護が図られ、市民が安心して豊かな
消費生活を営むことができています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市の消費生活相談窓口を知ってい
る市民の割合■満足度

消費生活相談窓口への相談件数

消費生活相談窓口の年間開設日数

前期計画基準値

16.1％
（2016年度）

33.9％
（2016年度）

－

69日
（2015年度）

後期計画基準値

14.5％
（2018年度）

38.6％
（2018年度）

131件
（2018年度）

215日
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

150件
（2024年度）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 相談支援体制の充実【産業課】
消費生活センターにおける消費生活相談や司法書士による相談の実施、高齢者等の特定世代

に係るトラブル防止に向けた関係機関との緊密な連絡体制づくりなど、相談支援体制の充実に取
り組みます。

❷ 消費者問題の啓発【産業課】
多様化する消費者問題に対する市民の意識を高めるため、消費生活出前講座等を通じた啓発
活動を行います。

❸ 金融信用貸付制度の実施【産業課】
市民生活の改善向上を図るため、金融信用貸付制度を実施します。

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

128 129

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

11.111.1
18.818.8 20.420.4 17.117.1 16.116.1 14.514.5

37.237.2

54.054.0 54.354.3
44.344.3 49.149.1 48.748.7

2.52.5

19.919.9

12.012.0

28.828.8

67.567.5

41.241.2

10.610.6

2.62.6

4.14.1

0.70.7

3.33.3

6.86.8

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策601　生涯学習の充実
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■社会の成熟に伴って、生涯学習に対するニーズが高まっていることから、子どもから高齢者まで幅
広い世代のニーズに対応した、多様な学習機会の提供が求められています。
■生涯学習講座など、市民が身近な場所で学ぶよろこびや生きがいを感じる場づくりとともに、生
涯学習の成果を様々な形で地域に還元する仕組みづくりを進める必要があります。
■2012（平成24）年７月に開館した市立図書館は、子どもから高齢者まで幅広い世代の市民に利用
されており、開館以来、毎年貸出冊数を伸ばしています。
■市立図書館では、ＳＮＳによる情報発信や地元企業等と連携した取組などにより、地域に根ざした
図書館づくりを進めています。
■命の大切さや平和の尊さについて、引き続き児童が認識を深める機会を提供する必要があります。

目 指 す 姿

生涯学習に関する講座と情報発信が充実し、学びを通じて広く市民によろこびや生きがいがはぐく
まれています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

生涯学習講座の参加者満足度※

図書館の来館者数

前期計画基準値

26.1％
（2016年度）

93.0％
（2015年度）

175,800人
（2015年度）

後期計画基準値

24.6％
（2018年度）

97.9％
（2018年度）

194,403人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値を維持
（2024年度）

200,000人を維持
（2024年度）

※　生涯学習講座の受講者を対象としたアンケート調査により測定。

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 生涯学習講座の開催【生涯学習課】
市民が生涯にわたって充実した学習活動を行う場を提供するため、各種生涯学習講座を開催

します。

❷ サタデーキッズクラブの開催【生涯学習課】
子どもが郷土文化を理解するとともに、社会での生きる力をはぐくむ場を提供するため、サタ

デーキッズクラブを開催します。

❸ 生涯学習を担う地域人材の育成・活用【生涯学習課】
市民と協働して多種多様な分野の講座や教室等を行うため、生涯学習講座等を通じて生涯学
習を担う地域人材の育成・活用を行います。

❹ 平和学習の機会提供【社会福祉課・生涯学習課】
平和の尊さについての認識を深めるため、平和祈念式や平和推進派遣研修を行います。

❺ 公民館等の整備・管理【生涯学習課】
市民の生涯学習活動や文化・芸術活動等の場を確保するため、公民館等の整備・管理を行い

ます。

❻ 地域に根ざした図書館づくり【生涯学習課】
市民の図書館利用を促進するため、地域情報コーナーの充実や、乳児健診時に実施する「ブッ

クスタート」活動などにより、地域に根ざした図書館づくりに取り組みます。

施策の展開

計画名

生涯学習推進計画

計画の概要

生涯学習に関する取組を総合的・計画的
に推進するための計画です。

根拠法令

生涯学習の振興
のための施策の
推進体制等の整
備に関する法律

計画期間

2018（平成30）年度～
2024（令和６）年度

関連する個別計画

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

130 131

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

20.620.6
28.428.4 28.428.4 24.224.2 26.126.1 24.624.6

38.138.1
50.050.0 51.751.7

44.644.6 48.448.4 51.451.4
4.24.2

17.417.4

20.420.4

34.034.0

64.064.0

38.038.0

6.06.0

2.82.8

1.71.7

0.70.7

3.83.8

7.07.0

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



基本計画

基
本
計
画

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策602　文化・芸術活動の振興
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■市民が良質な文化・芸術を鑑賞できる機会を提供するため、「芸術劇場」を毎年開催しています。
■文化・芸術活動を行う各種団体においては、会員の高齢化が進んでいることから、若い世代が文
化・芸術にふれる機会づくりを積極的に行うことにより、文化・芸術活動を担う若い人材を育てる
必要があります。
■はるひ美術館では、地域で活動する作家の展覧会の開催や、ボランティアのアートサポーターとの
連携強化により、地域に根ざした芸術活動の拠点として、魅力ある美術館づくりを進めるととも
に、その魅力を積極的に発信する必要があります。
■はるひ美術館では、全国公募の絵画展「はるひ絵画トリエンナーレ」をこれまでに９回開催し、国
内でも広く知られる絵画展となっています。引き続き内容や規模を検討しながら「はるひ絵画トリ
エンナーレ」を開催し、はるひ美術館の特色を生かして文化・芸術活動の振興を図る必要があり
ます。

目 指 す 姿

文化や芸術にふれる機会が充実し、市民が生活の潤いや心の豊かさを実感できています。

達成度指標

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

美術館の来館者数

前期計画基準値

24.4％
（2016年度）

16,782人
（2015年度）

後期計画基準値

23.1％
（2018年度）

10,902人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

17,000人
（2024年度）

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 芸術劇場等の開催【生涯学習課】
市民が文化・芸術にふれる機会を提供するため、芸術劇場や芸能発表会等を開催します。

❷ 地域の歴史・文化の啓発【生涯学習課】
地域の歴史・文化に対する市民の理解を深めるため、啓発活動を行います。

❸ 文化・芸術活動を行う団体への支援【生涯学習課】
市民の自主的な文化・芸術活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援を行います。

❹ 魅力ある美術館づくり【生涯学習課】
市民が身近な場所で芸術にふれる機会を提供するため、趣向を凝らした企画展・特別展等の実
施により、魅力ある美術館づくりに取り組みます。

❺ 絵画トリエンナーレの開催【生涯学習課】
次代を担う作家を育成するとともに、市民が優れた絵画にふれる機会を提供するため、絵画トリ

エンナーレを開催します。

施策の展開

計画名

生涯学習推進計画
《再掲》

計画の概要

生涯学習に関する取組を総合的・計画的
に推進するための計画です。

根拠法令

生涯学習の振興
のための施策の
推進体制等の整
備に関する法律

計画期間

2018（平成30）年度～
2024（令和６）年度

関連する個別計画

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

132 133

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

33.533.5 36.736.7 42.142.1 37.337.3
24.424.4 23.123.1

40.840.8
53.453.4 57.257.2

47.447.4 41.241.2 44.344.3

4.04.0

13.613.6

19.119.1

30.730.7

65.265.2

44.144.1

6.16.1

3.93.9

1.81.8

1.01.0

3.93.9

6.86.8

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■2018（平成30）年４月に改正「文化財保護法」が施行され、少子高齢化などを背景として文化財の
滅失・散逸等の防止が課題であるとの認識のもと、文化財をまちづくりに活用しつつ、地域社会総
がかりでその継承に取り組むため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進などが求め
られています。
■市内に数多く存在する文化財の価値の周知とともに、文化財保護に対する意識の啓発を図る必
要があります。
■毎年開催している文化財講座や文化財講演会には一定の参加者があり、地域の文化財や歴史・
文化資源に対する関心は高い状況にあります。
■市立図書館の開館にあわせて、図書館内に歴史資料展示室を開設し、多様な企画展示により市
民が文化財にふれる機会づくりを行っています。
■高齢化の進展などにより、山車をはじめとする文化財を後世に継承する担い手が不足しています。
■県は、朝日遺跡の価値・魅力の発信や文化活動、地域連携の拠点とするため、2020（令和２）年度
の開館に向けて、あいち朝日遺跡ミュージアムの整備を進めています。
■朝日遺跡や清須城跡（清洲城下町遺跡）をはじめとする文化財について、県や各種団体と連携し
て、一層の活用を図る必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策603　文化財保護の推進
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿

市内に存在する文化財の保護と活用が適切に行われ、地域の歴史・文化が継承・発信されています。

達成度指標

❶ 文化財の適切な保護【生涯学習課】
市内の文化財についての調査や情報収集等により、文化財の適切な保護に取り組みます。

❷ 文化財保護の啓発【生涯学習課】
市民の文化財保護に対する意識を高めるため、文化財講演会等を通じた啓発活動を行います。

❸ 歴史資料の公開・展示【生涯学習課】
市民が文化財にふれる機会を提供するため、歴史資料展示室や西枇杷島問屋記念館での歴史
資料の公開・展示を行います。

❹ 指定文化財の修理等への支援【生涯学習課】
指定文化財を後世に継承するため、指定文化財の所有者が行う修理等に対する支援を行います。

❺ あいち朝日遺跡ミュージアムとの連携【企画政策課・産業課・生涯学習課】■戦略②
朝日遺跡の活用を促進するため、あいち朝日遺跡ミュージアムと連携した取組を進めます。

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

施策の展開

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度

歴史資料展示室の来場者数

前期計画基準値

25.0％
（2016年度）

14,998人
（2015年度）

後期計画基準値

23.7％
（2018年度）

15,772人
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

20,000人
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

134 135

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

28.328.3
35.535.5 39.739.7

32.532.5
25.025.0 23.723.7

45.045.0
55.855.8 59.559.5

48.748.7 47.947.9 46.246.2

4.04.0

17.617.6

19.719.7

28.628.6

66.266.2

42.342.3

3.73.7

1.31.3

0.90.9

4.34.3

6.96.9

4.54.5

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： スポーツ課施策604　スポーツ・レクリエーション活動の振興
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■健康志向の高まりや、2020（令和２）年の東京オリンピック・パラリンピックの開催、2026（令和８）
年のアジア競技大会の愛知県・名古屋市での開催決定などにより、スポーツ・レクリエーションへ
の関心が高まっています。
■ウオーキングを通じて、歴史・文化・自然環境といった市の魅力を体感できる清須ウオークについ
て、各種団体との連携により、魅力の向上に努める必要があります。
■市民の自主的なスポーツ活動を促進するため、気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくり
を推進する必要があります。
■地域におけるスポーツ活動の拠点と地域住民の交流の場づくりを進めるため、総合型地域スポー
ツクラブの運営を支援しています。2013（平成25）年４月から総合型地域スポーツクラブ「きよす
スポーツクラブ」の運営が開始されており、会員数は増加傾向にあります。

目 指 す 姿

スポーツ・レクリエーションの普及と振興を通じて、健康で豊かな市民生活がはぐくまれています。

達成度指標

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
週１回以上スポーツ・レクリエー
ション活動を行っている市民の
割合■満足度

総合型地域スポーツクラブの会員数

前期計画基準値

25.7％
（2016年度）

23.7％
（2016年度）

340人
（2015年度末）

後期計画基準値

26.3％
（2018年度）

20.0％
（2018年度）

361人
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

500人以上
（2024年度末）

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ スポーツの普及に向けた取組の推進【スポーツ課】
幅広い層の市民を対象にスポーツを始めるきっかけをつくるため、体育協会や総合型地域ス

ポーツクラブと連携したスポーツ教室の開催など、スポーツの普及に向けた取組を推進します。

❷ 市民体育祭等の開催【スポーツ課】
スポーツを通じた幅広い層の市民の交流や、市民の健康づくりを促進するため、市民体育祭な
どを開催します。

❸ 清須ウオークの開催【スポーツ課】
ウオーキングを通じて、幅広い方に歴史・文化・自然環境といった清須市の魅力を体感できる場

を提供するため、清須ウオークを開催します。

❹ スポーツ活動を行う団体への支援【スポーツ課】
市民の自主的なスポーツ活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援を行います。

❺ 総合型地域スポーツクラブへの支援【スポーツ課】
地域におけるスポーツ活動の促進や市民交流の場を確保するため、総合型地域スポーツクラブ

の運営に対する支援を行います。

❻ スポーツ・レクリエーション施設の管理・運営【スポーツ課】
市民の健康増進・体力向上や交流の場を提供するため、スポーツ・レクリエーション施設を適正

に管理・運営します。

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

136 137

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

24.424.4
30.830.8 32.932.9 29.929.9 25.725.7 26.326.3

42.842.8
51.651.6 51.151.1 45.545.5 46.846.8 46.246.2

4.74.7

16.616.6

21.621.6

29.629.6

62.462.4

41.641.6

4.24.2

1.71.7

1.11.1

4.14.1

7.07.0

5.55.5

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



❶ 国際交流に関するイベントの開催【生涯学習課】
国際交流の振興を図るため、スペインの文化を紹介する行事や展示など、国際交流に関するイ

ベントを開催します。

❷ 国際理解の啓発【生涯学習課】
市民の国際理解を深めるため、国際理解を目的とした講座などを通じた啓発活動を行います。

❸ 国際交流活動を行う団体への支援【生涯学習課】
市民の自主的な国際交流活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援を行います。

■訪日外国人旅行者や外国人労働者が増加する中、国際理解の一層の促進が求められています。
■本市では、清洲町での取組を継承して、2008（平成20）年７月にスペイン・へレス市との間で友好
姉妹都市提携の協定書の再調印を行いました。
■友好姉妹都市があるスペインの文化にふれるイベントの開催などを通じて、国際理解の啓発に取
り組んでいます。
■市民の国際理解を促進するため、各種団体と連携して、各種講座やイベントの開催などを通した
啓発とともに、国際交流員による保育園・幼稚園・小学校での活動を展開する必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策605　国際交流の振興
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿

市民参加による国際交流が進展し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層において国際理解に対す
る関心が高まっています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市や市国際交流協会が実施する
国際交流に関する講座・イベント等
を知っている市民の割合■満足度

前期計画基準値

16.7％
（2016年度）

27.6％
（2016年度）

後期計画基準値

15.8％
（2018年度）

24.7％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

施策の展開

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

計画名

生涯学習推進計画
《再掲》

計画の概要

生涯学習に関する取組を総合的・計画的
に推進するための計画です。

根拠法令

生涯学習の振興
のための施策の
推進体制等の整
備に関する法律

計画期間

2018（平成30）年度～
2024（令和６）年度

関連する個別計画

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

138 139

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

15.515.5
22.222.2 23.723.7 20.720.7 16.716.7 15.815.8

31.831.8
44.544.5 46.646.6

38.138.1 39.639.6 41.741.7

3.23.2

15.415.4

12.612.6

26.326.3

73.573.5

44.744.7

4.74.7

1.91.9

1.81.8

4.44.4

7.17.1

4.44.4

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



❶ 男女共同参画社会の啓発【生涯学習課】
市民の男女共同参画社会に対する意識を高めるため、男女共同参画講演会などを通じた啓発
活動を行います。

❷ 男女共同参画推進懇話会の開催【生涯学習課】
男女共同参画社会の実現に向けた施策の効果的な展開を検討するため、男女共同参画推進懇
話会を開催します。

❸ 相談支援体制の充実【子育て支援課】
配偶者等からの暴力を早期に発見し、適切な支援を行うため、母子・父子自立支援員等による
相談支援体制の充実に取り組みます。

❹ 委員会・附属機関等への女性の登用促進【全庁（生涯学習課）】
あらゆる分野で多様な価値観や新しい発想を取り入れるため、市の委員会・附属機関等への女
性の登用を促進します。

❺ 特定事業主行動計画の推進【全庁（人事秘書課）】
市の組織において、継続的に女性職員の活躍を推進するため、特定事業主行動計画に基づい

て、雇用環境の整備等に取り組みます。

❻ 女性の社会参加等を推進する団体への支援【生涯学習課】
女性の社会参加等を推進するため、各種団体の活動に対する支援を行います。

施策の展開

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 生涯学習課施策606　男女共同参画社会の推進
政策６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■少子高齢化や人口減少など社会環境が大きく変化する中、多様性に富んだ活力ある社会を形成
していくためには、根強い固定的な性別役割分担意識を改革して、職場や家庭、地域などそれぞ
れの場面において男女がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現が重要となっています。
■2015（平成27）年８月には「女性活躍推進法」が制定され、女性が個性と能力を十分に発揮して
職業生活において活躍できる社会の実現が求められています。
■本市でも、「男女共同参画プラン」を策定して様々な取組を進めていますが、引き続き市民の男女共
同参画に対する意識を高めるため、男女共同参画講演会などを通じて啓発を図る必要があります。
■2015（平成27）年度から、男女共同参画社会の実現に向けた取組を一層推進するため、男女共
同参画推進懇話会を設置しています。
■市の委員会や附属機関等における女性委員の割合が低い状況であることから、政策や方針の決
定過程への男女共同参画の拡大を推進する必要があります。
■女性の貧困や女性に対する暴力など、社会環境の変化により女性を取り巻く問題が複雑化してい
ることから、その対応に努める必要があります。

目 指 す 姿
男女共同参画社会の重要性について市民一人ひとりの理解が深まり、社会のあらゆる分野におい
て男女が互いに理解し、個人としての個性と能力を発揮できる環境が整っています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
社会全体で男女が平等であると思
う市民の割合■満足度
市の委員会・附属機関等における
女性委員の割合

前期計画基準値

11.9％
（2016年度）

23.9％
（2016年度）

30.0％
（2016年4月1日）

後期計画基準値

13.8％
（2018年度）

22.5％
（2018年度）

33.9％
（2019年4月1日）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2025年4月1日）

関連する個別計画

計画名

男女共同参画プラン
【中間見直し版】

特定事業主行動計画

計画の概要

「みんなが認め合う、男女共同参画社会
をめざして」を基本理念として、男女が
互いに理解し、個人としての個性と能力
を十分に発揮できる社会を目指す計画
です。

市の組織全体で取り組む、女性の職業
生活における活躍の推進に関する取組
目標や取組内容、その実施時期を定め
た計画です。

根拠法令

男女共同参画社
会基本法

女性の職業生活
における活躍の
推進に関する法
律（女性活躍推
進法）

計画期間

2014（平成26）年度～
2021（令和３）年度

2019（令和元）年度
策定予定

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

140 141

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

10.010.0 15.015.0 16.216.2 14.914.9 11.911.9 13.813.8
27.927.9

35.935.9 39.139.1 39.639.6 39.039.0 41.241.2

2.42.4

15.515.5

11.411.4

25.725.7

74.774.7

46.646.6

5.25.2

3.23.2

1.81.8

1.61.6

4.54.5

7.47.4

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



■本市では、これまで様々な行政分野において、様々な形で市民との協働によるまちづくりを進める
とともに、2015（平成27）年１月には「市民協働指針」を策定するなど、市民協働を推進しています。
■更なる市民協働の推進に向けて、2018（平成30）年４月から市民協働に関する部署を新設しま
した。
■市民ニーズが多様化・高度化し、地域のつながりが希薄化する中で、行政又は市民だけでは解決
できない地域社会の課題へ適切に対応するため、市民参加・市民協働の取組を一層推進する必
要があります。
■市民参加・市民協働の一層の推進に向けては、市民参加を促すためのきっかけづくりや、行政と
市民の情報共有や交流を積極的に行う必要があります。

清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 企画政策課施策701　市民参加・市民協働の推進
政策７　つながりを大切にするまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

目 指 す 姿
多様な機会・場所を通じて市民が積極的に市政に参加できる環境づくりや市民協働の取組が進み、
市民と市の交流が活性化しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

関連する個別計画

計画名

市民協働指針

計画の概要

市民団体等と市が、それぞれの役割と
責任を自覚し、共通の地域社会の課題
を解決するために補完・協力し合う活動
（市民協働）に取り組む際の基本的な考
え方を整理した指針です。

根拠法令

－

計画期間

－

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
ボランティアや会議等を通じて、市
の取組に参加したことがある市民
の割合■満足度

前期計画基準値

20.6％
（2016年度）

25.1％
（2016年度）

後期計画基準値

20.5％
（2018年度）

22.6％
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 市民ワークショップ等の開催【全庁（企画政策課）】■戦略③
市の施策についての計画を策定する際に、市民と意識の共有を図りながら計画策定を進めるた

め、積極的に市民ワークショップなどを開催します。

❷ 市民協働による事業実施の検討【全庁（企画政策課）】
新規事業の開始時だけではなく既存の事業も含めて、市民協働による事業の実施について検
討を進めます。

❸ 市民参加・市民協働に係る情報発信力の強化【企画政策課】■戦略③
市民の積極的な市政への参加や、市民協働についての理解を促進するため、ハンドブックなど

を活用した積極的な情報発信や、情報の集約・一元化により、市民参加・市民協働に係る情報発信
力の強化に取り組みます。

❹ 市民交流の場づくりの推進【企画政策課】■戦略③
市民等と市の情報共有や交流を促進するため、市民交流の場づくりを推進します。

❺ 市民協働推進体制の強化【企画政策課】■戦略③
「市民協働指針」を踏まえて、市職員を対象とした定期的な研修の実施などにより、市民協働を
発展的に展開するための推進体制の強化に取り組みます。

❻ 行政出前講座の実施【全庁（企画政策課）】
市民の市政に対する関心を高め、市民参加のきっかけを作るため、行政出前講座を行います。

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

142 143

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

30.530.5
36.436.4

28.728.7 24.224.2 20.620.6 20.520.5

49.749.7 55.855.8 50.950.9 47.947.9 42.742.7 44.544.5

3.53.5

15.815.8

17.017.0

28.728.7

68.968.9

43.643.6

3.73.7

1.51.5

0.80.8

3.73.7

7.47.4

5.35.3

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 人事秘書課施策702　広報・広聴活動の充実
政策７　つながりを大切にするまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■2015（平成27）年４月号からの広報紙面のカラー化の本格実施や公募の市民記者による広報紙
面の作成、2014（平成26）年からの市ホームページリニューアルなど、各種媒体を通じて積極的
に市政情報を発信しています。
■メディア多様化の中で、｢活字離れ｣の現状があるものの、依然として活字情報のもつ信頼性、保
存性、情報の一覧性、容易性などから、広報紙という活字メディアは重要な役割を果たしており、
引き続き読みやすい広報紙づくりを進める必要があります。
■高齢者や視覚障害者をはじめ、誰でも市のホームページを快適に利用することができるよう、ウェ
ブアクセシビリティ（利用のしやすさ）の維持・向上を図る必要があります。
■市のイメージキャラクター「きよ丸」と「うるるん」の積極的な活用や、ふるさと納税制度等を通じ
て、市のＰＲを推進する必要があります。

目 指 す 姿
多様な広報媒体を通じて、市民に市政情報が届けられ、アクセシビリティも向上し、市民の市政
に対する関心や参加の意識が高まっています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市から市民の必要な情報が発信さ
れていると思う市民の割合■満足度
広報清須の紙面が読みやすいと思
う市民の割合■満足度

市ホームページのアクセス件数

ふるさと納税による寄附件数

前期計画基準値

29.0％
（2016年度）

－

54.4％
（2016年度）

587,863件
（2015年度）

925件
（2015年度）

後期計画基準値

28.6％
（2018年度）

48.1％
（2018年度）

56.8％
（2018年度）

1,350,467件
（2018年度）

4,447件
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

1,373,000件
（2024年度）

2,700件
（2024年度）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］

❶ 市民が必要とする情報の積極的な発信【全庁（人事秘書課）】
各種媒体を通じて、市民が必要とする情報の積極的な発信に取り組みます。

❷ 市民が読みやすい広報づくり【人事秘書課】
特集記事など内容を充実させるとともに、市民が読みやすい広報づくりに取り組みます。

❸ 広聴活動の充実【全庁（人事秘書課）】
声のポストやご意見メール、パブリック・コメント等の適正な運用を通じて、広聴活動の充実に取

り組みます。

❹ 市民満足度調査の実施【企画政策課】
市政に関する市民の意向を把握し、まちづくりに反映させるため、市民満足度調査を実施し

ます。

❺ 「きよ丸」と「うるるん」の積極的な活用【全庁（企画政策課）】
市の魅力や個性を広く発信するため、市のイメージキャラクター「きよ丸」と「うるるん」を積極的

に活用します。

❻ ふるさと納税制度を通じたＰＲの推進【企画政策課】
ふるさと納税制度を通じて市を応援していただいた方に対して、市の特産品等を返礼品として
贈呈することにより、市と市の特産品のＰＲを推進します。

施策の展開

［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

144 145

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

29.029.0 28.628.6

47.047.0 50.550.5
5.45.4

18.718.7

23.223.2

31.831.8

59.159.1

39.039.0

2.32.3

2.02.0

0.70.7

3.73.7

7.47.4

6.66.6

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答



清須市第２次総合計画

後
期
基
本
計
画

主担当課 ： 防災行政課施策703　自治・コミュニティ活動の振興
政策７　つながりを大切にするまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■本市には、38のブロック（複数の自治会等で構成する組織）と94の自治会等があり、自治・コミュ
ニティ活動を支えています。
■活動組織の基盤強化を図り、地域の問題を地域自らが解決できる仕組みづくりを行うため、自治
会等を単位として行っていた従前の自治・コミュニティ活動について、2010（平成22）年度から
は、ブロックを単位とした活動促進への支援に取り組んでいます。今後も社会の変化に対応して、
引き続き地域住民が連携する取組に対して支援を行う必要があります。
■自治会等への加入率は比較的高い水準で推移しています。今後高齢化が進展する中にあっても、
自治・コミュニティ活動を活発に実施していくため、若い世代の自治・コミュニティ活動への関心を
高める必要があります。

目 指 す 姿

自治・コミュニティ活動が活発化し、住民自治の促進と地域住民の融和が図られています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
地域のつながりを感じている市民
の割合■満足度 ■戦略❸
ブロックや自治会等の活動に参加
している市民の割合■満足度 ■戦略❸

自治会等への加入率

前期計画基準値

25.3％
（2016年度）

－

37.5％
（2016年度）

88.4％
（2015年度末）

後期計画基準値

22.7％
（2018年度）

37.1％
（2018年度）

39.0％
（2018年度）

88.1％
（2018年度末）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2024年度末）

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

❶ 自治・コミュニティ活動への支援【防災行政課】
地域福祉や防災対策など地域住民が連携する取組の活性化を図るため、ブロックの自治・コ

ミュニティ活動に対する支援を行います。

❷ 自治・コミュニティ意識の啓発【防災行政課】
市民の自治・コミュニティ活動に積極的に関わる意識を高めるため、啓発活動を行います。

❸ 地区集会所整備への支援【防災行政課】
自治・コミュニティ活動の場の充実を図るため、地区集会所の整備に対する支援を行います。

施策の展開

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画
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満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

19.919.9
28.328.3 28.828.8 25.825.8 25.325.3 22.722.7

37.037.0
48.748.7 50.950.9 45.845.8 46.446.4 48.648.6

4.34.3

18.018.0

18.418.4

30.630.6

65.265.2

40.040.0

3.33.3

2.32.3

1.11.1

3.63.6

7.27.2

6.36.3

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答
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主担当課 ： 企画政策課施策704　市民ニーズに応える行政運営の推進
政策７　つながりを大切にするまちをつくる

現状と課題

施策に対する市民の満足度・重要度

■市町村合併により誕生した本市では、市町村合併に対する財政措置を活用するとともに、組織の
スリム化や公共施設の利便性・効率性向上といった行政組織の再構築を進めることにより、新し
い清須市としての行政運営の確立に取り組んできました。
■これまでの取組により市の行政運営の基盤は形作られてきましたが、市町村合併に対する財政措
置の終焉に加えて、高齢化の進展に伴って社会保障関係費などに係る負担増加が見込まれ、市の
行財政運営を取り巻く状況は厳しさを増すことが予想されます。
■国からは、人口減少・高齢化の進展、行政需要の多様化など社会経済情勢の変化に対応し、引き
続き質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の徹底的な
活用や、民間委託等の推進などによる更なる業務改革の推進が求められています。
■基本構想の行政運営の方針で定める「総合計画に基づく行政運営の推進」「持続可能な財政運営
の推進」を踏まえて、行政サービスの質を高めるとともに、経営資源の効率的・効果的な配分を推
進する必要があります。

目 指 す 姿
市民のニーズにきめ細やかに対応しながら、計画的・効率的な行政運営と持続可能な財政運営が行
われ、市民サービスの質が向上しています。

達成度指標

Ⅳ  

7
つ
の
政
策
の
実
現
に
向
け
た
37
の
施
策

［満足度・重要度の推移］［満足度・重要度の推移］ ［2018（平成30）年度調査結果］［2018（平成30）年度調査結果］

指　標

市民満足度調査における満足度
■満足度
市の施策全般について、事業効果
を高める工夫や効率的な事業実施
の工夫ができていると思う市民の
割合■満足度
公共施設等総合管理計画に基づく
個別施設計画の策定

前期計画基準値

21.0％
（2016年度）

22.4％
（2016年度）

－

後期計画基準値

20.5％
（2018年度）

23.1％
（2018年度）

策定作業の進捗
（2018年度）

後期計画目標値

後期計画基準値から増加
（2023年度）

後期計画基準値から増加
（2023年度）

個別施設計画の策定
（2020年度）

❶ 電子自治体の推進【全庁（企画政策課）】
ＩＣＴを活用して市民の利便性を向上させるため、マイナンバー等について市民が利用しやすい
環境整備を推進します。

❷ 行政改革の推進【全庁（企画政策課）】
行政サービスの質を高め、市民満足度の向上を目指すとともに、経営資源を効率的・効果的に
配分するため、行政改革を推進します。

❸ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理【全庁（財政課）】
財政負担の軽減・平準化を図るため、計画的な改修による公共施設等の長寿命化や適切な維
持管理・修繕を実施するとともに、配置等の適正化に取り組みます。

❹ 職員の育成【全庁（人事秘書課）】
職員の問題解決能力等を高めるとともに、その能力を十分に発揮することで組織力を強化する

ため、総合的な人材育成型人事管理や人が育つ職場管理、人が伸びる職員研修に取り組みます。

❺ 市民が利用しやすい市役所づくりの推進【全庁（財政課）】
庁舎の機能を最大限に活用して、市民が利用しやすい市役所づくりを推進します。

施策の展開

関連する個別計画

計画名

第４次　行政改革大綱

第４次　定員適正化計画

公共施設等総合管理計画

人材育成基本方針

計画の概要

行政改革に取り組むための総合的な指
針です。

市の特色及び事業・施策の展開を勘案
し、定員適正化を図るための計画です。

市の公共施設等の管理についての基本
的な考え方を整理した計画です。

市が求める職員像を示すとともに、人事
制度の方向を示した指針です。

根拠法令

－

－

－

－

計画期間

2019（令和元）年度
策定予定

2019（令和元）年度～
2024（令和６）年度

2017（平成29）年度～
2031（令和13）年度

－

Ⅳ  7つの政策の実現に向けた37の施策後期基本計画

148 149

満足度

重要度

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

（単位：％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

13.913.9 17.317.3 19.319.3 16.016.0 21.021.0 20.520.5

58.458.4
66.066.0 62.962.9 56.856.8 53.153.1 54.454.4

3.83.8

26.926.9

16.716.7

27.527.5

63.763.7

36.536.5

7.87.8

1.21.2

4.24.2

0.80.8

3.83.8

7.17.1

満足/重要 やや満足/やや重要 どちらともいえない
やや不満/あまり重要ではない 不満/重要ではない 無回答
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Ⅴ  基本計画を核とする行政運営マネジメントの実行
（１）三層構造の計画体系の構築

基本計画で掲げる37の施策ごとに、施策の方向性に即した具体的な事務事業について、向こ
う３年度間の事業費の見込み、事業計画及び活動指標（行政活動そのものの結果に係る数値目
標）等を定める「第２次総合計画　実施計画」を作成します。
実施計画の計画期間については３年度間とし、予算編成にあわせて毎年度作成（ローリング）す

ることにより、予算編成と連動を図りながら、事務事業の進捗を適切に管理します。

▼ 実施計画の作成

行政運営マネジメントの基軸として、第２次総合計画を構成する基本構想（政策）・基本計画（施
策）・実施計画（事務事業）の３つの計画について、目的と手段の関係が連鎖的につながる三層構造
の計画体系を構築します。

▼ 三層構造の計画体系

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

基 本 構 想

基 本 計 画

実施計画

８年度間

後期（５年度間）前期（３年度間）

実施計画（2020-2022）

実施計画（2021-2023）

実施計画（2022-2024）

実施計画（2023-2025）

実施計画（2024-2026）

基本構想
７つの政策

基本計画
３７の施策

実施計画
具体的な事務事業

手段
（目的）

手段

目的
目指す将来像の実現に向けて、各分野で取り組む
まちづくりの目標となる７つの政策

７つの政策の実現に向けて取り組む３７の施策
※施策単位で「目指す姿」と「達成度指標」

施策の「目指す姿」の達成に向けて取り組む
具体的な事務事業
※事務事業単位で「活動指標」

（2）計画体系に即した行政評価の実施

37の施策単位で、前年度の施策の取組内容について、事務事業評価の結果と達成度指標の状
況を踏まえた評価を実施し、施策の今後の方向性を整理します。評価結果については、新規事業
の立案や、事業間の優先順位づけ等に活用します。
また、評価の妥当性・客観性を確保するため、外部の視点からの評価を実施します。

▼ 施策評価（基本計画）

（3）マネジメントサイクル

実施計画をベースとして、第２次総合計画の進捗管理と予算編成作業との連動を図るとともに、
行政評価を活用して、事務事業単位の見直し・改善に係るＰＤＣＡサイクルを構築します。

▼ 事務事業単位

毎年度の施策評価の結果の蓄積を生かして、計画全体の見直しを実施します。

▼ 計画全体

実施計画登載事業を対象として、前年度実施した事務事業について、活動指標や必要性・効率
性、施策への寄与度を検証し、施策に対する手段である事務事業を評価します。

▼ 事務事業評価（実施計画）

P
計画

D
実施

C
評価

A
改善

予算・実施計画の実施 予算・実施計画の実施

行政評価

見直し・改善

行政評価

見直し・改善

予算編成・実施計画作成 予算編成・実施計画作成

（2019） 2020 2021 2022 2023 2024

(予算の実施) 予算・実施計画の実施 予算・実施計画の実施 予算・実施計画の実施

行政評価

見直し・改善

行政評価

見直し・改善

行政評価

見直し・改善

予算編成・実施計画作成 予算編成・実施計画作成 予算編成・実施計画作成 予算編成・実施計画作成

P
計画

D
実施

C
評価

A
改善

（2019） 2020 2021 2022 2023 2024 （2025）

(施策の実施)

（基本計画（後期）の策定） 次期総合計画の策定

計画の実施

行政評価(施策評価)

計画の実施

行政評価(施策評価)

計画の実施

行政評価(施策評価)

計画の実施

行政評価(施策評価)

計画の実施

行政評価(施策評価)

総合計画の見直し

(計画の実施)

基本計画（後期）の期間 次期総合計画の期間

Ⅴ  基本計画を核とする行政運営マネジメントの実行後期基本計画

一般的に行政評価とは、『政策、施策及び事務事業について、事前、事中、事後を問わず、一定の基準、指標を
もって、妥当性、達成度や成果を判定するもの』（※）とされており、清須市においては、事後評価を基本とします。
※「地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果」（2014（平成26）年３月25日付け総務省報道資料）より
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1. 清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ
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■委員委嘱　■会長選出
■諮問
■情報公開の取り決め
■策定の考え方
■策定のながれ
■後期基本計画の策定に向けて

第１回審議会
（平成30年７月25日）

■前期基本計画の取組状況の
報告
■市民参画会議の結果報告
■市民満足度調査の実施案
■後期基本計画骨子案（総合戦
略を含む）の検討

第2回審議会
（平成31年１月29日）

■パブリック・コメントの実施案
■後期基本計画案（総合戦略を
含む）の検討

第4回審議会
（令和元年９月25日）

■パブリック・コメント結果報告
■後期基本計画案（総合戦略を
含む）の了承
■答申書の了承

第5回審議会
（令和元年11月14日）

総合計画審議会

（平成31年３月８日）

■地方創生の推進に向けて、市内の学校に在学中の若い世代を対象
とした意向把握を行う。

若い世代へのまちづくりに関するインタビュー

パブリック・コメント
（令和元年９月～10月）

基礎調査、まち・ひと・しごと創生
総合戦略推進会議、市民参画会
議等の内容を踏まえて、総合計
画の後期基本計画案の審議・答
申を行う

市事務局

■基礎調査
■前期基本計画の検証・課題整理
■後期基本計画案の作成

まち・ひと・しごと創生
総合戦略推進会議

産業界、関係行政機関、教育機
関、金融機関、労働団体などで
構成する推進組織において、地
方創生の取組（総合戦略）に係る
意見聴取を行う。

市民意見の反映

■市民参画会議
■市民満足度調査
■パブリック・コメント

■将来のまちづくりを考える上で、幅広い層の市民から生活に根ざした意見を聴
取し、問題意識を共有しながら計画策定を進める。
■公募市民15名とファシリテーターによる、ワークショップ形式での意見聴取を行う。

■地方創生の推進のために必要な取組
等について、意見を深く聴取する。

市民参画会議

第２回
■地方創生で大切なことについて、
意見を幅広く聴取する。

第1回
第3回

（平成30年９月20日） （平成30年10月29日）
（平成30年11月20日）

■基本計画に位置付ける施策に関連する市民意向の把握を行う。

市民満足度調査 （平成31年２月～３月）

諮問

［市長］
総合計画（後期基
本計画）の策定に
ついて、行政運営
の基本的な指針と
しての観点から、審
議会へ諮問

後期基本計画骨子案 後期基本計画素案 後期基本計画案

■次期まち・ひと・しごと創生総合戦
略の策定の考え方等に係る意見
聴取

平成30年度 推進会議（第１回）
（平成30年10月25日）

■次期まち・ひと・しごと創生総合戦
略骨子案に係る意見聴取

平成30年度 推進会議（第2回）
（平成30年12月25日）

■次期まち・ひと・しごと創生総合戦
略素案に係る意見聴取

令和元年度 推進会議
（令和元年６月28日）

答申

［市長］
審議会からの答申
を踏まえて、後期
基本計画を策定

■前期基本計画の検証・
　課題整理

■基礎調査（将来人口の推計・
　財政見通し・基礎調査など）

■基礎調査の結果報告
■若い世代へのまちづくりに関
するインタビューの結果報告
■市民満足度調査の結果報告
■後期基本計画素案（総合戦略
を含む）の検討

第3回審議会
（令和元年７月17日）
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3. 清須市総合計画審議会設置条例 （平成17年９月30日条例第156号）

資　
料

 　（設置）
第１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、清須市総合計画
審議会（以下「審議会」という。）を置く。

 　（所掌事項）
第２条　審議会は、本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための総合計画の策定及び実施
に関する基本的な事項について市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を報告し、又は意見を
建議するものとする。

　 （組織）
第３条　審議会は、委員20人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(１)　市教育委員会の委員
(２)　市農業委員会の委員
(３)　市内の公共的団体の役員又は職員
(４)　学識経験を有する者
(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

　 （会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長を置く。
２　会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が選任する。
３　会長は、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

　 （任期）
第５条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 　（会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

　 （参与）
第７条　審議会に参与を置くことができる。
２　参与は、国又は県の行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
３　参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。

　 （庶務）
第８条　審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

　 （委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成18年６月29日条例第27号）
　この条例は、公布の日から施行し、平成18年５月１日から適用する。

　　　附　則（平成20年３月28日条例第５号）
　この条例は、平成20年４月１日から施行する。

2. 清須市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件とする条例 （平成23年12月27日条例第25号）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第２項の規定により、市行政の総合的かつ計画
的な運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止を議会の議決すべき事件として定めるも
のとする。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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４． 清須市総合計画審議会委員名簿 ５． 清須市総合計画審議会開催状況

１　開会
２　市長あいさつ
３　委員紹介
４　会長選出
５　会長あいさつ
６　諮問
７　副会長選任
８　清須市総合計画審議会の公開等について
９　議事
　⑴　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定の考え方について
　⑵　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれについて
　⑶　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定に向けて
１０　閉　会

〔会議資料〕
資料１　　　清須市総合計画審議会設置条例・清須市総合計画審議会の公開等（案）
資料２　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定の考え方（案）
資料３　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ（案）
参考資料１　清須市第２次総合計画　概要版
参考資料２　清須市人口ビジョン　概要版
参考資料３　清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略　概要版

資　料

資　
料

１号 教育委員会 　　委員 福田　一子 ふくだ　かずこ 
２号 農業委員会 　　会長 水野　格廉 みずの　のりかど 
３号 観光協会 　　会長 加藤　康夫 かとう　やすお 

 寿会連合会 　　会長 飯田　　孝 いいだ　たかし 

 子ども会連絡協議会 　　副会長 浅田　市浦 あさだ　しほ 
 社会福祉協議会 　　会長 時田　榮一 ときだ　えいいち 
 商工会 　　会長 堀田　忠彦 ほった　ただひこ 
 女性の会 　　会長 河野 ともえ こうの　ともえ 
 体育協会 　　会長 後藤　悦男 ごとう　えつお 
 手をつなぐ親の会 　　会長 渡辺　玲子 わたなべ　れいこ 
４号 同志社大学政策学部教授 野田　　遊 のだ　ゆう 会長
 パブリック・ハーツ株式会社代表取締役
 岐阜大学　客員准教授 

水谷　香織 みずたに　かおり 副会長

５号 行政改革推進委員会委員 山田　康博 やまだ　やすひろ 

 消防団消防団長  齋藤　雅美 さいとう　まさみ 
 地域公共交通会議会長 前田　繁一 まえだ　しげいち 
 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員 髙山　孝治 たかやま　こうじ　   第2回から参加 
 市民参画会議代表  渡辺　康子 わたなべ　やすこ　   第2回から参加  

 

（敬称略・順不同）
区分 職名 氏名 ふりがな 備考

※職名は委嘱時点の役職等で整理している。

第１回審議会 （平成３０年７月２５日（水）午前９時３０分～　市役所南館３階大会議室）

１　開会
２　あいさつ
３　議事
　⑴　清須市第２次総合計画　後期基本計画（骨子案）について
　⑵　清須市第２次総合計画　後期基本計画の施策の方向性の検討について
４　閉会

〔会議資料〕
資料１　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ
資料２　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画（骨子案）
資料３　　　清須市第２次総合計画　前期基本計画の取組状況について
資料４　　　「市民満足度調査」の実施について

第2回審議会 （平成３１年１月２９日（火）午後２時～　市役所南館３階大会議室）

４　
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須
市
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審
議
会
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簿

５　
清
須
市
総
合
計
画
審
議
会
開
催
状
況
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資料５　　　第１回　総合計画審議会における主な意見等
資料６　　　市民参画会議（第１回）結果報告
資料７　　　市民参画会議（第２回）結果報告
資料８　　　市民参画会議（第３回）結果報告

資　料

５　
清
須
市
総
合
計
画
審
議
会
開
催
状
況

資　
料

１　開会
２　あいさつ
３　議事
　⑴　清須市第２次総合計画　後期基本計画（素案）について
４　閉会

〔会議資料〕
資料１　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ
資料２　　　第２回　総合計画審議会における主な意見等
資料３　　　令和元年度　まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議における主な意見等
資料４　　　若い世代へのまちづくりに関するインタビュー結果報告
資料５　　　第６回（平成３０年度）市民満足度調査報告書（中間まとめ）
資料６－１　  清須市第２次総合計画　後期基本計画（2020－2024）（素案）
資料６－２　  清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略2020
資料６－３　  後期基本計画における３７の施策

第３回審議会 （令和元年７月１７日（水）午前１０時３０分～　市役所南館３階大会議室）

資料５　　　第３回　総合計画審議会での意見等を踏まえた主な修正点
資料６　　　パブリック・コメントの実施について
参考資料１　清須市第２次総合計画　序論
参考資料２　清須市第２次総合計画　基本構想

１　開会
２　議事
　⑴　清須市第２次総合計画　後期基本計画（案）について
　⑵　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定に関する答申（案）について
３　答申
４　市長あいさつ
５　清須市第２次総合計画　後期基本計画の推進に向けて
６　閉会

〔会議資料〕
資料１　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ
資料２　　　第４回　総合計画審議会における主な意見等
資料３　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画（案）に係るパブリック・コメントの
　　　　　  実施結果
資料４　　　第４回　総合計画審議会での意見等を踏まえた主な修正点
資料５　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画（2020－2024）（案）
資料６　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定に関する答申（案）
参考資料１　清須市第２次総合計画　序論
参考資料２　清須市第２次総合計画　基本構想

第5回審議会 （令和元年１１月１４日（木）午前９時３０分～　市役所南館３階大会議室）

１　開会
２　あいさつ
３　議事
　⑴　清須市第２次総合計画　後期基本計画（案）について
４　閉会

〔会議資料〕
資料１　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定のながれ
資料２　　　第３回　総合計画審議会における主な意見等
資料３　　　第６回（平成３０年度）市民満足度調査報告書
資料４　　　清須市第２次総合計画　後期基本計画（2020－2024）（案）

第4回審議会 （令和元年９月２５日（水）午前９時３０分～　市役所南館３階大会議室）
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６． 清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定について（諮問） ７． 市民参画会議～市民感覚で考えよう！これからの「まち・ひと・しごと創生」～の開催概要

資　料

資　
料

Ⅰ　市民参画会議委員名簿（公募市民）
３０清須企第４３０号　
平成３０年７月２５日　

　清須市総合計画審議会
　　会長　野 田  遊  様

清須市長　永　田　純　夫　

清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定について（諮問）

　清須市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための清須市第２次総合計画の後期基本計
画の策定について、総合計画の進捗状況や社会情勢の変化等への的確な対応とともに、地方創生
を推進する観点から、清須市総合計画審議会設置条例（平成１７年清須市条例第１５６号）第２条
の規定に基づき、調査審議を求める。

Ⅱ　各回の開催状況

中村　　　賢 なかむら　まさる
入山　八三郎 いりやま　はちさぶろう
岡山　　和弘 おかやま　かずひろ
横地　　智子 よこち　ともこ
天野　　金明 あまの　かねあき
法月　由紀子 のりづき　ゆきこ
園田　　幸子 そのだ　さちこ
加藤　由紀子 かとう　ゆきこ

（敬称略・順不同）

氏名 ふりがな
埋橋　　玲子 うずはし　れいこ
松本　　周士 まつもと　しゅうじ
塩野　　大介 しおの　だいすけ
渡辺　　康子 わたなべ　やすこ
岩田　　義樹 いわた　よしき
早川　　敦子 はやかわ　あつこ
伊澤　　弥生 いさわ　やよい

氏名 ふりがな

※ ファシリテーター：パブリック・ハーツ株式会社　３名

１　開会（あいさつ・情報提供）
２　グループ討議
　○　ファシリテーターをカフェマスター役として、３つのテーマ（「まち」「ひと」「しごと」）
のカフェを作り、参加者は３つのカフェを順番に巡って討議を進行。自己紹介後、各参加
者は市民目線で「まち」「ひと」「しごと」を創生するために大切だと思うことを付箋に記入。

　○　その後、それぞれの付箋を紹介しあい、各カフェのファシリテーターが整理しながら意
見交換を実施。

３　全体共有
　○　ファシリテーターが、付箋の貼られた模造紙を見せながら各カフェで出た意見を発表し、
それを受けて、「まち・ひと・しごと創生で大切なこと（＝基本目標）」について、全体で
の討議を実施。また、「シール投票」を行い、一人ひとりが、模造紙上の賛同する意見の
ところへシールを貼付。

第１回市民参画会議 （平成３０年９月２０日（木）午後６時３０分～　市役所南館３階大会議室）
テーマ「まち・ひと・しごと創生で大切なこと」
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資　料

資　
料

１　開会（あいさつ・情報提供）
２　グループ討議
　○　ファシリテーターをカフェマスター役として、３つのテーマ（「若い世代の定住を促進する」
「地域の稼ぐ力を高める」「地域資源をネットワーク化して活用する」）のカフェを作り、参
加者は３つのカフェを順番に巡って討議を進行。自己紹介後、各参加者は色の異なる付箋
に次の２種類の意見を記入。

　　①　何がどんな状態になれば、ハッピーですか？
　　②　具体的に何をしたら良いと思いますか？
　○　その後、それぞれの付箋を紹介しあい、各カフェのファシリテーターが整理しながら意

見交換を実施。
３　全体共有
　○　ファシリテーターが、付箋の貼られた模造紙を見せながら各カフェで出た意見を発表し、
それを受けて、これまでの市民参画会議の感想などについて、全体での討議を実施。また、
「シール投票」を行い、一人ひとりが、模造紙上の賛同する意見のところへシールを貼付。

第2回市民参画会議 （平成３０年１０月２９日（月）午後６時３０分～　市役所南館３階大会議室）
テーマ「まち・ひと・しごと創生を具体的に考えよう」

１　開会（あいさつ・情報提供）
２　グループ討議
　○　ファシリテーターをカフェマスター役として、３つのテーマ（「定住する若い世代をふやす」
「市の『強み』を生かして経済効果を生む」「人を育て・つなげて地域を活性化する」）のカフェ
を作り、参加者は３つのカフェを順番に巡って討議を進行。自己紹介後、各参加者は色の
異なる付箋に次の３種類の意見を記入。

　　①　まち・ひと・しごと創生の基本目標（案）についての意見
　　②　まち・ひと・しごと創生の施策の基本的方向について、重要な点や追加した方が良い点
　　③　まち・ひと・しごと創生の基本目標や施策に係る数値目標・ＫＰＩ
　○　その後、それぞれの付箋を紹介しあい、各グループのファシリテーターが整理しながら
意見交換を実施。

３　全体共有
　○　ファシリテーターが、付箋の貼られた模造紙を見せながら各カフェで出た意見を発表し、
それを受けて、「３回の市民参画会議の議論を経て、一番大事だと思うこと」について、
全体での討議を実施。また、「シール投票」を行い、一人ひとりが、模造紙上の賛同する
意見のところへシールを貼付。

第3回市民参画会議 （平成３０年１１月２０日（火）午後６時３０分～　市役所南館３階大会議室）
テーマ「まち・ひと・しごと創生を具体的に考えよう」
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８． 市民満足度調査の結果概要

１．調査の背景と目的
清須市が取り組む施策に対して、市民の皆様が現在どの程度満足と感じているか、そして今後ど

れくらい重要と感じているかを統計的に整理するとともに、施策に関連する市民の皆様の生活実感・
行動実態・認知度等を把握し、今後のまちづくりに活かしていくことを目的に実施するものである。

２．調査の方法
本調査は、以下の仕様・方法により実施した。

　●調査地域 清須市全域

　●調査対象 市内に居住する満20歳以上の個人（平成31年２月１日現在）

　●発 送 数 3,000人

　●抽出方法 住民基本台帳による単純無作為抽出法

　●調査方法 郵送調査票法（郵送配布・郵送回収）

　●調査期間 平成31年２月22日から３月15日

３．調査項目
本調査では、以下の項目に関して調査を行った。

(1) 回答者の属性
性別、年齢、居住地域、職業、家族構成、居住年数

(2) 市の施策に関する満足度・重要度
「清須市第２次総合計画　前期基本計画」に位置付けている施策（３７項目。次ページ参照）
に関する「現状の満足度」と「今後の重要度」を５段階で評価。

　　　　現状の満足度
　　　　　　満足／やや満足／どちらともいえない／やや不満／不満

　　　　今後の重要度
　　　　　　重要／やや重要／どちらともいえない／あまり重要ではない／重要ではない

(3) 市の施策に関連する市民の生活実感・行動実態・認知度等
「清須市第２次総合計画　前期基本計画」において、施策の達成度指標として設定（後期基本
計画で設定予定の指標を含む）している市民の生活実感・行動実態・認知度等を調査。
 

Ⅰ　調査概要



清須市第２次総合計画

資　料

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

資　
料

166 167

 １　治水対策の推進
 ２　防災・減災対策の推進
 ３　防犯・交通安全対策の推進
 ４　消防・救急医療体制の充実
 ５　母子保健の充実
 ６　子育て支援の充実
 ７　学校教育の充実
 ８　ひとり親家庭への支援の充実
 ９　青少年健全育成の推進
10　健康づくりの推進
11　地域福祉の充実
12　高齢者福祉の充実
13　障害者（児）福祉の充実
14　医療保険・年金制度の適正運営
15　生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施
16　市街地整備の推進
17　道路・橋梁の整備・適正管理の推進
18　上水道の安定供給・下水道の充実
19　水辺空間と緑地の充実
20　公共交通の充実
21　ごみの減量化と資源化の推進
22　環境保全の推進
23　斎苑施設の整備
24　観光の振興
25　商業・工業の振興
26　都市近郊農業の振興
27　消費生活の擁護
28　生涯学習の充実
29　文化・芸術活動の振興
30　文化財保護の推進
31　スポーツ・レクリエーション活動の振興
32　国際交流の振興
33　男女共同参画社会の推進
34　市民参加・市民協働の推進
35　広報・広聴活動の充実
36　自治・コミュニティ活動の振興
37　市民ニーズに応える行政運営の推進

１　安全で安心に暮らせるまちをつくる

２　子育てのしやすいまちをつくる

３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる

４　便利で快適に暮らせるまちをつくる

５　魅力に満ちた活力のあるまちをつくる

６　豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる

７　つながりを大切にするまちをつくる

 ■清須市第２次総合計画　前期基本計画の政策体系（３７項目）

政　策 施　策 

【参考】設問内容

○過去（第１～５回）の調査内容
◆調査実施時期
過去の調査の実施時期は以下のとおりである。
　・第１回 ： 平成20年11月 　　・第２回 ： 平成22年６～７月　　・第３回 ： 平成24年６～７月
　・第４回 ： 平成26年７月 　　・第5回 ： 平成28年７～8月

◆調査項目
第１回・第２回は第１次総合計画［前期基本計画］における施策単位、第３回・第４回は第１次総合
計画［後期基本計画］における施策単位、第５回は第２次総合計画［前期基本計画］で設定予定の
施策の単位により調査。
　・清須市第１次総合計画　（前期）平成19～23年　　（後期）平成24～28年
　・清須市第２次総合計画　（前期）平成29～令和元年 （後期）令和２～６年

◆調査対象（発送数）
調査対象（発送数）は、第１回は4,000人、第２回～４回は4,500人、第５回は3,000人。

○百分率について
比率については、各区分の値の小数点以下第２位を四捨五入しているため、比率の合計が
100％にならない場合がある。
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○標本誤差について
◆標本誤差とは
第６回（平成３０年度）市民満足度調査は、２０歳以上の市民を対象として、単純無作為
抽出法により３,０００人を抽出して調査を実施した。
無作為抽出により実施した調査を標本調査と言い、標本調査では抽出者が偶然によっ

て左右されることから誤差が存在し、これを標本誤差という。
「標本調査」では、推計値の前後それぞれに標本誤差をとった幅の中に、真の値がある
といえる。
一般的には、95％の信頼度で、標本誤差が ±３％程度であれば、信頼できる統計結果

と言われている。

◆第６回（平成３０年度）市民満足度調査における標本誤差
「標本誤差（真の値と調査結果との差）」を直接的に測ることは困難であり、次の理論
式に基づいて標本誤差の大きさを推定する方法が一般的とされている。

理論式に基づいた第６回（平成３０年度）市民満足度調査の標本誤差は次のとおり。

見方としては、例えばある設問に１ ,５０４人が回答し、その設問中の選択肢の回答比率
が 80％であった場合、その回答比率の誤差の範囲は ±2.0％以内（78.0％～ 82.0％）
とみることができる。

信頼度 95％の場合の係数
（１００回中９５回は同様の結果が見込まれることを意味する）

標本誤差＝
回答率の割合
（誤差は１％又は 99％が最も小さく、
50％が最も大きい）

母集団の大きさに対する標本の大きさの割合
（割合が高いほど誤差は小さい）

Ｎ ＝ 母集団数（清須市の２０歳以上の住民基本台帳人口［平成３１年２月１日現在］）
　　 55,852 人
ｎ  ＝ 回答者数
　　 1,504 人
ｐ ＝ 回答の比率（％）

回答比率

標本誤差

10％又は
90％

±1.5％

20％又は
80％

±2.0％

30％又は
70％

±2.3％

40％又は
60％

±2.4％

50％

±2.5％

169168

年代 
20歳代 男
 女
30歳代 男
 女
40歳代 男
 女
50歳代 男
 女
60歳代 男
 女
70歳以上 男
 女
属性不明
合計

発送数
323
262
343
249
332
265
245
184
174
167
201
255

3,000

回収数
82
98
119
153
132
141
121
112
111
120
128
180
7

1,504

回収率
25.4%
37.4%
34.7%
61.4%
39.8%
53.2%
49.4%
60.9%
63.8%
71.9%
63.7%
70.6%

50.3%

発送数
297
285
295
271
306
276
210
198
191
194
198
279

3,000

回収数
65
103
96
129
108
134
84
117
113
115
133
152
4

1,353

回収率
21.9%
36.1%
32.5%
47.6%
35.3%
48.6%
40.0%
59.1%
59.2%
59.3%
67.2%
54.5%

45.3%

発送数
465
500
357
386
257
279
309
335
273
294
263
282

4,000

回収数
110
153
113
193
84
122
124
157
142
171
148
144
11

1,672

回収率
23.7%
30.6%
31.7%
50.0%
32.7%
43.7%
40.1%
46.9%
52.0%
58.2%
56.3%
51.1%

41.8%

回収数の構成比

5.5%
6.5%
7.9%
10.2%
8.8%
9.4%
8.0%
7.4%
7.4%
8.0%
8.5%
12.0%
0.5%

100.0%

回収数の構成比

4.8%
7.6%
7.1%
9.5%
8.0%
9.9%
6.2%
8.6%
8.4%
8.5%
9.8%
11.2%
0.3%

100.0%

回収数の構成比

6.6%
9.2%
6.8%
11.5%
5.0%
7.3%
7.4%
9.4%
8.5%
10.2%
8.9%
8.6%
0.7%

100.0%

今　回 前　回 第1回

※今回の回収率（50.3％）は、転居先不明等により調査票が返送された11人を除いて算出した。

［性別・年齢別発送・回収状況］［性別・年齢別発送・回収状況］

［性別・年齢別回収率］［性別・年齢別回収率］

4．  発送・回収状況
アンケートの性別・年齢別発送・回収状況は以下のとおりである。全体の回収率は、第１回並びに
前回と比較し、上昇している。
回収率は男性よりも女性の方が高く、これは過去の調査と同様である。また、年齢別にはおおむね
年齢が低くなるにつれて回収率が低くなる傾向にあり、２０歳代の回収率が最も低い。これも過去の
調査と同様である。
また、前回と比較して、７０歳以上の男性を除いて各年代、性別の回収率が上昇している。

（小数点以下第2位を四捨五入）（小数点以下第2位を四捨五入）

37.437.4

34.734.7

61.461.4

39.839.8

53.253.2

49.449.4

60.960.9

63.863.8

71.971.9

63.763.7

70.670.6

50.350.3

21.921.9
25.425.4

36.136.1

32.532.5

47.647.6

35.335.3

48.648.6

40.040.0

59.159.1

59.259.2

59.359.3

67.267.2

54.554.5

45.345.3

23.723.7

30.630.6

31.731.7

50.050.0

32.732.7

43.743.7

40.140.1

46.946.9

52.052.0

58.258.2

56.356.3

51.151.1

41.841.8

20歳代男

女

30歳代男

女

40歳代男

女

50歳代男

女

60歳代男

女

70歳以上男

女

全体

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

今回
前回
第1回
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１．回答者の属性

(1) 性別
性別の構成比では女性の割合が多く53.7％を占めている。これは過去の調査と同様である。

(2) 年齢
年齢階層別の構成比では、前回と同様70歳以上の割合が最も多くなっている。また、30歳代、
40歳代、50歳代の割合が前回よりも増加している。
 

(3) 居住地域
居住地域別の構成比は、おおむね学区内の人口数に応じた割合となっている。

(4) 職業
職業別の構成比は、会社員・団体職員と無職の割合が多くなっている。これは過去の調査と同
様である。
また、前回と比較して、会社員・団体職員の割合が5.3ポイントと大きく増加している。

Ⅱ　調査結果

170 171

区分

男性
女性
無回答
計

今　回 
46.1
53.7
0.3

100.0

前　回
44.3
55.6
0.1

100.0

第1回
43.2
56.3
0.5

100.0

構成比（％）

区分

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上
無回答
計

今　回 
12.0
18.1
18.3
15.6
15.4
20.5
0.3

100.0

前　回
12.4
16.6
17.9
14.9
16.9
21.2
0.1

100.0

第1回
15.7
18.4
12.3
16.8
18.8
17.6
0.3

100.0

構成比（％）

区分

古城小学校区
西枇杷島小学校区
新川小学校区
星の宮小学校区
桃栄小学校区
清洲小学校区
清洲東小学校区
春日小学校区
無回答
計

今　回 
8.8
17.8
13.6
6.3
7.3
23.5
9.4
12.2
0.9

100.0

前　回
9.1
15.8
14.2
6.6
8.1
21.3
9.2
11.8
3.8

100.0

第1回
10.9
18.7
17.2
6.9
8.5
25.5
10.2
̶
2.0

100.0

構成比（％）

区分

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答
計

今　回 
0.7
37.2
6.3
4.3
16.8
2.4
27.9
4.2
0.4

100.0

前　回
1.4
31.9
8.3
4.6
17.5
2.1
29.4
4.6
0.2

100.0

第1回
1.1
29.2
8.9
3.5
13.9
2.3
36.3
4.2
0.6

100.0

構成比（％）

46.146.1

53.753.7

0.30.3

44.344.3

55.655.6

0.10.1

43.243.2

56.356.3

0.50.5

男性

女性

無回答

今回
前回
第1回

0 20 40 60 80 100（％）

12.012.0

18.118.1

18.318.3

15.615.6

15.415.4

20.520.5

0.30.3

12.412.4

16.616.6

17.917.9

14.914.9

16.916.9

21.221.2

0.10.1

15.715.7

18.418.4

12.312.3

16.816.8

18.818.8

17.617.6

0.30.3

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

0 10 20 30 40（％）

今回
前回
第1回

8.88.8

17.817.8

13.613.6

6.36.3

7.37.3

23.523.5

9.49.4

12.212.2

0.90.9

9.19.1

15.815.8

14.214.2

6.66.6

8.18.1

21.321.3

9.29.2

11.811.8

3.83.8

10.9 10.9 

18.7 18.7 

17.2 17.2 

6.9 6.9 

8.5 8.5 

25.5 25.5 

10.2 10.2 

̶

2.0 2.0 

古城小学校区

西枇杷島小学校区

新川小学校区

星の宮小学校区

桃栄小学校区

清洲小学校区

清洲東小学校区

春日小学校区

無回答

今回
前回
第1回

0 10 20 30 40（％）

0.70.7

6.36.3

4.34.3

16.816.8

2.42.4

27.927.9

4.24.2

0.40.4

1.41.4

31.931.9

37.237.2

8.38.3

4.64.6

17.517.5

2.12.1

29.429.4

4.64.6

0.20.2

1.11.1

29.229.2

8.98.9

3.53.5

13.913.9

2.32.3

36.336.3

4.24.2

0.60.6

農業

会社員・団体職員

自営業

公務員

パート・アルバイト

学生

無職

その他

無回答

今回
前回
第1回

0 10 20 30 40 50（％）
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(5) 家族構成
家族構成別の構成比は、19～64歳の同居家族がいる方の割合が半数近くを占めており最も多い。
また、前回と比較して、65歳以上の同居家族がいる方の割合が6.7ポイントと大きく増加している。

2．調査結果

(1) 市の施策に関する満足度・重要度
　①満足度

施策別の満足度の集計結果は以下のとおりである。

(6) 居住年数
居住年数別の構成比では、清須市が市制施行する前の平成17年６月以前に転入した方の割合
が最も多い。
また、前回と比較して、清須市と春日町が合併した平成21年10月以降に転入した方の割合が
3.8ポイントと大きく増加している。

８　
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民
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172 173

区分（注）

2歳以下の同居家族がいる
3～18歳の同居家族がいる
19～64歳の同居家族がいる 
65歳以上の同居家族がいる
夫婦のみである
同居家族はいない（単身である）
無回答
計

今　回 
9.8
25.5
46.6
24.3
22.9
8.1
0.7

138.0

前　回
9.0
25.6
45.5
17.6
23.5
8.7
0.4

130.4

第1回
̶
̶

54.1
23.0
22.9
6.3
0.7
̶

構成比（％）

※複数回答のため、構成比の合計は100％にはならない。
（注）前回の調査から区分の一部を変更したため、一部の区分は第１回

の欄を「－」としている。

（注）前回の調査から区分を変更したため、第１回の欄を「－」としている。

区分（注）

生まれたときからずっと
平成17年6月以前に転入
平成17年7月から
平成21年9月までに転入
平成21年10月以後に転入
無回答
計

今　回 
23.5
42.2

7.2

23.3
3.8

100.0

前　回
23.3
45.8

7.7

19.5
3.7

100.0

第1回
̶
̶

̶

̶
̶
̶

構成比（％）

満足している
今回

4.4 

3.9 

5.0 

8.6 

8.0 

7.1 

4.7 

3.1 

2.8 

5.7 

4.2 

5.3 

4.0 

4.7 

3.4 

5.6 

5.3 

7.5 

5.8 

7.1 

8.6 

5.8 

4.5 

3.5 

2.9 

2.1 

2.5 

4.2 

4.0 

4.0 

4.7 

3.2 

2.4 

3.5 

5.4 

4.3 

3.8 

第4回 第3回 第2回 第1回

やや満足している どちらともいえない やや不満である 不満である 無回答

6.7 

5.9 

6.4 

11.1 

9.4 

7.6 

5.1 

17.1 

8.8 

6.2 

6.3 

6.0 

6.8 

5.5 

10.3 

11.1 

8.3 

15.9 

8.6 

4.5 

4.6 

2.9 

5.8 

4.7 

5.8 

9.2 

8.6 

6.5 

5.7 

4.4 

5.6 

5.9 

3.4 

11.5 

9.0 

10.0 

17.8 

20.9 

12.9 

9.6 

18.7 

10.7 

11.3 

11.7 

8.4 

8.7 

6.2 

18.5 

14.2 

11.4 

25.2 

7.5 

7.0 

14.8 

4.7 

8.0 

6.9 

9.7 

15.4 

13.7 

10.0 

8.1 

6.0 

8.9 

9.2 

7.0 

12.4 

8.9 

9.3 

17.1 

14.4 

13.1 

7.5 

16.9 

9.9 

8.6 

8.5 

7.9 

9.0 

6.3 

15.9 

13.6 

12.5 

22.8 

9.7 

6.9 

11.7 

3.8 

4.5 

6.5 

9.0 

11.9 

11.8 

9.5 

7.0 

4.9 

10.5 

8.6 

5.1 

6.0 

4.6 

4.5 

5.9 

4.9 

4.5 

4.0 

6.6 

5.2 

3.2 

3.3 

3.1 

5.3 

4.1 

8.4 

7.7 

7.8 

12.9 

4.2 

4.1 

2.6 

1.7 

2.0 

2.3 

3.6 

7.1 

6.0 

4.9 

3.1 

2.6 

5.9 

3.8 

2.5 

今回

24.0 

22.0 

23.9 

29.5 

21.0 

20.3 

18.6 

9.3 

11.5 

27.8 

22.1 

20.3 

14.6 

17.5 

10.6 

22.8 

24.4 

23.6 

24.2 

23.3 

29.4 

21.1 

11.0 

17.0 

12.2 

11.4 

12.0 

20.4 

19.1 

19.7 

21.6 

12.6 

11.4 

17.0 

23.2 

18.4 

16.7 

第4回 第3回 第2回 第1回

28.5 

27.6 

28.8 

33.2 

22.5 

23.3 

17.0 

37.2 

24.8 

20.3 

16.5 

16.5 

21.7 

23.6 

25.1 

35.1 

23.5 

37.2 

27.3 

10.2 

19.0 

9.1 

19.5 

12.4 

18.4 

28.1 

23.9 

23.4 

15.0 

10.5 

18.6 

19.9 

12.6 

30.8 

26.0 

29.9 

31.5 

26.5 

26.3 

19.9 

35.2 

22.7 

23.5 

17.8 

17.2 

20.2 

18.9 

29.2 

33.7 

19.3 

39.5 

19.1 

10.6 

29.9 

11.1 

19.1 

13.5 

18.7 

26.8 

25.9 

22.9 

15.7 

10.3 

19.8 

19.6 

12.2 

28.7 

25.6 

28.1 

29.2 

24.7 

27.6 

18.9 

32.1 

22.4 

21.2 

16.8 

16.2 

19.0 

20.9 

26.6 

28.5 

16.9 

35.4 

24.9 

9.3 

26.0 

9.8 

10.7 

12.3 

19.4 

24.8 

23.7 

21.3 

15.2 

10.1 

25.9 

19.7 

12.2 

28.5 

27.9 

27.5 

29.0 

17.4 

19.4 

16.4 

28.7 

21.8 

18.5 

14.5 

14.4 

16.0 

19.9 

24.4 

34.5 

22.1 

35.5 

25.9 

9.3 

12.9 

8.4 

9.9 

8.9 

16.9 

26.4 

22.3 

19.5 

12.4 

7.5 

24.6 

16.1 

11.4 

今回

49.1 

57.2 

47.2 

50.3 

56.6 

54.0 

57.2 

72.9 

70.1 

57.2 

62.8 

61.9 

68.9 

57.4 

71.8 

42.8 

41.0 

43.0 

48.5 

40.0 

49.8 

59.8 

67.2 

48.9 

62.5 

68.4 

67.5 

64.0 

65.2 

66.2 

62.4 

73.5 

74.7 

68.9 

59.1 

65.2 

63.7 

第4回 第3回 第2回 第1回

40.7 

46.5 

40.9 

44.6 

51.3 

55.5 

63.9 

33.5 

54.5 

55.9 

63.9 

58.9 

36.9 

41.1 

34.2 

32.4 

44.5 

27.4 

48.8 

62.4 

52.4 

60.9 

61.2 

71.1 

64.3 

52.2 

58.4 

55.2 

68.2 

73.4 

63.1 

60.6 

60.7 

44.0 

47.4 

35.4 

44.6 

40.2 

50.9 

58.4 

34.7 

56.8 

55.0 

60.4 

59.7 

41.7 

39.9 

32.7 

34.6 

47.0 

21.9 

58.4 

64.7 

43.0 

64.0 

61.2 

70.3 

60.0 

48.7 

50.5 

54.2 

65.4 

73.4 

57.2 

57.9 

55.4 

43.9 

49.4 

32.0 

43.8 

43.9 

48.6 

59.1 

34.0 

54.1 

54.2 

60.7 

59.1 

40.2 

36.8 

34.1 

32.6 

47.9 

23.0 

43.3 

64.4 

49.6 

63.3 

69.2 

67.5 

57.5 

51.6 

53.2 

53.4 

65.8 

71.5 

48.9 

57.0 

54.1 

41.3 

43.2 

32.3 

52.5 

54.2 

60.0 

65.6 

43.4 

58.4 

58.5 

65.7 

57.4 

41.0 

44.6 

37.0 

30.6 

50.8 

26.1 

46.5 

64.2 

65.6 

60.9 

67.0 

76.4 

65.3 

54.8 

61.9 

56.8 

71.8 

78.9 

54.1 

67.7 

59.7 

今回

13.3 

10.6 

15.7 

7.0 

3.3 

6.1 

7.2 

3.2 

3.9 

4.6 

5.9 

7.3 

5.9 

11.0 

5.1 

18.6 

18.7 

14.9 

12.6 

17.2 

7.8 

6.8 

8.6 

18.2 

14.1 

11.0 

10.6 

6.0 

6.1 

4.5 

5.5 

4.4 

5.2 

5.3 

6.6 

6.3 

7.8 

第4回 第3回 第2回 第1回

14.1 

11.7 

15.0 

5.1 

8.6 

6.6 

7.0 

7.3 

6.0 

10.5 

6.3 

10.2 

19.8 

18.7 

16.5 

13.8 

14.1 

12.6 

9.3 

9.4 

13.8 

15.5 

6.4 

5.3 

5.1 

4.2 

3.2 

7.8 

5.1 

5.1 

6.9 

7.1 

13.0 

7.9 

11.5 

16.3 

2.6 

5.0 

3.6 

5.9 

7.7 

5.3 

5.2 

3.8 

7.0 

16.5 

22.5 

10.8 

10.5 

12.3 

9.0 

8.0 

8.4 

5.9 

11.1 

5.1 

3.6 

5.9 

4.1 

4.5 

6.5 

4.6 

3.3 

5.1 

6.3 

12.7 

7.3 

8.4 

19.0 

3.4 

6.4 

3.9 

5.9 

10.5 

6.0 

7.1 

4.0 

7.2 

17.0 

20.7 

12.1 

15.5 

11.9 

11.2 

12.4 

7.5 

5.3 

11.7 

5.3 

4.9 

6.6 

4.6 

4.5 

7.2 

3.9 

4.5 

5.7 

6.0 

14.4 

12.3 

14.5 

24.3 

6.5 

12.6 

7.8 

7.4 

13.2 

8.3 

11.4 

8.3 

14.1 

23.0 

19.9 

15.9 

18.5 

10.1 

15.8 

15.0 

9.2 

9.7 

18.1 

11.1 

5.9 

7.5 

5.7 

3.7 

11.0 

5.4 

5.0 

8.7 

6.0 

14.0 

今回

7.2 

4.2 

6.1 

2.7 

1.7 

3.2 

2.9 

1.6 

1.7 

1.5 

1.4 

1.8 

2.1 

5.9 

2.9 

7.4 

7.8 

7.9 

5.9 

9.4 

1.7 

2.8 

4.9 

9.6 

5.3 

3.9 

4.1 

1.7 

1.8 

1.3 

1.7 

1.9 

1.8 

1.5 

2.0 

2.3 

4.2 

第4回 第3回 第2回 第1回

7.4 

4.5 

5.4 

2.5 

3.0 

2.2 

1.9 

2.1 

2.4 

3.9 

2.6 

4.1 

11.5 

7.4 

10.3 

4.4 

6.7 

4.0 

2.4 

9.0 

5.8 

7.6 

3.0 

1.5 

1.6 

2.0 

1.4 

2.5 

1.5 

1.6 

2.0 

2.2 

5.5 

3.8 

3.7 

6.5 

0.8 

2.2 

1.7 

2.3 

1.9 

1.2 

1.4 

1.3 

4.3 

9.4 

8.9 

6.7 

4.3 

6.7 

2.5 

2.5 

4.8 

2.0 

4.3 

1.9 

1.4 

1.4 

1.2 

1.1 

2.3 

1.7 

1.3 

2.1 

2.7 

6.4 

5.2 

4.3 

8.4 

1.6 

3.0 

1.7 

1.7 

3.3 

2.3 

3.2 

2.0 

4.3 

8.3 

11.1 

7.4 

5.6 

7.2 

4.0 

4.1 

6.4 

2.5 

4.9 

3.0 

1.7 

2.2 

2.0 

1.8 

2.7 

1.8 

0.9 

2.0 

2.4 

7.6 

7.5 

6.0 

8.5 

2.1 

6.2 

2.7 

2.4 

4.9 

2.8 

5.1 

4.1 

7.8 

11.0 

7.4 

11.5 

5.7 

5.7 

7.0 

4.1 

8.5 

4.2 

6.0 

4.7 

1.7 

1.4 

2.1 

1.3 

3.5 

2.5 

1.3 

2.7 

2.0 

8.1 

今回

2.0 

2.1 

2.2 

1.8 

9.4 

9.3 

9.4 

9.9 

10.0 

3.2 

3.7 

3.3 

4.5 

3.5 

6.1 

2.9 

2.8 

3.1 

3.0 

3.1 

2.6 

3.7 

3.9 

2.8 

3.1 

3.3 

3.3 

3.8 

3.9 

4.3 

4.1 

4.4 

4.5 

3.7 

3.7 

3.6 

3.8 

第4回 第3回 第2回 第1回

2.6 

3.9 

3.4 

3.6 

5.2 

4.9 

5.1 

2.8 

3.4 

3.2 

4.3 

4.3 

3.3 

3.6 

3.5 

3.1 

2.9 

2.9 

3.5 

4.5 

4.3 

4.0 

4.2 

5.1 

4.8 

4.3 

4.6 

4.6 

4.4 

5.0 

3.7 

4.3 

4.7 

第5回

4.4 

4.3 

6.3 

10.1 

7.6 

7.6 

5.5 

3.7 

3.5 

6.7 

4.8 

5.5 

3.8 

4.4 

3.5 

4.8 

5.2 

7.9 

6.4 

7.8 

8.5 

4.7 

3.4 

3.8 

2.3 

2.1 

2.6 

4.7 

3.9 

4.7 

4.9 

3.2 

2.7 

3.7 

5.3 

3.9 

2.7 

第5回

26.8 

21.8 

24.6 

27.3 

23.9 

25.1 

22.0 

11.2 

12.8 

30.2 

22.1 

22.6 

15.1 

18.0 

9.9 

26.6 

25.3 

24.5 

25.6 

25.6 

32.3 

23.2 

12.9 

19.4 

14.7 

12.4 

13.5 

21.4 

20.5 

20.3 

20.8 

13.5 

9.2 

16.9 

23.7 

21.4 

18.3 

第5回

45.3 

55.2 

46.0 

47.6 

53.7 

48.8 

53.8 

70.1 

67.5 

53.5 

60.5 

57.2 

68.7 

51.7 

73.5 

40.4 

41.1 

43.1 

46.7 

38.7 

47.0 

58.8 

63.7 

47.8 

61.9 

68.2 

65.3 

63.4 

65.0 

66.3 

64.2 

72.3 

76.4 

69.2 

59.6 

62.2 

63.6 

第5回

14.4 

10.9 

14.8 

9.2 

4.1 

6.5 

7.2 

4.1 

5.5 

4.3 

6.7 

7.7 

5.2 

14.9 

5.0 

17.8 

18.1 

14.1 

13.1 

17.2 

6.6 

6.6 

9.5 

17.2 

12.7 

9.2 

10.7 

4.9 

5.5 

3.6 

5.2 

6.3 

6.2 

5.2 

6.0 

7.7 

8.4 

第5回

6.8 

5.2 

5.4 

3.3 

1.6 

3.0 

2.4 

1.6 

1.1 

1.3 

1.6 

3.0 

1.8 

7.1 

2.1 

7.1 

6.9 

7.0 

4.5 

7.1 

2.1 

2.7 

6.4 

8.0 

4.4 

3.7 

3.6 

1.6 

1.5 

1.1 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.6 

1.3 

3.4 

第5回

2.4 

2.7 

2.9 

2.6 

9.1 

9.1 

9.0 

9.2 

9.7 

4.1 

4.4 

4.0 

5.3 

3.9 

6.0 

3.3 

3.4 

3.3 

3.7 

3.5 

3.5 

4.0 

4.2 

3.8 

4.0 

4.4 

4.4 

4.0 

3.7 

3.9 

3.8 

3.7 

4.2 

3.8 

3.8 

3.5 

3.6 

2.0 

2.4 

1.8 

2.7 

5.2 

4.6 

4.0 

1.8 

3.3 

3.5 

4.9 

3.4 

3.5 

3.5 

2.1 

2.6 

3.2 

2.0 

4.5 

4.5 

4.5 

4.9 

4.7 

4.3 

4.3 

3.9 

4.2 

4.1 

4.6 

5.7 

6.9 

4.2 

6.2 

2.6 

3.4 

2.7 

4.8 

7.6 

5.2 

6.8 

3.2 

5.3 

5.7 

8.0 

5.3 

5.8 

4.2 

4.0 

4.1 

3.5 

3.7 

5.6 

5.5 

4.9 

6.4 

7.2 

7.1 

5.3 

5.0 

5.1 

5.8 

6.4 

8.1 

7.0 

6.4 

6.6 

4.4 

3.8 

2.9 

4.0 

4.7 

5.5 

4.2 

3.1 

3.5 

3.2 

4.1 

3.2 

3.7 

4.2 

2.8 

3.0 

3.3 

2.7 

4.2 

4.8 

4.9 

5.0 

5.3 

5.0 

5.3 

3.8 

4.8 

4.3 

4.7 

4.7 

4.0 

4.4 

4.4 

政 

策

1 

安
全･

安
心

2 

子
育
て

3 

健
や
か

4 

便
利・快
適

5 

魅
力・活
力

6 

豊
か
な
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

7 

つ
な
が
り

施　策

  1 治水対策の推進

  2 防災・減災対策の推進

  3 防犯・交通安全対策の推進

  4 消防・救急医療体制の充実

  5 母子保健の充実

  6 子育て支援の充実

  7 学校教育の充実

  8 ひとり親家庭への支援の充実

  9 青少年健全育成の推進

10 健康づくりの推進

11 地域福祉の充実

12 高齢者福祉の充実

13 障害者（児）福祉の充実
14 医療保険・年金制度の
　　適正運営
15 生活保護・生活困窮者
　　自立支援制度の適正実施

16 市街地整備の推進
17 道路・橋梁の整備・適正管
理の推進

18 上水道の安定供給・下水道
の充実

19 水辺空間と緑地の充実

20 公共交通の充実
21 ごみの減量化と資源化の
推進

22 環境保全の推進

23 斎苑施設の整備

24 観光の振興

25 商業・工業の振興

26 都市近郊農業の振興

27 消費生活の擁護

28 生涯学習の充実

29 文化・芸術活動の振興

30 文化財保護の推進
31 スポーツ・レクリエーション
活動の振興

32 国際交流の振興

33 男女共同参画社会の推進

34 市民参加・市民協働の推進

35 広報・広聴活動の充実
36 自治・コミュニティ活動の
振興

37 市民ニーズに応える行政
運営の推進

（単位：％）

※第４回調査までは第１次総合計画の施策により調査を実施しているため、第２次総合計画の施策に対応する施策が第１次総合計画にない場合は、
第１回から第４回までの欄を空欄としている（181ページも同様）。

9.89.8
9.09.0

25.625.6
25.525.5

46.646.6

24.324.3

22.922.9

8.18.1

0.70.7

45.545.5

17.617.6

23.523.5

8.78.7

0.40.4

̶̶

̶̶

54.154.1

23.023.0

22.922.9

6.36.3

0.70.7

2歳以下の
同居家族がいる

3～18歳の
同居家族がいる

19～64歳の
同居家族がいる

65歳以上の
同居家族がいる

夫婦のみである

無回答

同居家族はいない
（単身である）

0 20 40 60 80（％）

今回
前回
第1回

23.523.5

42.242.2

7.27.2

23.323.3

3.83.8

23.323.3

45.845.8

7.77.7

19.519.5

3.73.7

生まれたときから
ずっと

無回答

平成17年6月
以前に転入

平成21年10月
以後に転入

平成17年7月から
平成21年9月までに

転入

0 20 40 60 80（％）

今回
前回



清須市第２次総合計画

資　料

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

資　
料

政策別にみた満足度の結果グラフ

1  安全で安心に暮らせるまちをつくる（安全・安心）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「消防・救急医療体制の充実」
（38.1％）となっており、次いで「防犯・交通安全対策の推進」（28.9％）、「治水対策の推進」
（28.4％）がほぼ同程度の割合となっている。
前回との比較では、「消防・救急医療体制の充実」の微増を除き、他の施策では「満足・やや満足」

の合計値が減少している。

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

2  子育てのしやすいまちをつくる（子育て）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「母子保健の充実」（29.0％）となっ
ており、次いで「子育て支援の充実」（27.4％）、「学校教育の充実」（23.3％）が続いている。「青少
年健全育成の推進」（14.3％）並びに「ひとり親家庭への支援の充実」（12.4％）は他の施策に比べ
て低くなっている。
前回との比較では、全ての施策において「満足・やや満足」の合計値が減少している。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。

174 175

1.治水対策 2.防災・減災 3.防犯・交通安全 4.消防・救急医療

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

（単位：％）

1.治水対策

2.防災・減災

3.防犯・交通安全

4.消防・救急医療

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

4.44.4

3.93.9

5.05.0

8.68.6

24.024.0

22.022.0

23.923.9

29.529.5

49.149.1

57.257.2

47.247.2

50.350.3

13.313.3

10.610.6

15.715.7

7.07.0

7.27.2

4.24.2

6.16.1

2.72.7

2.02.0

2.12.1

2.22.2

1.81.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

5.母子保健 6.子育て 7.学校教育 8.ひとり親家庭 9.青少年

5.母子保健

6.子育て

7.学校教育

8.ひとり親家庭

9.青少年

（単位：％）

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

8.08.0

7.17.1

4.74.7

3.13.1

2.82.8

21.021.0

20.320.3

18.618.6

9.39.3

11.511.5

56.656.6

54.054.0

57.257.2

72.972.9

70.170.1

3.33.3

6.16.1

7.27.2

3.23.2

3.93.9

1.71.7

3.23.2

2.92.9
1.61.6

1.71.7

9.49.4

9.39.3

9.49.4

9.99.9

10.010.0
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3  誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる（健やか）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「健康づくりの推進」（33.5％）となっ
ており、次いで「地域福祉の充実」（26.3％）、「高齢者福祉の充実」（25.6％）がほぼ同程度の割合
となっている。「生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施」（14.0％）は、他の施策に比べて
低くなっている。
また、「医療保険・年金制度の適正運営」は、「不満」と「やや不満」の割合が他の施策に比べて高い。
前回との比較では、「生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施」が微増しているほかは、

「満足・やや満足」の合計値が減少している。

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

4  便利で快適に暮らせるまちをつくる（便利・快適）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「ごみの減量化と資源化の推進」
（38.0％）となっている。その他の施策については、概ね30％前後で同程度となっているが、「斎苑
施設の整備」（15.5％）は、他の施策に比べて低くなっている。
前回との比較では、全ての施策において「満足・やや満足」の合計値が減少している。

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

10.健康づくり 11.地域福祉 12.高齢者福祉 13.障害者福祉
14.医療保険・年金 15.生活保護等

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

（単位：％）

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

10.健康づくり

11.地域福祉

12.高齢者福祉

13.障害者福祉

14.医療保険・年金

15.生活保護等

5.75.7

4.24.2

5.35.3

4.04.0

4.74.7

3.43.4

27.827.8

22.122.1

20.320.3

14.614.6

17.517.5

10.610.6

57.257.2

62.862.8

61.961.9

68.968.9

57.457.4

71.871.8

4.64.6

5.95.9

7.37.3

5.95.9

11.011.0

5.15.1

1.81.8

2.12.1

5.95.9

2.92.9

4.54.5

3.53.5

6.16.1

1.51.5

1.41.4

3.33.3

3.23.2

3.73.7

（単位：％）

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

5.65.6

5.35.3

7.57.5

5.85.8

7.17.1

8.68.6

5.85.8

4.54.5

22.822.8

24.424.4

23.623.6

24.224.2

23.323.3

29.429.4

21.121.1

11.011.0

42.842.8

41.041.0

43.043.0

48.548.5

40.040.0

49.849.8

59.859.8

67.267.2

18.618.6

18.718.7

14.914.9

12.612.6

17.217.2

7.87.8

6.86.8

8.68.6

7.47.4

7.87.8

7.97.9

5.95.9

9.49.4
1.71.7

2.82.8

4.94.9

16.市街地整備

17.道路・橋梁

18.上・下水道

19.水辺空間と緑地

20.公共交通

21.ごみ減量化等

22.環境保全

23.斎苑

2.92.9

2.82.8

3.13.1

3.03.0

3.13.1

2.62.6

3.73.7

3.93.9
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20.0
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40.0

50.0

60.0

70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

16.市街地整備 17.道路・橋梁 18.上・下水道 19.水辺空間と緑地
20.公共交通 21.ごみ減量化等 22.環境保全 23.斎苑
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5  魅力に満ちた活力のあるまちをつくる（魅力・活力）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「観光の振興」（20.5％）となってい
る。「商業・工業の振興」（15.1％）、「消費生活の擁護」（14.5％）、「都市近郊農業の振興」（13.5％）
については、ほぼ同程度となっている。
前回との比較では、全ての施策において「満足・やや満足」の合計値が減少している。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

6  豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる（豊かなこころとからだ）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「スポーツ・レクリエーション活動の
振興」（26.3％）となっている。次いで「生涯学習の充実」（24.6％）、「文化財保護の推進」
（23.7％）、「文化・芸術活動の振興」（23.1％）がほぼ同程度で並んでいる。
前回との比較では、「男女共同参画社会の推進」「スポーツ・レクリエーション活動の振興」を除く
施策で「満足・やや満足」の合計値が減少している。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］
［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。
※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。
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70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

24.観光 25.商業・工業 26.都市近郊農業 27.消費生活

（単位：％）

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

3.53.5

2.92.9

2.12.1

2.52.5

17.017.0

12.212.2

11.411.4

12.012.0

48.948.9

62.562.5

68.468.4

67.567.5

18.218.2

14.114.1

11.011.0

10.610.6

9.69.6

5.35.3

3.93.9

4.14.1

24.観光

25.商業・工業

26.都市近郊農業

27.消費生活

2.82.8

3.13.1

3.33.3

3.33.3

0.0

10.0

20.0
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40.0

50.0

60.0

70.0
（単位：％）

H20 H22 H24 H26 H28 H30

28.生涯学習 29.文化・芸術活動 30.文化財保護
31.スポーツ・レク 32.国際交流 33. 男女共同参画

（単位：％）

無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している

4.24.2

4.04.0

4.04.0

4.74.7

3.23.2

2.42.4

20.420.4

19.119.1

19.719.7

21.621.6

12.612.6

11.411.4

64.064.0

65.265.2

66.266.2

62.462.4

73.573.5

74.774.7

6.06.0

6.16.1

4.54.5

5.55.5

4.44.4

5.25.2

1.71.7

1.81.8

1.31.3

1.71.7

1.91.9

1.81.8

3.83.8

3.93.9

4.34.3

4.14.1

4.44.4

4.54.5

28.生涯学習

29.文化・芸術活動

30.文化財保護

31.スポーツ・レク

32.国際交流

33.男女共同参画
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7  つながりを大切にするまちをつくる（つながり）

今回の調査で「満足・やや満足」の合計値が最も高い施策は「広報・広聴活動の充実」（28.6％）と
なっている。次いで、「自治・コミュニティ活動の振興」（22.7％）と続き、「市民ニーズに応える行政
運営の推進」（20.5％）、「市民参加・市民協働の推進」（20.5％）については、ほぼ同程度となって
いる。
前回との比較では、全ての施策において「満足・やや満足」の合計値が減少している。

［施策別満足度※の時系列推移］［施策別満足度※の時系列推移］

［施策別満足度の構成比］［施策別満足度の構成比］

※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。※「満足」と「やや満足」の割合の合計値で計算。

　②重要度
施策別の重要度の集計結果は以下のとおりである。

重要である
今回

67.0 

61.0 

55.7 

53.2 

41.2 

47.6 

48.8 

34.8 

36.1 

34.9 

32.2 

40.8 

37.5 

48.1 

29.1 

35.5 

38.3 

38.1 

24.9 

35.5 

34.8 

30.7 

24.3 

20.9 

19.9 

15.0 

19.9 

17.4 

13.6 

17.6 

16.6 

15.4 

15.5 

15.8 

18.7 

18.0 

26.9 

第4回 第3回 第2回 第1回

やや重要である どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない 無回答

67.0 

57.4 

54.5 

51.1 

43.4 

38.3 

29.6 

38.6 

26.3 

42.3 

35.2 

34.4 

32.4 

30.9 

41.0 

26.2 

23.9 

39.7 

23.6 

24.6 

25.1 

26.1 

21.9 

18.5 

18.4 

18.6 

23.0 

17.1 

15.8 

17.1 

19.2 

19.7 

32.8 

74.3 

66.5 

64.1 

56.7 

51.6 

57.3 

34.8 

51.5 

39.1 

50.6 

43.8 

39.3 

36.8 

44.9 

58.5 

34.2 

29.3 

53.5 

33.4 

28.4 

31.5 

28.5 

25.7 

30.8 

23.8 

26.9 

29.0 

23.4 

21.8 

20.2 

25.1 

25.4 

41.8 

69.8 

59.2 

65.6 

56.4 

51.2 

53.0 

33.9 

51.7 

37.7 

52.5 

42.6 

42.0 

34.5 

46.6 

58.4 

34.2 

28.3 

52.7 

37.1 

26.5 

29.0 

29.0 

23.7 

28.9 

23.1 

25.3 

29.3 

23.1 

21.6 

18.3 

28.6 

23.9 

46.7 

57.0 

46.7 

53.3 

39.5 

37.0 

25.7 

17.4 

31.6 

19.3 

36.0 

29.5 

36.5 

28.3 

24.4 

40.6 

22.0 

14.8 

42.6 

21.6 

19.0 

13.5 

20.2 

17.4 

12.5 

10.4 

11.1 

15.9 

13.0 

8.7 

9.6 

15.7 

11.3 

32.5 

今回

19.0 

23.5 

27.3 

27.5 

26.2 

24.1 

24.2 

27.0 

28.1 

31.6 

34.1 

31.7 

29.7 

27.1 

26.5 

36.2 

36.0 

33.4 

33.4 

33.0 

33.2 

32.6 

26.5 

32.2 

32.4 

28.0 

28.8 

34.0 

30.7 

28.6 

29.6 

26.3 

25.7 

28.7 

31.8 

30.6 

27.5 

第4回 第3回 第2回 第1回

15.7 

21.8 

23.9 

24.1 

22.3 

23.4 

26.3 

30.4 

28.1 

24.6 

25.7 

25.7 

29.2 

33.4 

28.5 

35.4 

26.6 

31.8 

32.5 

21.2 

25.6 

28.3 

24.6 

25.8 

26.2 

28.8 

25.7 

28.4 

22.3 

22.5 

28.7 

26.1 

24.0 

13.6 

18.3 

23.3 

22.0 

20.7 

20.7 

27.2 

26.6 

24.3 

23.9 

24.0 

22.8 

30.3 

31.0 

23.2 

36.6 

25.2 

30.4 

29.8 

19.3 

29.6 

26.9 

26.2 

23.6 

27.9 

30.3 

30.5 

27.7 

24.8 

18.8 

25.8 

25.6 

21.1 

15.7 

20.1 

19.8 

20.2 

18.5 

22.2 

25.6 

24.6 

24.6 

20.4 

20.1 

20.6 

28.3 

28.3 

21.4 

34.7 

24.0 

28.3 

32.8 

18.9 

28.8 

24.8 

22.2 

25.1 

26.9 

28.1 

26.5 

28.5 

22.9 

17.6 

27.2 

24.8 

19.3 

27.4 

32.8 

31.4 

33.3 

28.1 

28.4 

30.3 

35.4 

31.8 

31.5 

28.9 

29.3 

34.0 

37.1 

34.0 

43.4 

29.1 

36.5 

41.1 

22.4 

25.4 

33.1 

29.1 

24.7 

27.6 

29.7 

29.1 

29.8 

23.1 

18.4 

34.0 

25.7 

26.0 

今回

6.7 

8.0 

8.9 

11.8 

21.1 

17.2 

15.8 

25.6 

23.9 

24.9 

24.9 

18.9 

24.2 

16.9 

31.3 

20.0 

17.8 

20.6 

31.2 

21.8 

23.8 

28.7 

37.4 

32.6 

38.1 

44.3 

41.2 

38.0 

44.1 

42.3 

41.6 

44.7 

46.6 

43.6 

39.0 

40.0 

36.5 

第4回 第3回 第2回 第1回

5.3 

8.2 

8.7 

11.7 

19.5 

22.5 

28.1 

16.3 

29.0 

18.8 

24.4 

24.5 

21.5 

20.4 

16.1 

21.3 

28.9 

14.7 

26.5 

35.0 

29.7 

28.6 

34.3 

38.2 

37.5 

33.4 

33.8 

36.3 

40.3 

41.6 

33.6 

36.0 

26.2 

6.9 

10.5 

8.0 

15.8 

19.8 

16.7 

30.3 

17.8 

30.6 

20.9 

26.1 

31.6 

24.6 

17.7 

13.8 

22.1 

31.6 

11.0 

29.0 

41.9 

29.4 

36.8 

37.8 

37.1 

37.9 

33.0 

31.6 

40.2 

41.1 

49.8 

39.2 

39.1 

28.9 

8.6 

14.6 

8.7 

15.8 

20.6 

18.2 

30.6 

17.8 

29.5 

20.1 

28.5 

29.5 

26.4 

17.4 

13.4 

21.3 

33.4 

12.1 

21.7 

42.7 

31.1 

35.7 

42.0 

35.8 

38.3 

35.3 

33.9 

36.4 

41.0 

50.1 

33.0 

38.6 

24.4 

8.0 

12.8 

8.4 

19.6 

26.5 

36.8 

39.7 

25.0 

37.5 

25.0 

33.6 

26.9 

26.3 

29.3 

17.5 

25.1 

37.9 

14.0 

27.5 

44.1 

45.5 

36.1 

42.6 

50.1 

49.6 

45.0 

43.6 

45.0 

51.1 

56.7 

39.4 

49.2 

33.9 

今回

0.3 

0.5 

1.0 

0.6 

0.7 

0.4 

0.3 

1.4 

0.9 

1.5 

1.5 

1.3 

0.9 

0.7 

3.1 

1.4 

1.0 

0.9 

2.7 

2.3 

0.9 

0.9 

3.4 

6.0 

2.2 

4.7 

2.6 

2.8 

3.9 

3.7 

4.2 

4.7 

3.2 

3.7 

2.3 

3.3 

1.2 

第4回 第3回 第2回 第1回

0.5 

0.3 

0.6 

0.4 

1.0 

1.1 

1.9 

1.1 

2.0 

0.9 

0.9 

1.4 

2.0 

1.1 

1.9 

2.3 

4.8 

1.2 

1.8 

4.6 

4.0 

2.5 

2.5 

2.8 

2.5 

3.2 

2.3 

2.6 

5.2 

3.9 

2.4 

3.5 

1.3 

0.4 

0.7 

0.4 

0.6 

1.4 

0.4 

2.0 

0.4 

1.6 

0.7 

0.8 

1.4 

2.7 

1.1 

0.8 

2.6 

6.4 

0.7 

2.1 

3.9 

3.4 

1.8 

3.5 

3.1 

3.9 

3.8 

3.1 

2.9 

4.7 

3.7 

1.9 

3.7 

1.1 

0.5 

0.5 

0.3 

0.3 

1.3 

0.6 

1.8 

0.7 

1.2 

0.6 

0.6 

1.2 

2.6 

1.5 

0.7 

2.7 

5.8 

0.6 

1.3 

3.7 

4.0 

2.5 

2.9 

2.3 

4.1 

4.5 

3.4 

4.1 

5.3 

3.9 

2.4 

4.0 

1.5 

1.0 

1.1 

0.6 

0.7 

1.1 

1.2 

4.5 

1.1 

3.4 

1.2 

1.2 

0.7 

3.8 

2.5 

1.7 

2.7 

8.3 

0.8 

2.3 

4.8 

5.9 

2.8 

2.9 

3.7 

4.4 

5.8 

3.3 

4.0 

7.2 

5.6 

3.4 

5.1 

1.3 

今回

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

0.1 

0.6 

0.4 

0.2 

0.3 

0.6 

0.3 

0.3 

1.7 

0.1 

0.2 

0.2 

0.9 

0.7 

0.3 

0.3 

1.7 

1.7 

0.3 

1.1 

0.7 

0.7 

1.0 

0.9 

1.1 

1.8 

1.6 

0.8 

0.7 

1.1 

0.8 

第4回 第3回 第2回 第1回

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.3 

0.2 

0.3 

0.2 

0.6 

0.2 

0.2 

0.6 

0.8 

0.3 

0.5 

0.3 

2.5 

0.2 

0.6 

2.3 

1.8 

0.7 

1.2 

0.8 

1.1 

1.5 

0.8 

1.1 

2.0 

1.2 

0.7 

1.0 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

1.0 

0.2 

0.7 

0.2 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

1.0 

0.1 

0.2 

0.5 

3.1 

0.1 

0.5 

1.4 

0.9 

0.4 

1.0 

0.5 

1.1 

1.1 

0.6 

0.7 

2.4 

1.4 

0.8 

1.3 

0.2 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.7 

0.3 

0.9 

0.2 

0.6 

0.4 

0.5 

0.6 

1.5 

0.4 

0.2 

0.9 

3.4 

0.3 

0.6 

2.0 

1.8 

1.1 

1.7 

0.7 

1.3 

1.3 

1.4 

1.7 

2.8 

1.8 

0.8 

1.8 

0.4 

0.2 

0.3 

0.2 

0.4 

0.4 

0.7 

1.6 

0.2 

1.3 

0.6 

0.6 

0.5 

1.6 

0.8 

0.5 

1.0 

4.4 

0.4 

0.7 

2.8 

3.1 

1.4 

1.4 

1.6 

1.3 

2.5 

2.0 

1.9 

3.8 

2.9 

1.3 

1.7 

0.6 

今回

7.0 

7.0 

6.9 

6.8 

10.6 

10.5 

10.7 

10.6 

10.6 

6.9 

7.0 

6.6 

7.4 

6.9 

8.2 

6.7 

6.7 

6.8 

6.9 

6.7 

7.0 

6.8 

6.7 

6.6 

7.0 

6.9 

6.8 

7.0 

6.8 

6.9 

7.0 

7.1 

7.4 

7.4 

7.4 

7.2 

7.1 

第4回 第3回 第2回 第1回

11.4 

12.2 

12.2 

12.7 

13.6 

14.5 

13.8 

13.4 

14.1 

13.1 

13.6 

13.4 

14.1 

13.9 

12.1 

14.5 

13.3 

12.5 

15.0 

12.3 

13.8 

13.8 

15.5 

13.9 

14.4 

14.4 

14.4 

14.5 

14.3 

13.8 

15.4 

13.7 

15.3 

第5回

65.1 

57.1 

52.7 

50.9 

38.7 

47.3 

47.0 

32.9 

34.1 

32.2 

29.8 

41.8 

34.0 

48.7 

25.6 

29.3 

33.1 

35.0 

20.0 

28.8 

31.0 

26.2 

22.0 

18.9 

19.6 

15.5 

19.1 

14.1 

12.3 

15.4 

13.0 

12.3 

13.5 

13.1 

15.7 

14.0 

23.4 

第5回

21.1 

26.8 

29.4 

28.7 

29.7 

25.7 

25.1 

28.4 

27.2 

36.6 

35.6 

31.0 

32.7 

26.6 

27.1 

39.2 

38.5 

34.7 

35.7 

32.7 

36.2 

34.7 

24.8 

33.4 

34.6 

29.0 

30.0 

34.3 

28.9 

32.5 

33.8 

27.3 

25.5 

29.6 

31.3 

32.4 

29.7 

第5回

6.1 

8.1 

9.3 

12.1 

20.1 

15.7 

16.4 

25.3 

25.9 

22.0 

25.5 

18.6 

24.2 

17.1 

33.3 

21.4 

19.5 

22.4 

32.2 

27.0 

24.2 

30.1 

39.6 

34.1 

36.0 

43.7 

40.3 

41.1 

47.1 

41.2 

41.3 

47.3 

49.1 

45.8 

42.4 

42.5 

37.6 

第5回

0.6 

0.6 

0.9 

0.6 

0.6 

0.4 

0.3 

1.3 

1.5 

1.2 

1.3 

0.9 

1.0 

0.8 

3.5 

2.7 

1.8 

1.3 

3.9 

3.3 

1.4 

1.5 

4.7 

4.8 

2.1 

3.7 

2.8 

3.0 

4.1 

3.5 

3.6 

4.3 

3.5 

3.7 

3.0 

3.3 

2.3 

第5回

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0.5 

0.3 

0.4 

0.1 

0.6 

0.4 

0.2 

2.1 

0.3 

0.2 

0.1 

0.8 

1.0 

0.2 

0.3 

1.8 

1.9 

1.0 

1.1 

0.7 

1.0 

1.2 

0.7 

1.3 

1.9 

1.6 

1.0 

0.7 

1.2 

0.5 

第5回

7.0 

7.4 

7.5 

7.6 

10.9 

10.9 

11.2 

11.6 

11.0 

7.6 

7.7 

7.0 

7.8 

6.5 

8.4 

7.2 

6.9 

6.5 

7.4 

7.2 

6.9 

7.2 

7.2 

6.8 

6.7 

6.9 

7.1 

6.6 

6.5 

6.5 

6.9 

6.9 

6.9 

6.8 

6.8 

6.6 

6.5 

4.6 

3.9 

4.0 

4.6 

5.5 

4.7 

5.0 

3.5 

3.9 

3.8 

5.0 

4.1 

4.6 

5.2 

3.5 

4.1 

4.3 

4.2 

5.2 

5.1 

5.3 

5.5 

5.7 

4.9 

5.4 

4.9 

5.2 

5.1 

5.3 

6.1 

7.3 

5.0 

6.9 

5.0 

5.3 

5.4 

7.1 

7.7 

5.7 

7.2 

5.0 

6.4 

6.0 

7.7 

6.2 

6.6 

5.8 

5.9 

6.1 

5.1 

6.0 

6.5 

6.1 

5.3 

6.9 

7.6 

7.4 

6.2 

5.5 

5.5 

6.3 

6.4 

8.5 

8.0 

6.9 

7.4 

6.4 

6.3 

6.0 

6.6 

6.9 

7.2 

6.5 

6.5 

6.7 

5.7 

6.2 

6.0 

6.1 

5.9 

5.8 

5.9 

5.4 

5.6 

6.8 

6.9 

6.6 

6.4 

6.7 

7.4 

6.6 

5.9 

6.2 

6.3 

6.1 

6.9 

6.2 

7.0 

5.8 

政 

策
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安
全･

安
心

2 

子
育
て
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健
や
か

4 

便
利・快
適

5 

魅
力・活
力

6 

豊
か
な
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

7 

つ
な
が
り

施　策

  1 治水対策の推進

  2 防災・減災対策の推進

  3 防犯・交通安全対策の推進

  4 消防・救急医療体制の充実

  5 母子保健の充実

  6 子育て支援の充実

  7 学校教育の充実

  8 ひとり親家庭への支援の充実

  9 青少年健全育成の推進

10 健康づくりの推進

11 地域福祉の充実

12 高齢者福祉の充実

13 障害者（児）福祉の充実
14 医療保険・年金制度の
　　適正運営
15 生活保護・生活困窮者
　　自立支援制度の適正実施

16 市街地整備の推進
17 道路・橋梁の整備・適正管
理の推進

18 上水道の安定供給・下水道
の充実

19 水辺空間と緑地の充実

20 公共交通の充実
21 ごみの減量化と資源化の
推進

22 環境保全の推進

23 斎苑施設の整備

24 観光の振興

25 商業・工業の振興

26 都市近郊農業の振興

27 消費生活の擁護

28 生涯学習の充実

29 文化・芸術活動の振興

30 文化財保護の推進
31 スポーツ・レクリエーション
活動の振興

32 国際交流の振興

33 男女共同参画社会の推進

34 市民参加・市民協働の推進

35 広報・広聴活動の充実
36 自治・コミュニティ活動の
振興

37 市民ニーズに応える行政
運営の推進

（単位：％）
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無回答どちらともいえない やや不満である 不満である満足している やや満足している
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34.市民参加・協働

35.広報・広聴

36.自治・コミュニティ

37.行政運営
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1  安全で安心に暮らせるまちをつくる（安全・安心）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「治水対策の推進」（86.0％）であ
るが、他の施策においても「防災・減災対策の推進」（84.5％）、「防犯・交通安全対策の推進」
（83.0％）、「消防・救急医療体制の充実」（80.7％）と80％以上の高い割合となっている。
前回との比較では、「治水対策の推進」を除く全ての施策において「重要・やや重要」の合計値が
増加している。

2  子育てのしやすいまちをつくる（子育て）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「学校教育の充実」（73.0％）で、次
いで「子育て支援の充実」（71.7％）、「母子保健の充実」（67.4％）となっている。一方、「ひとり親家
庭への支援の充実」（61.8％）は他の施策に比べてやや低くなっている。
前回との比較では、「青少年健全育成の推進」、「学校教育の充実」、「ひとり親家庭への支援の
充実」において「重要・やや重要」の合計値が増加している。

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］
［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

（単位：％）
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2.防災・減災

3.防犯・交通安全

4.消防・救急医療

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。
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3  誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる（健やか）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「医療保険・年金制度の適正運営」
（75.2％）で、次いで「高齢者福祉の充実」（72.5％）となっている。一方、「生活保護・生活困窮者自
立支援制度の適正実施」（55.6％）は、他の施策に比べて低くなっている。
前回との比較では、「地域福祉の充実」、「障害者（児）福祉の充実」、「生活保護・生活困窮者自立
支援制度の適正実施」において「重要・やや重要」の合計値が増加している。

4  便利で快適に暮らせるまちをつくる（便利・快適）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「道路・橋梁の整備・適正管理」
（74.3％）で、次いで「市街地整備の推進」（71.7％）、「上水道の安定供給・下水道の充実」
（71.5％）となっている。一方、「斎苑施設の整備」（50.8％）、「水辺空間と緑地の充実」（58.3％）
は、他の施策に比べて低くなっている。
前回との比較では、全ての施策において「重要・やや重要」の合計値が増加している。

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

（単位：％）

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

34.934.9

32.232.2

40.840.8

37.537.5

48.148.1

29.129.1

31.631.6

34.134.1

31.731.7

29.729.7

27.127.1

26.526.5

24.924.9

24.924.9

18.918.9

24.224.2

16.916.9

31.331.3

1.51.5

1.51.5

1.31.3

0.90.9

0.70.7

3.13.1

0.20.2

0.30.3

0.60.6

0.30.3

0.30.3

1.71.7

6.96.9

7.07.0

6.66.6

7.47.4

6.96.9

8.28.2

10.健康づくり

11.地域福祉

12.高齢者福祉

13.障害者福祉

14.医療保険・年金

15.生活保護等

（単位：％）

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

35.535.5

38.338.3

38.138.1

24.924.9

35.535.5

34.834.8

30.730.7

24.324.3

36.236.2

36.036.0

33.433.4

33.433.4

33.033.0

33.233.2

32.632.6

26.526.5

20.020.0

17.817.8

20.620.6

31.231.2

21.821.8

23.823.8

28.728.7

37.437.4

1.41.4

1.01.0

0.90.9

2.72.7

2.32.3

0.90.9

0.90.9

3.43.4

0.10.1

0.20.2

0.20.2

0.90.9

0.70.7

0.30.3

0.30.3

1.71.7

6.76.7

6.76.7

6.86.8

6.96.9

6.76.7

7.07.0

6.86.8

6.76.7

16.市街地整備

17.道路・橋梁

18.上・下水道

19.水辺空間と緑地

20.公共交通

21.ごみ減量化等

22.環境保全

23.斎苑

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（単位：％）

H30H20 H22 H24 H26 H28

10.健康づくり 11.地域福祉 12.高齢者福祉 13.障害者福祉
14.医療保険・年金 15.生活保護等

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（単位：％）

H30H20 H22 H24 H26 H28

16.市街地整備 17.道路・橋梁 18.上・下水道 19.水辺空間と緑地
20.公共交通 21.ごみ減量化等 22.環境保全 23.斎苑
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資　
料

5  魅力に満ちた活力のあるまちをつくる（魅力・活力）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「観光の振興」（53.1％）となってい
る。「商業・工業の振興」（52.3％）、「消費生活の擁護」（48.7％）、「都市近郊農業の振興」（43.0％）
についても、ほぼ同程度となっている。
前回との比較では、「観光の振興」を除く全ての施策で「重要・やや重要」の合計値が減少して

いる。

6  豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる（豊かなこころとからだ）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「生涯学習の充実」（51.4%）となっ
ている。次いで、「文化財保護の推進」「スポーツ・レクリエーション活動の振興」がともに46.2％と
なっており、他の施策も概ね40％程度とほぼ同程度で並んでいる。
前回との比較では、「文化財保護の推進」「スポーツ・レクリエーション活動の振興」を除く施策で

「重要・やや重要」の合計値が増加している。

186 187

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。
※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

（単位：％）

20.920.9

19.919.9

15.015.0

19.919.9

32.232.2

32.432.4

28.028.0

28.828.8

32.632.6

38.138.1

44.344.3

41.241.2

6.06.0

2.22.2

4.74.7

2.62.6

1.71.7

0.30.3

1.11.1

0.70.7

6.66.6

7.07.0

6.96.9

6.86.8

24.観光

25.商業・工業

26.都市近郊農業

27.消費生活

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（単位：％）

H30H20 H22 H24 H26 H28

24.観光 25.商業・工業 26.都市近郊農業 27.消費生活

（単位：％）

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

17.417.4

13.613.6

17.617.6

16.616.6

15.415.4

15.515.5

34.034.0

30.730.7

28.628.6

29.629.6

26.326.3

25.725.7

38.038.0

44.144.1

42.342.3

41.641.6

44.744.7

46.646.6

2.82.8

3.93.9

3.73.7

4.24.2

4.74.7

3.23.2

0.70.7

1.01.0

0.90.9

1.11.1

1.81.8

1.61.6

7.07.0

6.86.8

6.96.9

7.07.0

7.17.1

7.47.4

28.生涯学習

29.文化・芸術活動

30.文化財保護

31.スポーツ・レク

32.国際交流

33. 男女共同参画

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（単位：％）

H30H20 H22 H24 H26 H28

28.生涯学習 29.文化・芸術活動 30.文化財保護
31.スポーツ・レク 32.国際交流 33. 男女共同参画
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7  つながりを大切にするまちをつくる（つながり）

今回の調査で「重要・やや重要」の合計値が最も高い施策は、「市民ニーズに応える行政運営の
推進」（54.4％）で、次いで「広報・広聴活動の充実」（50.5％）、「自治・コミュニティ活動の振興」
（48.6％）が同程度となっている。
前回との比較では、全ての施策で「重要・やや重要」の合計値が増加している。

(2) 属性別の満足度・重要度
　①性別

満足度の構成比について、前回と比較すると、男性・女性ともに「満足している」と「やや満足してい
る」の合計が減少し、「どちらともいえない」が増加している。また、男性・女性ともに「不満である」が微
増となっている。
重要度の構成比について、前回と比較すると、男性・女性ともに「重要である」が増加している。

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

188 189

［施策別重要度の構成比］［施策別重要度の構成比］

［施策別重要度※の時系列推移］［施策別重要度※の時系列推移］

男性
女性
無回答

計

1,092
1,533
10

2,635

4,641
5,934
39

10,614

15,430
17,589

22
33,041

2,618
2,291

3
4,912

1,136
938
0

2,074

724
1,574
74

2,372

25,641
29,859
148

55,648

4.3
5.1
6.8
4.7

18.1
19.9
26.4
19.1

60.2
58.9
14.9
59.4

10.2
7.7
2.0
8.8

4.4
3.1
0.0
3.7

2.8
5.3
50.0
4.3

100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

男性
女性
無回答

計

8,103
9,641
20

17,764

7,705
8,628
15

16,348

7,702
8,149

2
15,853

615
538
0

1,153

233
129
0

362

1,283
2,774
111
4,168

25,641
29,859
148

55,648

31.6
32.3
13.5
31.9

30.0
28.9
10.1
29.4

30.0
27.3
1.4
28.5

2.4
1.8
0.0
2.1

0.9
0.4
0.0
0.7

5.0
9.3
75.0
7.5

100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

男性
女性
無回答

計

954
1,476
20

2,450

4,181
6,038

0
10,219

12,902
15,983

43
28,928

2,224
2,267

1
4,492

873
828
0

1,701

1,029
1,232
10

2,271

22,163
27,824

74
50,061

4.3
5.3
27.0
4.9

18.9
21.7
0.0
20.4

58.2
57.4
58.1
57.8

10.0
8.1
1.4
9.0

3.9
3.0
0.0
3.4

4.6
4.4
13.5
4.5

100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

男性
女性
無回答

計

6,120
8,535

4
14,659

6,740
8,692

0
15,432

6,785
7,891
11

14,687

586
546
0

1,132

190
159
0

349

1,742
2,001
59

3,802

22,163
27,824

74
50,061

27.6
30.7
5.4
29.3

30.4
31.2
0.0
30.8

30.6
28.4
14.9
29.3

2.6
2.0
0.0
2.3

0.9
0.6
0.0
0.7

7.9
7.2
79.7
7.6

100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

男性
女性
無回答

計

0.0
△ 0.2
△ 20.2
△ 0.2

△ 0.8
△ 1.8
26.4
△ 1.3

2.0
1.5

△ 43.2
1.6

0.2
△ 0.4
0.6

△ 0.2

0.5
0.1
0.0
0.3

△ 1.8
0.9
36.5
△ 0.2

4.0
1.6
8.1
2.6

△ 0.4
△ 2.3
10.1
△ 1.4

△ 0.6
△ 1.1
△ 13.5
△ 0.8

△ 0.2
△ 0.2
0.0

△ 0.2

0.0
△ 0.2
0.0
0.0

△ 2.9
2.1

△ 4.7
△ 0.1

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 無回答

㋐満足度（増減ポイント） ㋑重要度（増減ポイント）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

■ 構成比の増減■ 構成比の増減

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

（単位：％）

15.815.8

18.718.7

18.018.0

26.926.9

28.728.7

31.831.8

30.630.6

27.527.5

43.643.6

39.039.0

40.040.0

36.536.5

3.73.7

2.32.3

3.33.3

1.21.2

0.80.8

0.70.7

1.11.1

0.80.8

7.47.4

7.47.4

7.27.2

7.17.1

34.市民参加・協働

35.広報・広聴

36.自治・コミュニティ

37.行政運営

無回答どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない重要である やや重要である

※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。※「重要」と「やや重要」の割合の合計値で計算。

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（単位：％）

H30H20 H22 H24 H26 H28

34.市民参加・協働 35.広報・広聴 36.自治・コミュニティ 37.行政運営



　②年齢
満足度の構成比について、前回と比較すると、「満足している」と「やや満足している」の合計は20歳
代と50歳代で大きく減少している。
また、40歳代を除く全ての世代で「どちらともいえない」が増加しており、20歳代から50歳代では

「不満である」も増加している。
重要度の構成比について、前回と比較すると、50歳代を除く全ての世代において「重要である」が
増加している。

　③居住地域
満足度の構成比について、前回と比較すると、「満足している」と「やや満足している」の合計は古城
小・西枇杷島小学校区で増加しているが、それ以外の地区では減少している。
また、古城小・西枇杷島小学校区を除く全ての地区で「どちらともいえない」が増加している。
重要度の構成比について、前回と比較すると、新川小学校区を除く全ての地区において「重要であ

る」が増加している。
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190 191

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
無回答

計

441
518
482
246
366
579
3

2,635

1,187
1,936
1,970
1,298
1,608
2,586
29

10,614

4,154
6,173
6,152
5,492
5,208
5,836
26

33,041

467
886
932
960
768
894
5

4,912

281
422
430
416
235
289
1

2,074

130
129
209
246
362
1,212
84

2,372

6,660
10,064
10,175
8,658
8,547
11,396
148

55,648

6.6
5.1
4.7
2.8
4.3
5.1
2.0
4.7

17.8
19.2
19.4
15.0
18.8
22.7
19.6
19.1

62.4
61.3
60.5
63.4
60.9
51.2
17.6
59.4

7.0
8.8
9.2
11.1
9.0
7.8
3.4
8.8

4.2
4.2
4.2
4.8
2.7
2.5
0.7
3.7

2.0
1.3
2.1
2.8
4.2
10.6
56.8
4.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
無回答

計

2,501
3,520
3,093
2,515
2,473
3,653

9
17,764

1,922
2,923
2,954
2,537
2,764
3,230
18

16,348

1,863
2,784
3,313
2,930
2,480
2,473
10

15,853

139
243
276
211
153
131
0

1,153

48
76
101
39
60
38
0

362

187
518
438
426
617
1,871
111
4,168

6,660
10,064
10,175
8,658
8,547
11,396
148

55,648

37.6
35.0
30.4
29.0
28.9
32.1
6.1
31.9

28.9
29.0
29.0
29.3
32.3
28.3
12.2
29.4

28.0
27.7
32.6
33.8
29.0
21.7
6.8
28.5

2.1
2.4
2.7
2.4
1.8
1.1
0.0
2.1

0.7
0.8
1.0
0.5
0.7
0.3
0.0
0.7

2.8
5.1
4.3
4.9
7.2
16.4
75.0
7.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
無回答

計

430
374
443
292
318
593
0

2,450

1,424
1,660
1,645
1,364
1,699
2,422

5
10,219

3,465
5,006
5,758
4,542
4,899
5,226
32

28,928

503
825
741
743
758
922
0

4,492

250
247
269
311
347
277
0

1,701

144
213
98
185
415
1,179
37

2,271

6,216
8,325
8,954
7,437
8,436
10,619

74
50,061

6.9
4.5
4.9
3.9
3.8
5.6
0.0
4.9

22.9
19.9
18.4
18.3
20.1
22.8
6.8
20.4

55.7
60.1
64.3
61.1
58.1
49.2
43.2
57.8

8.1
9.9
8.3
10.0
9.0
8.7
0.0
9.0

4.0
3.0
3.0
4.2
4.1
2.6
0.0
3.4

2.3
2.6
1.1
2.5
4.9
11.1
50.0
4.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
無回答

計

2,122
2,412
2,544
2,181
2,296
3,104

0
14,659

1,966
2,647
2,729
2,380
2,720
2,979
11

15,432

1,702
2,517
3,090
2,274
2,465
2,618
21

14,687

151
251
249
162
185
134
0

1,132

65
73
62
60
58
31
0

349

210
425
280
380
712
1,753
42

3,802

6,216
8,325
8,954
7,437
8,436
10,619

74
50,061

34.1
29.0
28.4
29.3
27.2
29.2
0.0
29.3

31.6
31.8
30.5
32.0
32.2
28.1
14.9
30.8

27.4
30.2
34.5
30.6
29.2
24.7
28.4
29.3

2.4
3.0
2.8
2.2
2.2
1.3
0.0
2.3

1.0
0.9
0.7
0.8
0.7
0.3
0.0
0.7

3.4
5.1
3.1
5.1
8.4
16.5
56.8
7.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

■ 構成比の増減■ 構成比の増減

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
無回答

計

△ 0.3
0.6

△ 0.2
△ 1.1
0.5

△ 0.5
2.0

△ 0.2

△ 5.1
△ 0.7
1.0

△ 3.3
△ 1.3
△ 0.1
12.8
△ 1.3

6.7
1.2

△ 3.8
2.3
2.8
2.0

△ 25.6
1.6

△ 1.1
△ 1.1
0.9
1.1
0.0

△ 0.9
3.4

△ 0.2

0.2
1.2
1.2
0.6

△ 1.4
△ 0.1
0.7
0.3

△ 0.3
△ 1.3
1.0
0.3

△ 0.7
△ 0.5
6.8

△ 0.2

3.5
6.0
2.0

△ 0.3
1.7
2.9
6.1
2.6

△ 2.7
△ 2.8
△ 1.5
△ 2.7
0.1
0.2

△ 2.7
△ 1.4

0.6
△ 2.5
△ 1.9
3.2

△ 0.2
△ 3.0
△ 21.6
△ 0.8

△ 0.3
△ 0.6
△ 0.1
0.2

△ 0.4
△ 0.2
0.0

△ 0.2

△ 0.3
△ 0.1
0.3

△ 0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

△ 0.6
0.0
1.2

△ 0.2
△ 1.2
△ 0.1
18.2
△ 0.1

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 無回答

㋐満足度（増減ポイント） ㋑重要度（増減ポイント）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない

古城
西枇杷島
新川
星の宮
桃栄
清洲
清洲東
春日
無回答

計

0.1
1.4

△ 0.8
△ 3.0
△ 0.4
△ 0.8
1.0
0.2

△ 1.4
△ 0.2

2.0
0.8

△ 1.7
△ 5.4
△ 0.9
△ 3.3
△ 1.5
△ 0.8
△ 7.7
△ 1.3

△ 0.5
△ 1.5
1.7
9.3
4.0
2.3
5.1
0.4

△ 19.9
1.6

△ 0.8
0.0

△ 0.8
△ 1.1
1.5

△ 0.3
△ 0.7
0.8

△ 3.1
△ 0.2

0.0
△ 0.5
0.2
0.7
1.3
1.3

△ 2.5
0.6
6.1
0.3

△ 0.9
△ 0.1
1.4

△ 0.5
△ 5.4
0.9

△ 1.3
△ 1.1
26.0
△ 0.2

3.3
1.8

△ 0.4
3.7
6.8
0.8
1.8
7.2

△ 0.4
2.6

△ 1.7
1.4
1.3

△ 4.0
△ 2.7
△ 3.0
△ 2.1
△ 1.1
△ 20.2
△ 1.4

1.1
△ 5.3
△ 0.8
1.2
0.8
2.1

△ 0.4
△ 3.1
△ 6.7
△ 0.8

0.7
0.3

△ 0.3
△ 0.9
△ 0.2
0.3

△ 0.7
△ 1.7
△ 0.5
△ 0.2

0.5
△ 0.5
0.5

△ 0.4
0.2

△ 0.3
0.3

△ 0.1
0.4
0.0

△ 3.9
2.4

△ 0.3
0.5

△ 4.8
0.1
1.1

△ 1.1
27.4
△ 0.1

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 無回答

㋐満足度（増減ポイント） ㋑重要度（増減ポイント）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

■ 構成比の増減■ 構成比の増減

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

古城
西枇杷島
新川
星の宮
桃栄
清洲
清洲東
春日
無回答

計

237
551
293
134
183
624
292
305
16

2,635

1,039
1,992
1,426
570
800
2,419
862
1,455
51

10,614

2,977
5,756
4,550
2,249
2,434
7,673
3,240
3,947
215

33,041

358
874
730
268
358
1,231
472
598
23

4,912

137
291
292
133
181
604
172
220
44

2,074

173
415
294
161
114
547
216
283
169
2,372

4,921
9,879
7,585
3,515
4,070
13,098
5,254
6,808
518

55,648

4.8
5.6
3.9
3.8
4.5
4.8
5.6
4.5
3.1
4.7

21.1
20.2
18.8
16.2
19.7
18.5
16.4
21.4
9.8
19.1

60.5
58.3
60.0
64.0
59.8
58.6
61.7
58.0
41.5
59.4

7.3
8.8
9.6
7.6
8.8
9.4
9.0
8.8
4.4
8.8

2.8
2.9
3.8
3.8
4.4
4.6
3.3
3.2
8.5
3.7

3.5
4.2
3.9
4.6
2.8
4.2
4.1
4.2
32.6
4.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

古城
西枇杷島
新川
星の宮
桃栄
清洲
清洲東
春日
無回答

計

1,483
3,000
2,344
1,061
1,526
4,292
1,703
2,223
132

17,764

1,482
3,013
2,409
1,046
1,114
3,814
1,409
1,999
62

16,348

1,456
2,676
2,245
1,068
1,071
3,717
1,554
1,941
125

15,853

141
243
136
62
49
294
89
133
6

1,153

45
26
75
27
15
77
54
34
9

362

314
921
376
251
295
904
445
478
184
4,168

4,921
9,879
7,585
3,515
4,070
13,098
5,254
6,808
518

55,648

30.1
30.4
30.9
30.2
37.5
32.8
32.4
32.7
25.5
31.9

30.1
30.5
31.8
29.8
27.4
29.1
26.8
29.4
12.0
29.4

29.6
27.1
29.6
30.4
26.3
28.4
29.6
28.5
24.1
28.5

2.9
2.5
1.8
1.8
1.2
2.2
1.7
2.0
1.2
2.1

0.9
0.3
1.0
0.8
0.4
0.6
1.0
0.5
1.7
0.7

6.4
9.3
5.0
7.1
7.2
6.9
8.5
7.0
35.5
7.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

古城
西枇杷島
新川
星の宮
桃栄
清洲
清洲東
春日
無回答

計

215
330
332
225
201
594
213
253
87

2,450

868
1,539
1,458
712
838
2,324
827
1,316
337

10,219

2,776
4,735
4,139
1,800
2,273
5,996
2,617
3,410
1,182
28,928

368
700
738
286
299
1,032
450
474
145
4,492

126
272
256
101
127
355
266
152
46

1,701

198
342
181
169
332
355
252
315
127
2,271

4,551
7,918
7,104
3,293
4,070
10,656
4,625
5,920
1,924
50,061

4.7
4.2
4.7
6.8
4.9
5.6
4.6
4.3
4.5
4.9

19.1
19.4
20.5
21.6
20.6
21.8
17.9
22.2
17.5
20.4

61.0
59.8
58.3
54.7
55.8
56.3
56.6
57.6
61.4
57.8

8.1
8.8
10.4
8.7
7.3
9.7
9.7
8.0
7.5
9.0

2.8
3.4
3.6
3.1
3.1
3.3
5.8
2.6
2.4
3.4

4.4
4.3
2.5
5.1
8.2
3.3
5.4
5.3
6.6
4.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

古城
西枇杷島
新川
星の宮
桃栄
清洲
清洲東
春日
無回答

計

1,219
2,264
2,220
873
1,250
3,407
1,415
1,512
499

14,659

1,446
2,302
2,167
1,112
1,225
3,423
1,335
1,803
619

15,432

1,299
2,566
2,160
963
1,039
2,807
1,387
1,873
593

14,687

99
173
146
89
56
206
110
220
33

1,132

18
65
32
40
10
92
34
33
25
349

470
548
379
216
490
721
344
479
155
3,802

4,551
7,918
7,104
3,293
4,070
10,656
4,625
5,920
1,924
50,061

26.8
28.6
31.3
26.5
30.7
32.0
30.6
25.5
25.9
29.3

31.8
29.1
30.5
33.8
30.1
32.1
28.9
30.5
32.2
30.8

28.5
32.4
30.4
29.2
25.5
26.3
30.0
31.6
30.8
29.3

2.2
2.2
2.1
2.7
1.4
1.9
2.4
3.7
1.7
2.3

0.4
0.8
0.5
1.2
0.2
0.9
0.7
0.6
1.3
0.7

10.3
6.9
5.3
6.6
12.0
6.8
7.4
8.1
8.1
7.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計



　④職業
満足度の構成比について、前回と比較すると、「満足している」と「やや満足している」の合計は公務
員、学生、その他で大きく減少している。
また、最も回答数が多い会社員・団体職員では、「不満である」と「やや不満である」が増加している。
重要度の構成比について、前回と比較すると、公務員を除く全ての職業において「重要である」が増
加している。          

　⑤家族構成
満足度の構成比について、前回と比較すると、「満足している」と「やや満足している」の合計は夫婦

のみの方で大きく減少している。
また、３～18歳までの同居家族がいる方と、同居家族がいない方を除いた全ての区分において、「ど
ちらともいえない」が増加している。
重要度の構成比について、前回と比較すると、同居家族がいない方を除く全ての職業において「重
要である」が増加している。

清須市第２次総合計画

資　料

資　
料

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

※下表では、２歳以下の同居家族がいる場合は「２歳以下同居」、３～18歳の同居家族がいる場合は「３～18歳同居」、19～64歳の同居
家族がいる場合は「19～64歳同居」、65歳以上の同居家族がいる場合は「65歳以上同居」、夫婦のみである場合は「夫婦のみ」、同居
家族はいない（単身）場合は「同居家族なし」と表記している。

192 193

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答

計

37
704
169
183
580
85
757
119
1

2,635

90
3,606
757
439
1,777
246
3,274
413
12

10,614

195
12,920
1,943
1,439
5,669
831
8,534
1,359
151

33,041

45
2,044
344
205
710
70

1,239
244
11

4,912

1
935
121
84
252
91
516
73
1

2,074

39
474
144
18
336
9

1,183
123
46

2,372

407
20,683
3,478
2,368
9,324
1,332
15,503
2,331
222

55,648

9.1
3.4
4.9
7.7
6.2
6.4
4.9
5.1
0.5
4.7

22.1
17.4
21.8
18.5
19.1
18.5
21.1
17.7
5.4
19.1

47.9
62.5
55.9
60.8
60.8
62.4
55.0
58.3
68.0
59.4

11.1
9.9
9.9
8.7
7.6
5.3
8.0
10.5
5.0
8.8

0.2
4.5
3.5
3.5
2.7
6.8
3.3
3.1
0.5
3.7

9.6
2.3
4.1
0.8
3.6
0.7
7.6
5.3
20.7
4.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答

計

98
6,531
1,162
762
2,709
518
5,044
901
39

17,764

101
5,994
1,027
674
2,900
376
4,514
689
73

16,348

136
6,322
970
668
2,860
419
3,878
527
73

15,853

0
560
67
98
190
7

193
38
0

1,153

0
174
20
30
61
2
69
6
0

362

72
1,102
232
136
604
10

1,805
170
37

4,168

407
20,683
3,478
2,368
9,324
1,332
15,503
2,331
222

55,648

24.1
31.6
33.4
32.2
29.1
38.9
32.5
38.7
17.6
31.9

24.8
29.0
29.5
28.5
31.1
28.2
29.1
29.6
32.9
29.4

33.4
30.6
27.9
28.2
30.7
31.5
25.0
22.6
32.9
28.5

0.0
2.7
1.9
4.1
2.0
0.5
1.2
1.6
0.0
2.1

0.0
0.8
0.6
1.3
0.7
0.2
0.4
0.3
0.0
0.7

17.7
5.3
6.7
5.7
6.5
0.8
11.6
7.3
16.7
7.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答

計

5.3
△ 0.2
△ 1.3
△ 1.2
1.4
0.8

△ 0.3
△ 1.4
0.5

△ 0.2

0.2
△ 0.7
3.7

△ 6.4
△ 2.1
△ 7.0
△ 0.7
△ 4.9
1.8

△ 1.3

0.7
△ 1.2
0.4
5.3
3.4
5.0
1.2
5.6

△ 6.8
1.6

3.6
0.7
0.3
1.2

△ 1.8
△ 2.0
△ 0.6
1.3

△ 9.4
△ 0.2

△ 2.4
1.3

△ 1.9
0.8

△ 0.6
3.2
0.3

△ 1.7
△ 6.7
0.3

△ 7.3
0.1

△ 1.2
0.4

△ 0.4
0.1
0.0
1.1
20.7
△ 0.2

11.2
3.0
2.3

△ 4.0
1.0
8.5
3.1
6.0

△ 2.2
2.6

△ 9.3
△ 2.4
1.0

△ 3.0
△ 1.9
△ 11.6
△ 0.2
2.7
3.2

△ 1.4

1.7
△ 1.6
△ 0.9
0.8
0.4
5.4

△ 2.0
△ 2.0
4.1

△ 0.8

△ 1.7
△ 0.2
0.2
2.5

△ 0.1
△ 2.4
△ 0.7
△ 1.3
0.0

△ 0.2

△ 1.4
0.1
0.1

△ 0.1
0.3

△ 0.1
△ 0.1
△ 1.6
△ 16.2
0.0

△ 0.4
1.1

△ 2.7
3.7
0.4
0.2

△ 0.4
△ 3.7
11.3
△ 0.1

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 無回答

㋐満足度（増減ポイント） ㋑重要度（増減ポイント）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答

計

27
569
256
204
418
60
767
149
0

2,450

154
2,889
748
572
1,855
274
3,205
518
4

10,219

332
10,158
2,298
1,273
5,031
616
7,928
1,209
83

28,928

53
1,472
398
172
825
78

1,268
210
16

4,492

18
509
224
63
290
39
439
111
8

1,701

119
350
220
10
350
6

1,119
97
0

2,271

703
15,947
4,144
2,294
8,769
1,073
14,726
2,294
111

50,061

3.8
3.6
6.2
8.9
4.8
5.6
5.2
6.5
0.0
4.9

21.9
18.1
18.1
24.9
21.2
25.5
21.8
22.6
3.6
20.4

47.2
63.7
55.5
55.5
57.4
57.4
53.8
52.7
74.8
57.8

7.5
9.2
9.6
7.5
9.4
7.3
8.6
9.2
14.4
9.0

2.6
3.2
5.4
2.7
3.3
3.6
3.0
4.8
7.2
3.4

16.9
2.2
5.3
0.4
4.0
0.6
7.6
4.2
0.0
4.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

農業
会社員・団体職員
自営業
公務員
パート・アルバイト
学生
無職
その他
無回答

計

91
4,556
1,289
830
2,465
326
4,331
749
22

14,659

240
5,006
1,183
723
2,890
427
4,312
618
33

15,432

223
5,137
1,192
628
2,661
280
3,969
565
32

14,687

12
460
69
36
185
31
273
66
0

1,132

10
119
20
32
37
3
67
43
18
349

127
669
391
45
531
6

1,774
253
6

3,802

703
15,947
4,144
2,294
8,769
1,073
14,726
2,294
111

50,061

12.9
28.6
31.1
36.2
28.1
30.4
29.4
32.7
19.8
29.3

34.1
31.4
28.5
31.5
33.0
39.8
29.3
26.9
29.7
30.8

31.7
32.2
28.8
27.4
30.3
26.1
27.0
24.6
28.8
29.3

1.7
2.9
1.7
1.6
2.1
2.9
1.9
2.9
0.0
2.3

1.4
0.7
0.5
1.4
0.4
0.3
0.5
1.9
16.2
0.7

18.1
4.2
9.4
2.0
6.1
0.6
12.0
11.0
5.4
7.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

㋑重要度（回答数） （割合：％）
重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

■ 構成比の増減■ 構成比の増減

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

2歳以下同居
3～18歳同居
19～64歳同居
65歳以上同居
夫婦のみ
同居家族なし
無回答

計

381
760
1,360
545
420
242
55

3,763

975
2,964
4,943
2,560
2,298
923
50

14,713

3,321
8,335
15,592
8,221
7,658
2,492
128

45,747

423
1,356
2,385
1,326
1,066
304
27

6,887

247
518
972
528
403
148
12

2,828

92
238
685
362
920
405
135
2,837

5,439
14,171
25,937
13,542
12,765
4,514
407

76,775

7.0
5.4
5.2
4.0
3.3
5.4
13.5
4.9

17.9
20.9
19.1
18.9
18.0
20.4
12.3
19.2

61.1
58.8
60.1
60.7
60.0
55.2
31.4
59.6

7.8
9.6
9.2
9.8
8.4
6.7
6.6
9.0

4.5
3.7
3.7
3.9
3.2
3.3
2.9
3.7

1.7
1.7
2.6
2.7
7.2
9.0
33.2
3.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

2,236
4,625
8,544
4,459
3,762
1,365
68

25,059

1,440
4,098
7,817
4,105
3,800
1,405
85

22,750

1,344
4,262
7,622
4,019
3,475
1,095
64

21,881

96
332
499
214
284
106
4

1,535

55
88
122
85
41
17
47
455

268
766
1,333
660
1,403
526
139
5,095

5,439
14,171
25,937
13,542
12,765
4,514
407

76,775

41.1
32.6
32.9
32.9
29.5
30.2
16.7
32.6

26.5
28.9
30.1
30.3
29.8
31.1
20.9
29.6

24.7
30.1
29.4
29.7
27.2
24.3
15.7
28.5

1.8
2.3
1.9
1.6
2.2
2.3
1.0
2.0

1.0
0.6
0.5
0.6
0.3
0.4
11.5
0.6

4.9
5.4
5.1
4.9
11.0
11.7
34.2
6.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

2歳以下同居
3～18歳同居
19～64歳同居
65歳以上同居
夫婦のみ
同居家族なし
無回答

計

1.8
1.0
0.7

△ 0.5
△ 2.1
△ 0.1
9.0
0.1

△ 3.8
0.0

△ 1.4
△ 1.5
△ 4.1
1.9

△ 14.3
△ 1.6

3.3
△ 0.4
1.4
3.4
4.4

△ 1.0
△ 24.9
1.8

△ 2.5
△ 0.6
0.3
0.1
0.0

△ 1.0
△ 3.8
△ 0.2

1.0
0.1
0.0

△ 0.1
0.9

△ 0.6
1.5
0.2

0.1
0.0

△ 1.0
△ 1.4
1.0
0.8
32.3
△ 0.2

6.0
3.9
4.3
3.7
1.9

△ 0.6
△ 15.7
3.5

△ 4.8
△ 2.6
△ 0.6
△ 3.1
△ 3.0
4.3

△ 19.6
△ 1.8

△ 3.8
△ 1.0
△ 1.5
1.8

△ 0.2
△ 4.4
△ 4.6
△ 1.0

△ 1.2
△ 0.6
△ 0.7
△ 0.8
0.8
0.3

△ 3.5
△ 0.4

△ 0.2
△ 0.2
△ 0.3
0.2

△ 0.2
△ 0.2
10.1
△ 0.1

4.0
0.3

△ 1.3
△ 1.7
0.8
0.6
33.3
△ 0.2

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 無回答

㋐満足度（増減ポイント） ㋑重要度（増減ポイント）

2歳以下同居
3～18歳同居
19～64歳同居
65歳以上同居
夫婦のみ
同居家族なし
無回答

計

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

2歳以下同居
3～18歳同居
19～64歳同居
65歳以上同居
夫婦のみ
同居家族なし
無回答

計

234
567
1,074
451
643
239
10

3,218

978
2,681
4,870
2,056
2,608
809
59

14,061

2,607
7,600
13,949
5,767
6,563
2,455
125

39,066

464
1,310
2,123
973
995
335
23

6,223

160
464
878
407
267
171
3

2,350

71
217
860
410
727
357
2

2,644

4,514
12,839
23,754
10,064
11,803
4,366
222

67,562

5.2
4.4
4.5
4.5
5.4
5.5
4.5
4.8

21.7
20.9
20.5
20.4
22.1
18.5
26.6
20.8

57.8
59.2
58.7
57.3
55.6
56.2
56.3
57.8

10.3
10.2
8.9
9.7
8.4
7.7
10.4
9.2

3.5
3.6
3.7
4.0
2.3
3.9
1.4
3.5

1.6
1.7
3.6
4.1
6.2
8.2
0.9
3.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

1,583
3,683
6,802
2,939
3,262
1,344
72

19,685

1,414
4,039
7,286
3,364
3,877
1,170
90

21,240

1,285
3,991
7,331
2,808
3,232
1,251
45

19,943

137
374
620
243
167
87
10

1,638

56
101
186
45
59
28
3

478

39
651
1,529
665
1,206
486
2

4,578

4,514
12,839
23,754
10,064
11,803
4,366
222

67,562

35.1
28.7
28.6
29.2
27.6
30.8
32.4
29.1

31.3
31.5
30.7
33.4
32.8
26.8
40.5
31.4

28.5
31.1
30.9
27.9
27.4
28.7
20.3
29.5

3.0
2.9
2.6
2.4
1.4
2.0
4.5
2.4

1.2
0.8
0.8
0.4
0.5
0.6
1.4
0.7

0.9
5.1
6.4
6.6
10.2
11.1
0.9
6.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

2歳以下同居
3～18歳同居
19～64歳同居
65歳以上同居
夫婦のみ
同居家族なし
無回答

計

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

■ 構成比の増減 ■ 構成比の増減 
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(３) 市の施策に関連する市民の生活実感・行動実態・認知度等
　①市民の生活実感等

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

　⑥居住年数
満足度の構成比について、前回と比較すると、「満足している」と「やや満足している」の合計は、生ま

れたときからずっと住んでいる方と、清須市・春日町が合併した平成21年10月までに転入された方は
減少しており、平成21年10月以降に転入された方は増加している。
重要度の構成比について、前回と比較すると、全ての区分において「重要である」が増加している。
※下表では、生まれたときからずっと住んでいる場合は「生後ずっと」、平成17年６月以前に転入した場合は「17年6月以前」、平成17年７
月から平成21年９月までに転入した場合は「17年7月～21年9月」、平成21年10月以後に転入した場合は「21年10月以降」と表記し
ている。

194 195

1  市内の道路網が充実

市内の道路網が充実していると思う回答者
は14.0％で、どちらかというと思う（29.6％）と
合わせた割合は、43.6％を占めている。

2  良好な水辺空間が保全

市内には良好な水辺空間が保たれていると
思う回答者は11.7％で、どちらかというと思う
（24.1％）と合わせた割合は、35.8％を占めて
いる。

3  大雨による浸水の心配なし

大雨でも自宅には浸水の心配がないと思う
回答者は13 .3％で、どちらかというと思う
（13.2％）と合わせた割合は、26.5％を占めて
いる。

生後ずっと
17年6月以前
17年7月～21年9月
21年10月以後
無回答

計

523
1,041
228
783
60

2,635

2,468
4,710
751
2,316
369

10,614

7,697
13,704
2,428
8,097
1,115
33,041

1,377
2,076
337
976
146
4,912

561
736
120
572
85

2,074

435
1,228
132
243
334
2,372

13,061
23,495
3,996
12,987
2,109
55,648

4.0
4.4
5.7
6.0
2.8
4.7

18.9
20.0
18.8
17.8
17.5
19.1

58.9
58.3
60.8
62.3
52.9
59.4

10.5
8.8
8.4
7.5
6.9
8.8

4.3
3.1
3.0
4.4
4.0
3.7

3.3
5.2
3.3
1.9
15.8
4.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

4,135
7,096
1,220
4,640
673

17,764

4,023
7,042
1,191
3,612
480

16,348

3,807
6,733
1,182
3,659
472

15,853

273
410
123
308
39

1,153

89
104
32
117
20
362

734
2,110
248
651
425
4,168

13,061
23,495
3,996
12,987
2,109
55,648

31.7
30.2
30.5
35.7
31.9
31.9

30.8
30.0
29.8
27.8
22.8
29.4

29.1
28.7
29.6
28.2
22.4
28.5

2.1
1.7
3.1
2.4
1.8
2.1

0.7
0.4
0.8
0.9
0.9
0.7

5.6
9.0
6.2
5.0
20.2
7.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

生後ずっと
17年6月以前
17年7月～21年9月
21年10月以後
無回答

計

■ 第６回（平成30年度）■ 第６回（平成30年度）

生後ずっと
17年6月以前
17年7月～21年9月
21年10月以後
無回答

計

532
1,148
144
545
81

2,450

2,632
4,781
854
1,713
239

10,219

6,706
12,889
2,317
6,079
937

28,928

1,108
2,045
294
877
168
4,492

349
817
112
311
112
1,701

328
1,260
127
243
313
2,271

11,655
22,940
3,848
9,768
1,850
50,061

4.6
5.0
3.7
5.6
4.4
4.9

22.6
20.8
22.2
17.5
12.9
20.4

57.5
56.2
60.2
62.2
50.6
57.8

9.5
8.9
7.6
9.0
9.1
9.0

3.0
3.6
2.9
3.2
6.1
3.4

2.8
5.5
3.3
2.5
16.9
4.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

満足
している

やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計 満足

している
やや満足
している

どちらとも
いえない

やや不満
である

不満
である 無回答 計

㋐満足度（回答数） （割合：％）

3,430
6,850
932
2,976
471

14,659

3,783
6,945
1,375
2,915
414

15,432

3,457
6,400
1,252
3,069
509

14,687

333
368
101
284
46

1,132

78
122
23
100
26
349

574
2,255
165
424
384
3,802

11,655
22,940
3,848
9,768
1,850
50,061

29.4
29.9
24.2
30.5
25.5
29.3

32.5
30.3
35.7
29.8
22.4
30.8

29.7
27.9
32.5
31.4
27.5
29.3

2.9
1.6
2.6
2.9
2.5
2.3

0.7
0.5
0.6
1.0
1.4
0.7

4.9
9.8
4.3
4.3
20.8
7.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

重要
である

やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計 重要

である
やや重要
である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

重要
ではない 無回答 計

㋑重要度（回答数） （割合：％）

生後ずっと
17年6月以前
17年7月～21年9月
21年10月以後
無回答

計

■ 第５回（平成28年度）■ 第５回（平成28年度）

■ 構成比の増減 ■ 構成比の増減 

△ 0.6
△ 0.6
2.0
0.4

△ 1.6
△ 0.2

△ 3.7
△ 0.8
△ 3.4
0.3
4.6

△ 1.3

1.4
2.1
0.6
0.1
2.3
1.6

1.0
△ 0.1
0.8

△ 1.5
△ 2.2
△ 0.2

1.3
△ 0.5
0.1
1.2

△ 2.1
0.3

0.5
△ 0.3
0.0

△ 0.6
△ 1.1
△ 0.2

2.3
0.3
6.3
5.2
6.4
2.6

△ 1.7
△ 0.3
△ 5.9
△ 2.0
0.4

△ 1.4

△ 0.6
0.8

△ 2.9
△ 3.2
△ 5.1
△ 0.8

△ 0.8
0.1
0.5

△ 0.5
△ 0.7
△ 0.2

0.0
△ 0.1
0.2

△ 0.1
△ 0.5
0.0

0.7
△ 0.8
1.9
0.7

△ 0.6
△ 0.1
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思わない
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思う
11.7%

無回答 1.9%
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16.8%

思わない
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24.1%

思う
13.3%

無回答 0.4%

どちらとも
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いうと
思わない
19.6%

思わない
37.2%

どちらかと
いうと思う
13.2%
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9  ご自身が元気である

65歳以上の方で、ご自身が元気であると思う
回答者は36 .2％で、どちらかというと思う
（35.6％）と合わせた割合は71.8％を占めている。
※回答割合は、全回答数（1,504）から無回答の数（880）を除いた値を分
母として算出。

5  必要な情報が発信されている

市から市民の必要な情報が発信されていると
思う回答者は14.3％で、どちらかというと思う
（33.8％）と合わせた割合は、48.1％を占めて
いる。

6  市の施策が工夫できている

市の施策全般について、事業効果を高める工
夫や、効率的な事業実施の工夫ができていると
思う回答者は4.6％で、どちらかというと思う
（18.5％）と合わせた割合は、23.1％を占めて
いる。

7  社会全体で男女が平等

社会全体で男女が平等であると思う回答者
は6.6％で、どちらかというと思う（15.9％）と合
わせた割合は、22.5％を占めている。

8  青少年が健全に成長

同一世帯に20歳未満の子どもがいる方で、
身近にいる20歳未満の子どもが健全に成長し
ていると思う回答者は25.0％で、どちらかとい
うと思う（40.1％）と合わせた割合は、65.1％を
占めている。
※回答割合は、全回答数（1,504）から無回答の数（891）を除いた値を分
母として算出。
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4  広報清須が読みやすい

「広報清須」の紙面は読みやすいと思う回答
者は21.8％で、どちらかというと思う（35.0％）
と合わせた割合は、56.8％を占めている。
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どちらかと
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どちらかというと
思わない5.5%

思わない 4.6%
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10  睡眠による休養が十分

ふだんから睡眠による休養が十分にとれて
いると思う回答者は24.4％で、どちらかという
と思う（30.7％）と合わせた割合は、55.1％を
占めている。

11  地域のつながりを感じている

ふだんから地域のつながりを感じていると思
う回答者は11.0％で、どちらかというと思う
（26.1％）と合わせた割合は、37.1％を占めて
いる。
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1  ブロック･自治会活動への参加

住んでいる地域でのブロックや自治会等の活
動に参加している回答者は39.0％となっている。

2  市の取組への参加

これまでボランティアや会議等を通じて、市の
取組に参加したことがある回答者は22.6％と
なっている。

3  あしがるバス

「きよす　あしがるバス」を利用したことがあ
る回答者は16.0％となっている。

　②市民の行動実態等
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5  たばこ

たばこを吸う回答者は13.9％となっている。

6   地産地消

地産地消を心がけている回答者は11.2％
で、どちらかというと心がけている（23.5％）と
合わせた割合は、34.7％を占めている。

7  地球環境への負担軽減

地球環境に負担をかけないように心がけて
いる回答者は19.6％で、どちらかというと心が
けている（44.0％）と合わせた割合は、63.6％を
占めている。

8  健康的な生活習慣

ふだんから健康的な生活習慣を心がけてい
る回答者は23.1％で、どちらかというと心がけ
ている（45.1％）と合わせた割合は、68.2％を占
めている。

4  スポーツ･レクリエーション活動

週に１回以上のスポーツ･レクリエーション活
動をしている回答者は20.0％となっている。

清須市第２次総合計画
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9  災害への備え

日ごろから災害への備えを行っている回答者
は7 . 6％で、どちらかというと行っている
（29.9％）と合わせた割合は、37.5％を占めて
いる。
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1  きよす　あしがるバス

「きよす　あしがるバス」を知っている回答者
の割合は、97.9％となっている。

2  市の消費生活相談窓口

市の消費生活相談窓口を知っている回答者
の割合は、38.6％となっている。

3  民生委員・児童委員の活動

住んでいる地域での民生委員や児童委員の
活動を知っている回答者の割合は、40.0％と
なっている。

　③市民の認知度10  住宅侵入盗への備え

日ごろから住宅侵入犯への備えを行っている
回答者は17.6％で、どちらかというと行ってい
る（38.0％）と合わせた割合は、55.6％を占めて
いる。

清須市第２次総合計画

資　料

資　
料

202 203

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

行っている
17.6%

どちらかという
と行っている
38.0%

どちらとも
いえない
22.7%

どちらかというと
行っていない

13.9%
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5  国際交流の講座・イベント

市や市国際交流協会が実施する国際交流に
関する講座・イベント等を知っている回答者の割
合は、24.7％となっている。

6   水害対応ガイドブック

市が作成・配布している水害対応ガイドブック
を知っている回答者の割合は、66.6％となって
いる。

7  地震防災ハザードマップ

市が作成・配布している地震防災ハザード
マップを知っている回答者の割合は、70.1％と
なっている。

8  子育て世代包括支援センター

市の子育て世代包括支援センターを知ってい
る回答者の割合は、30.5％となっている。

4  人権擁護委員の活動

住んでいる地域での人権擁護委員の活動を
知っている回答者の割合は、15.5％となって
いる。

清須市第２次総合計画

資　料

８　
市
民
満
足
度
調
査
の
結
果
概
要

資　
料

204 205

9  子育て情報発信「キヨスマ」

市の子育て情報発信プロジェクト「キヨスマ」
を知っている回答者の割合は、20.7％となって
いる。
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提出方法

窓　口
投函箱
郵　送

ファクシミリ
電子メール

４通
０通
４通
０通
０通
０通

提出通数

内　　容

1.　計画策定の方法
2.　達成度指標
3.　計画の推進
4.　子育て支援
5.　青少年健全育成
6.　高齢者福祉
7.　公共交通

８件
１件
１件
１件
１件
１件
２件
１件

意見総数

206 207

９. パブリック・コメントの結果概要

Ⅰ　実施期間

Ⅱ　意見提出通数

Ⅲ　意見総数

Ⅳ　意見の内容とそれに対する市の対応

令和元年９月２７日（金）から１０月２９日（火）まで（３３日間）

意見 意見に対する市の対応番号

1

総合計画は清須市の近未来設計図です。市
民全体が関心をもち、全員参加で策定すべきも
のであるため、行政としては「より市民に関心を
持たせる仕掛けづくり」が必要ではないでしょ
うか。
例えば、今回の案では現計画と比較してどこ
が革新的か、そして「売り」はどこかを簡明に記
載し、イラスト等も駆使して市民の関心と評価
意見を求める構成とか工夫が必要です。
また、意見箱の設置やホームページでの公開
だけという消極的な姿勢でなく、担当部署が市
民の近くに出て行く「街ゼミ」スタイルで、又は
市役所で総合計画案の説明会を開催していく
積極的な姿勢と仕掛けが必要ではないでしょ
うか。

清須市では、基本理念の一つに「連携」を
掲げて、「つながりを大切にするまち」を目指
しています。
第２次総合計画　後期基本計画は、市民参
画会議や市民満足度調査を実施し、市政に対
する市民の関心を高めるとともに、市民意見の
反映に努めながら策定を進めてきました。
後期基本計画の内容をまとめた概要版を作
成するなど、分かりやすい情報発信に努めて
まいります。

1.　計画策定の方法

意見 意見に対する市の対応番号

2

各施策の指標について、市民満足度調査が
評価基準とされている例がかなり見受けられま
すが、満足度のような感覚的数値でなく、「入場
者数の20％アップ」のようにできる限り目標数
字を示すべきだと考えます。
さらに、前期基本計画から継続する施策で、
指標の数値が下がっている例が見受けられま
すが、これはどのような理由でしょうか。

後期基本計画の３７の施策には、施策単位で
目標となる「目指す姿」を設定し、その上で「目
指す姿」にどこまで近づけているかを測るため
の指標である「達成度指標」を設定して、着
実にその進捗を図りたいと考えています。
「達成度指標」は、原則として実現すべき成
果に係る数値目標を設定していますが、その
指標が妥当かどうかは、引き続き毎年度の行
政評価の中で検証を行ってまいります。
また、「達成度指標」が前期基本計画の目
標値を達成できなかったものや、前期基本計
画の基準値を下回っている施策がありますが、
その検証を踏まえて後期基本計画の策定を進
めてきたところであり、引き続き目標値の達成
に向けて取組を進めてまいります。

2.　達成度指標

意見 意見に対する市の対応番号

3

後期基本計画が策定された折には、是非とも
「分かりやすい、これから目指す清須市像とそ
の施策」を、今までと同様なメディア（印刷物）や
市のホームページで公開するだけでなく、「街
ゼミ」キャラバンやトークセッションを開催し、そ
の実施に向けて行政と市民が協働で取り組む
仕掛けを展開してほしい。

後期基本計画の内容をまとめた概要版を作
成するなど、分かりやすい情報発信に努めると
ともに、積極的に行政出前講座を開催するな
ど、市民参加・市民協働の推進を図ってまい
ります。

3.　計画の推進

意見 意見に対する市の対応番号

5

昔から変わらないラジオ体操が毎日放送さ
れており、ラジオ体操をすることは児童の健全
育成の面から必要なことだと思います。
しかし、ラジオ体操を知らない人が多く、是非
幼児から教えるべきだと考えます。よろしく普
及の方、お願いします。

日本放送協会（ＮＨＫ）の番組で放送されて
いるラジオ体操については、体力の向上や、
健康の増進のために簡単にできる体操である
ことから、学校教育の中など様々な場面で活
用してまいります。

5.　青少年健全育成

意見 意見に対する市の対応番号

4
保育園に駐車場がほしい。今無い所は、近隣

のクリニックやお店など、送迎時刻に空いてい
るスペースを借りたりすることも考えてほしい。

現在駐車場がない保育園については、施設
の改修とあわせて駐車場を整備するなど、様々
な方法により確保に努めてまいります。

4.　子育て支援
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10. 清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定について（答申）

令和元年１１月１４日　
 

　清須市長　永　田　純　夫　様

清須市総合計画審議会　
会長　野　田　遊　　

　

清須市第２次総合計画　後期基本計画の策定について（答申）

　平成３０年７月２５日付け３０清須企第４３０号で諮問のありました、清須市の総合的かつ計画的な
行政の運営を図るための清須市第２次総合計画の後期基本計画の策定について、総合計画の進
捗状況や社会情勢の変化等への的確な対応とともに、地方創生を推進する観点から、当審議会に
おいて慎重に調査審議を重ねた結果、別添のとおり取りまとめましたので答申します。
　なお、本答申とあわせて、少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある、持続可
能なまちづくりを進めるとともに、計画の策定過程において実施した「市民参画会議」や「市民満足
度調査」等における市民の意見等を十分参考にするなど、市民とのつながりを大切にした市政運営
に努められるよう希望します。

意見 意見に対する市の対応番号

6

7

地域包括支援センターを１か所から２か所に
増やして、人口の高齢化に対応し、介護を必要
とする者が手軽に相談・支援が受けられる様に
してほしい。

さらなる高齢化率の上昇が見込まれる中で、
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分
らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで
きるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進
してまいります。
今後取組を進める中で、地域包括支援セン

ターの複数設置についても検討を行ってまいり
ます。

敬老の行事について、春日公民館１か所だけ
でなく、身近な場所で、手軽な行事に変えたら
どうか。
また、対象者は、巡回バス（あしがるバス）を
当日無料にしてほしい。

現時点では、敬老会の開催場所などの変更
は考えておりませんが、高齢者の方の生きが
いづくりの推進に向けて、より効果的に事業が
実施できるように努めてまいります。
また、敬老会当日は市内各地区から会場ま
での臨時バスを運行しているため、現時点で
は、敬老会参加者に係るコミュニティバス「あ
しがるバス」の無料化は考えておりません。

6.　高齢者福祉

意見 意見に対する市の対応番号

8

巡回バス（あしがるバス）の料金について、
75歳以上と小学生を無料にしてほしい。

コミュニティバス「あしがるバス」については、
ワンコインという利用のしやすさ・分かりやす
さや、受益と負担の公平性を図る観点から、
乗車１回１００円の料金をお願いしているところ
です。
現時点では、コミュニティバス「あしがるバ

ス」の７５歳以上と小学生の無料化は考えてお
りませんが、持続可能な運営にも配慮しながら、
公共交通の充実を図ってまいります。

7.　公共交通

9　
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
の
結
果
概
要

10 
清
須
市
第
２
次
総
合
計
画　
後
期
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て（
答
申
）
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編集／清須市企画部企画政策課
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